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Ⅰ．厚生労働科学研究費補助金の目的及び性格

厚生労働科学研究費補助金（以下「補助金」という。）は、「厚生労働科学研究の振興を

促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学

的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社

会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学

研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題

の募集を行っています。

応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的･学術的観点」や「行政的観点」

等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交

付されます。

なお、この補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）」（以下「補助金適正化法」という。）等の適用を受けます。補助金の目的

外使用などの違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定取消し、返還等の処分が行

われますので十分留意してください。

平 成 ２ ０ 年 度 公 募 研 究 事 業
＜Ⅰ．行政施策研究分野＞

１．行政政策研究事業
＜Ⅱ．厚生科学基盤研究分野＞

２．先端的基盤開発研究事業
３．臨床応用基盤研究事業

＜Ⅲ．疾病・障害対策研究分野＞
４．障害関連研究／長寿科学総合研究事業
５．子ども家庭総合研究事業
６．第３次対がん総合戦略研究事業
７．循環器疾患等生活習慣病対策総合研究／

免疫アレルギー疾患等予防治療研究／
難治性疾患克服研究事業

８．ｴｲｽﾞ･肝炎･新興再興感染症研究事業
９．こころの健康科学研究事業

＜Ⅳ．健康安全確保総合研究分野＞
10．地域医療基盤開発推進研究事業（仮称）
11．労働安全衛生総合研究事業
12．食品医薬品等ﾘｽｸ分析研究事業
13．健康安全・危機管理対策総合研究事業(仮称)

※ この公募は、本来平成２０年度予算が成立した後に行うべきものですが、できるだけ早

く補助金を交付するために、予算成立前に行うこととしているものです。このため予算の

成立状況によっては新規採択予定課題数を下回る場合等がありますことに留意してくださ

い。

また、公募研究事業名の「(仮称)」については、予算成立後に削除する予定です。

※ 平成１９年度までに採択された研究課題と同一内容の研究は採択の対象となりません。
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Ⅱ．応募に関する諸条件等

（１）応募資格者

１）次のア及びイに該当する者（以下「研究代表者」という。）

ア．（ア）から（キ）に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者

（ア）厚生労働省の施設等機関（当該研究者が教育職、研究職、医療職（※１）、福祉

職（※１）、指定職（※１）又は任期付研究員（※２）である場合に限る。）

（イ）地方公共団体の附属試験研究機関

（ウ）学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関

（エ）民間の研究所（民間企業の研究部門を含む。）

（オ）研究を主な事業目的とする民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定に基

づき設立された公益法人

（カ）研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成１１年法律第１０３号)第２

条の規定に基づき設立された独立行政法人及び特定独立行政法人

（キ）その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

※１ 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。

※２ 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等により

その責務を果たせなくなることがない場合に限る（研究分担者を除く。）。

イ．研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行（研究成果の取りまとめ、補助金の適正

な執行を含む。）に係る全ての責任を負う者であって、外国出張その他の理由により

長期にわたりその責務を果たせなくなること又は定年等により退職し試験研究機関等

を離れること等の見込みがない者

※ 厚生労働省本省の職員として補助金の配分先の選定に関わっていた期間から１年

を経ない者（ア．（ア）～（カ）に掲げる者を除く。）は、当該者が配分に関わっ

た研究事業について、補助金の応募はできないものとする。

なお、「補助金の配分先の選定に関わっていた」者は、以下の者とする。

・技術総括審議官、厚生科学課長及び研究企画官

・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた厚生労働省本省の職員

２）次のア又はイに該当する法人

ア．研究又は研究に関する助成を主な事業とする民法第３４条の規定に基づき設立され

た公益法人及び都道府県（以下「公益法人等」という。）

※ 公益法人等が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研

究者を登録すること。

イ．その他厚生労働大臣が適当と認めるもの

（２）研究組織及び研究期間等

ア．研究組織

研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者

により構成されるものとする。
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（ア）研究代表者（従前の主任研究者）

研究計画の遂行にすべての責任を負わねばならない。

（イ）研究分担者（従前の分担研究者）（（１）１）アに該当し、かつ１）イ※書き

に該当しない者に限る。）

研究代表者と研究項目を分担して研究を実施し、分担した研究項目について

実績報告書を作成する必要がある。

また、分担した研究項目の遂行に必要な経費の配分を受けた場合、その適正

な執行に責任を負わねばならない。

（ウ）研究協力者

研究代表者の研究計画の遂行に協力する。

なお、研究に必要な経費の配分を受けることはできない。

また、研究協力者は実績報告書を作成する必要はない。

イ．研究期間

厚生労働科学研究費補助金取扱規程（平成１０年厚生省告示第１３０号）第９条

第１項の規定に基づく交付基準額等の決定通知がなされた日以後であって実際に研

究を開始する日から当該年度の実際に研究が終了する日までとします。（当該研究

を実施する年度の４月１日以降）

ウ．所属機関の長の承諾

研究代表者及び研究分担者（以下「研究代表者等」という。）は、当該研究に応

募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施に

係る承諾書の提出は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。

（３）対象経費

ア．申請できる研究経費

研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。

なお、経費の算出に当たっては、「Ⅵ.補助対象経費の単価基準額一覧表」を参考

にしてください。

直接研究費 人 件 費（※）
謝 金（研究代表者及び研究分担者に対する謝金は支出で

きない。）
旅 費（国内旅費及び外国旅費）
調査研究費 備 品 費

消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
通 信 運 搬 費
光 熱 水 料
借料及び損料
会 議 費
賃 金
雑 役 務 費

委 託 費
（直接研究費の範囲内（原則１／２以内）において、研究事業のー部を他の研究機

関に委託して行うための経費）

間接経費

※ 人件費については、厚生労働科学研究費補助金取扱細則別表第１の「１ 直接研

究費」の（１）人件費に掲げる場合に限り補助の対象となります。
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イ．直接研究費及び委託費(以下「研究費」という。)として申請できない経費について

補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び

設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等

を対象としているため、次のような経費は申請することはできませんので留意して

ください。

（ア）建物等施設に関する経費

ただし、補助金により購入した設備備品を導入することにより必要となる据

え付け費及び調整費を除く。

（イ）研究を補助する者に対する月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当

（若手研究者育成活用事業などの推進事業を利用してください。）

（ウ）机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費

（エ）研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費（被験者に健康被害が

生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険（当該研究計画に位置

づけられたものに限る。）の保険料を除く。）

（オ）その他研究に関連性のない経費。

ウ．外国旅費等について

研究代表者等が当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学

会等において当該研究の研究成果等の発表を行う場合に、１行程につき最長２週間

（※）の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費（諸謝

金並びに調査研究費の各費目に限る。）が補助対象となっています。ただし、補助

対象となる外国旅費等の総額は、次のとおり上限額が設定されております。

区 分 上限額

① 交付額２５，０００千円以上 ５，０００千円

② 交付額３，０００千円以上～２５，０００千円未満 交付額の２０％

③ 交付額１，０００千円以上～３，０００千円未満 ６００千円

※ 天災その他事故によりやむを得ず１行程が２週間の期間を超えた場合には、厚生

労働大臣が認めた最小行程を補助対象とする場合がある。

※ 国際学会において当該研究の研究成果の発表を行う際の「学会参加費」について

は、発表を行うために必要な最低限の費用であることを開催者が発行するパンフレ

ットによって確認できる場合に限り、補助対象とする場合がある。

エ．国内学会参加旅費について

研究代表者等が、当該研究の研究成果の発表を行うことを開催者が発行するパン

フレット等により確認できる場合に限り、補助対象となっています。ただし、補助

対象となる国内学会参加旅費の総額は、次のとおり上限額が設定されております。
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区 分 上限額

① 交付額２５，０００千円以上 ２，５００千円

② 交付額３，０００千円以上～２５，０００千円未満 交付額の１０％

③ 交付額１，０００千円以上～３，０００千円未満 ３００千円

オ．備品について

価格が５０万円以上の機械器具等であって、賃借が可能なものを購入するための

経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、

原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。

なお、研究者等への所有権の移転を契約内容に含めるリースは認めておりません。

※ 補助金で取得した財産（備品等）については、「厚生労働科学研究補助金によ

り取得した財産の取扱いについて」（平成１４年６月２８日厚科第０６２８００

３号厚生科学課長決定）により取り扱ってください。

カ．賃金について

研究代表者等の研究計画の遂行に必要な資料整理等（経理事務等を行う者を含

む）を行う者（研究補助者）を日々雇用する経費（賃金）については、補助金から

支出し、研究機関において雇用することができます。

この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、研究代表者等から所属

する研究機関に納入してください（間接経費が支給される場合は除く）。

研究代表者等が国立試験研究機関（※）に所属する場合、経理事務及び研究補助

に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、補助金

からこれらに係る賃金は支出できません。

※ 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題

研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。

キ．間接経費について

間接経費は、補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究

機関において必要となる管理等に係る経費を、研究費等に上積みして措置するもの

であり、補助金を受給する研究代表者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向

上に資することを目的としています。

平成２０年度に新規採択される公募課題に係る間接経費は、研究費２，０００万

円以上の課題について研究費の３０％を限度に希望することができます。なお、研

究代表者が国立試験研究機関に所属する場合には支給の対象外となります。

※ 「対象経費」の取扱いについては見直しを予定しており、今後、公表しますの

でご留意ください。

（４）応募に当たっての留意事項

ア．補助金の管理及び経理について

補助金の管理及び経理の透明化並びに適正化を図るとともに、研究代表者及び経
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費の配分を受ける研究分担者の研究費等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図

る観点から、補助金の管理及び経理事務は、研究代表者等の所属機関の長に必ず委

任してください。

イ．不正経理等及び研究不正への対応について

（ア）不正経理等に伴う補助金の交付の制限について

研究者が補助金の不正経理又は不正受給（偽りその他不正の手段により補助金を

受給することをいう。）（以下「不正経理等」という。）により、平成１６年度以

降、補助金適正化法第１７条第１項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消された場合については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、

当該研究者（不正経理等を共謀した者を含む。）は補助金の交付の対象外となり、

研究分担者となることもできません。

なお、研究分担者が不正経理を行った場合は、研究分担者のみが本補助金の交付

対象外となります。

また、他の競争的研究資金等及び競争的研究資金等以外の補助金等（補助金適正

化法第２条第１項に規定する「補助金等」をいう。以下「補助金等」という。）

において不正経理等を行った場合（不正経理等を共謀した場合を含む。）も上記に

準じ、次に掲げるとおり取り扱います。

○補助金において不正経理等を行った場合

① 不正経理により、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り

消された場合（②及び③に掲げる場合を除く。）

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度

② 不正経理により研究以外の用途へ補助金を使用し補助金適正化法に基づき、

交付決定の全部又は一部を取り消された場合（③に掲げる場合を除く。）

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降２年以上５年以内の間で当該

他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間

③ 不正受給を行った場合

→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降５年間

○他の競争的研究資金等において不正経理等を行った場合

・平成１６年度以降に他の競争的研究資金等において不正経理等を行い、補助金

適正化法に基づき当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた場合

→当該競争的研究資金等の交付の制限を受けた期間と同一期間

（注）ここでいう「競争的研究資金等」とは、「厚生労働科学研究費補助金取扱規

程第３条第７項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期

間の取扱いについて」（平成１８年３月３１日厚科第０３３１００２号厚生科

学課長決定）でいう、特定給付金のことを指します。

○競争的研究資金等以外の補助金等において不正経理等を行った場合

① 平成１６年度以降に補助金等（競争的研究資金等を除く。）において、不正経

理を行い、補助金適正化法に基づき、交付決定の全部又は一部を取り消された場

合（②及び③に掲げる場合を除く。）

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
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② 不正経理により研究以外の用途へ補助金等を使用し、補助金適正化法に基づき、

交付決定の全部又は一部を取り消された場合（③に掲げる場合を除く。）

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降２年以上５年以内の間で当

該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間

③ 不正受給を行った場合

→ 補助金等の返還が命じられた年度の翌年度以降５年間

なお、不正経理等を行った研究者及びそれらに共謀した研究者に関する情報につい

ては、「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日競争的研究資

金に関する関係府省連絡会申し合わせ。平成１８年１１月１４日改正）に基づき、他

府省を含む他の競争的研究資金担当課（独立行政法人である配分機関を含む。以下同

じ。）に当該不正経理等の概要（不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所

属機関、研究課題、交付（予定）額、研究年度、不正の内容等）の提供を行います。

また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競

争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を

制限する場合があります。

※ 不正経理等については平成１８年８月３１日に総合科学技術会議で策定された

「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」を踏

まえ、研究機関における補助金の管理及び経理に関する体制及び監査について報

告を求め、補助金の管理・監査体制に明らかな問題がある場合、問題が是正され

るまで、研究者への補助金支給の見合せ、間接経費の支給の停止等の対応をとる

こととしており、詳細は追って公表します。

（参考）

「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」

（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf）

（イ）研究上の不正について

科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活

動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関

わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技

術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定め

る倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理

性を持って研究に臨むことが求められます。

このため、補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示する

ために、総合科学技術会議からの意見具申『「研究上の不正に関する適切な対応につ

いて」に関する意見』（平成18年２月28日）を踏まえ、「研究活動の不正行為への対

応に関する指針」（平成19年４月19日厚生科学課長、国立病院課長決定）を策定し、

このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、

申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を行います。

※ 不正経理等及び研究上の不正の告発について、補助金の不正経理等や研究上の不

正行為がありましたら、まずは不正が行われた研究活動に係る競争的資金の配分を

受けている機関（大学、公的研究機関等）にご相談ください。これらの機関でのご

相談が困難な場合には、「Ⅲ．照会先一覧」に記載されている連絡先にご相談くだ
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さい。

ウ．経費の混同使用の禁止について

他の経費（研究機関の経常的経費又は他の補助金等）に補助金を加算して、１個

又は１組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。

エ．研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点について

各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法

律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解

ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取

消し又は補助金の交付決定取消し、返還等の処分を行うことがあります。

○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成１２年法律第１４６号)

○特定胚の取扱いに関する指針（平成１３年文部科学省告示第１７３号）

○ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針（平成１９年文部科学省告示第８７

号）

○ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１６年文部科学省・厚生

労働省・経済産業省告示第１号）

○医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成９年厚生省令第２８号）

○手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について（平成１０年

厚生科学審議会答申）

○疫学研究に関する倫理指針（平成１９年文部科学省・厚生労働省告示第１号）

○遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成１６年文部科学省・厚生労働省告示

第２号）

○臨床研究に関する倫理指針（平成１６年厚生労働省告示第４５９号）

○ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する倫理指針（平成１８年厚生労働省告示第

４２５号）

○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年文部科学

省告示第７１号）、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施

に関する基本指針（平成１８年６月１日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通

知）又は農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する

基本指針（平成１８年６月１日付農林水産省農林水産技術会議事務局長通知）

※ 公益法人から交付される研究資金も含め、他の資金と補助金の関係については、

厚生科学審議会科学技術部会「厚生労働科学研究における利益相反に関する検討

委員会」で審議中であり、その取扱いについては追って公表します。

オ．臨床研究登録制度への登録について

介入を行う臨床研究を行う場合には、当該臨床研究を開始するまでに以下の３つ

のうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行ってください。また、事業実績

報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付すること。

なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて

調査を行うことがありますのであらかじめご了解ください。

○大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）「臨床試験登録システム」

http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm

○(財)日本医薬情報センター（JAPIC）「臨床試験情報」

http://www.clinicaltrials.jp/user/cte_main.jsp
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○（社）日本医師会治験促進センター「臨床試験登録システム」

https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/ctrialr/

カ．補助金の応募に当たっての留意点について

補助金の応募に当たっては、｢Ⅴ.公募研究事業の概要等｣の＜新規課題採択方

針＞及び＜公募研究課題＞の記載内容を良く確認し、ご自身の研究内容が行政の

ニーズを満たすものであるかどうかを十分検討してください。

キ．府省共通研究開発管理システムについて

現在、競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセスをオンラ

イン化することなどを目的に府省横断的なシステムを平成２０年１月の稼働を目指

し開発しております。厚生労働科学研究費においても、本システムでの管理が必要

となるため必要なデータの入力等ご協力をお願いします。

なお、詳細については追って公表します。

（５）提出期間 平成１９年１０月２９日（月）～１２月１０日（月）

（受付時間は、９：３０～１２：００及び１３：００～１７：００とし、

土・日・祝日の受付は行いません。）

申請書類は、簡易書留等、配達されたことが証明できる方法とし、封書

宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入してくださ

い。なお、１２月１０日（月）までの消印も有効としますが、提出期間内

にできるだけ到着するよう余裕をもって投函してください。

（６）提出先 厚生労働省内の各研究事業担当課 ＜「Ⅲ．照会先一覧」参照＞

〒１００－８９１６

東京都千代田区霞が関１－２－２（中央合同庁舎第５号館）

第３次対がん総合戦略研究事業

〒１０４－００４５

東京都中央区築地５－１－１

国立がんセンター運営局がん対策企画課研究企画室

こころの健康科学研究事業

〒１８７－８５５１

東京都小平市小川東町４－１－１

国立精神・神経センター運営局政策医療企画課

化学物質リスク研究事業

〒１５８－８５０１

東京都世田谷区上用賀１－１８－１

国立医薬品食品衛生研究所総務部業務課

健康安全・危機管理対策総合研究事業(仮称)

〒３５１－０１９７

埼玉県和光市南２－３－６

国立保健医療科学院総務部総務課
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研究機関等においては、所属する研究者の研究計画書をできるだけとり

まとめの上、提出してください。

本補助金においては、交付事務など業務の一部を当省所管の施設等機関

に試行的に移管しており、平成１９年４月から、「６．第３次対がん総合

戦略研究事業」を国立がんセンターへ、「９．こころの健康科学研究事業」

を国立精神・神経センターへ、「12．(３)化学物質リスク研究事業」を国

立医薬品食品衛生研究所へ、「13．健康安全・危機管理対策総合研究事業

（仮称）」を国立保健医療科学院に移管しておりますので、これらの事業

の研究計画書は上記に示された提出先に提出してください。

（７）提出書類 補助金に応募する研究代表者は、研究計画書（様式第１）を提出してく

ださい。

※ 平成２０年度より様式を変更しておりますので、内容をご確認の上作成して

ください。

（８）提出部数 研究計画書２０部（研究計画書（正本）１部、写し１９部）

（研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。）

（９）その他

ア．研究の成果及びその公表

研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、補助金による研究事業の成果に

よって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部

に相当する金額を国庫に納付してもらうことがあります。

なお、補助金による研究事業の報告書等は公開となります。

また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、

雑誌等において発表を行う場合は、補助金による事業の成果である旨を明らかにし

てください。

※ 研究により得られた成果は研究の成果を継続的に追跡して評価するため、「行政

効果報告（助成研究成果追跡資料）ＷＥＢ登録（http://mhlw-grants.niph.go.jp/

idshinsei/）」に必ず登録してください。

イ．補助金による推進事業の活用について

本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究

課題を支援するため、補助金により、主に次の事業を関係公益法人において実施し

ます。

（ア）外国人研究者招へい事業

課題が採択された研究代表者からの申請に基づき、当該研究の分野で優れた研

究を行っている外国人研究者を招へいし、海外との研究協力を推進することによ

り我が国における当該研究の推進を図る事業。（招へい期間：２週間程度）

（イ）外国への日本人研究者派遣事業

課題が採択された研究代表者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を

外国の研究機関及び大学等に派遣し、当該研究課題に関する研究を実施すること
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により、我が国における当該研究の推進を図る事業。（派遣期間：６ヶ月程度）

（ウ）リサーチ・レジデント事業（若手研究者育成活用事業）

課題が採択された研究代表者からの申請に基づき、研究代表者等の所属する研

究機関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間（原則１年、

最長３年まで延長）派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来の我が国の当

該研究の中核となる人材を育成するための事業。

（対象者：博士の学位を有する者又はそれと同等の者（満３９歳以下の者））

当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施団体から直接研究代

表者あて行うこととなります。

ウ．健康危険情報について

厚生労働省においては、平成９年１月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策

定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に

重大な影響を及ぼす情報（以下「健康危険情報」という。）については、補助金に

より研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣

旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報

をお願いします。

なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も

併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究

者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。

エ．政府研究開発データベース入力のための情報

補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開

発データベース（内閣府総合科学技術会議事務局）への入力対象となります。以下

の情報については、研究計画書中の「６．政府研究開発データベース」に確実に記

入願います。

（ア）研究者ＩＤ

研究代表者等の内、大学関係機関又は国・特殊法人等の研究機関に所属する研

究者は、それぞれ所属機関等により付与された研究者ＩＤを記入してください。

文部科学省の科学研究費ＩＤ（８桁）をもっている大学等の研究者は、「２０」

という２桁の数字をあたまに付けた１０桁の数字が研究者ＩＤとなります。国立

研究機関等の研究者は、ＩＤを所属機関に確認してください。

なお、研究分担者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に１０名までが

ＩＤ記載の対象となります。

また、ＩＤが不明な場合は、所属機関に確認してください。

（イ）エフォート

研究代表者等は、研究者が当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時

間（正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。）に占める割合を百分率で表した数

値（１未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値）（いわゆるエフ

ォート）を記入してください。

なお、研究分担者にあっては、研究費の配分額の多い者から順に１０名までが

エフォート記載の対象となります。

また、このエフォートについては、各研究者が当該研究について何％ずつ分担

するのかを問うものではありませんので、誤解のないようお願いします。
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（ウ）研究分野

主たる研究分野を「重点研究分野コード表」より選び、研究区分番号、重点研

究分野、研究区分を記入するとともに、関連する研究分野（最大３つ）について

も同様に記入願います。

（エ）研究キーワード

当該研究の内容に則した、研究キーワードについて、「研究キーワード候補リ

スト」より選び、コード番号、研究キーワードを記入願います。（最大５つ）

該当するものがない場合、３０字以内で独自のキーワードを記入してください。

（オ）研究開発の性格

当該研究について、基礎研究、応用研究、開発研究のいずれに当たるかを記入

願います。

オ．競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について

（ア）補助金の応募の際には、厚生労働省から交付される研究資金（公益法人から配分

されるものを含む。）、他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金

及び公益法人から交付される研究資金等の応募・受入状況（研究事業名、研究課題

名、実施期間、補助要求額、エフォート等）を研究計画書に記載していただきます。

なお、計画書に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の採択の取り消し又は補

助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。

（イ）課題採択に当たっては、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除

等に関する指針」（平成１７年９月９日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申

し合わせ）に基づき、研究計画書及び他省庁からの情報等により、競争的研究資金

の不合理な重複及び過度の集中が認められた場合には、研究課題の採択を見合わせ

る場合等があります。

なお、このような課題の存在の有無を確認する目的で、課題採択前に、必要な範

囲内で、採択予定課題及び及び研究計画書の内容の一部（競争的研究資金名、研究

者名、所属機関、研究課題、研究概要、計画経費等）を他府省を含む他の競争的研

究資金担当課に情報提供する場合があります。

カ．研究課題採択後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報

告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともありますので十分留

意してください。

から交付される競争的研究資金で、補助キ．他府省の競争的研究資金及び独立行政法人

金と同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ．照会先一覧」に記載さ

報告し、いずれかの研究を辞退してください。また、公益法人から交付れた担当課へ

される研究資金等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「Ⅲ．照会先

一覧」に記載された担当課へ報告し、指示に従ってください（※）。

なお、これらの手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、

当省の採択の取消し、また、交付決定後においては、補助金の返還等を求めることが

あります。

※ 公益法人から交付される研究資金も含め、他の資金と補助金の関係については、

厚生科学審議会科学技術部会「厚生労働科学研究における利益相反に関する検討

委員会」で審議中であり、その取扱いについては追って公表します。
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ク．個人情報の取扱い

補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、補助金の業務

のために利用及び提供する他、「政府研究開発データベース」への入力のため内閣

府に提供されます。また、上記オに基づく情報提供が行われる場合があります。

なお、採択課題名等（研究代表者名を含む。）及び研究報告書(概要版を含む。)

については、印刷物、厚生労働省ホームページ（厚生労働科学研究成果データベー

ス）により公開されます。

ケ．リサーチツール特許の使用の円滑化について

リサーチツール特許については、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツー

ル特許の使用の円滑化に関する指針」（平成１９年３月１日総合科学技術会議）に

基づき、適切に取り扱うよう努めてください。
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Ⅲ．照 会 先 一 覧

この公募に関して疑問点等が生じた場合には、次表に示す連絡先に照会してください。

区 分 連絡先（厚生労働省代表03-5253-1111）

１．行政政策研究事業

（１）政策科学総合研究事業 政策統括官付政策評価官室（内線7778）

大臣官房統計情報部保健統計室（内線7505）

（内線7319）（２）社会保障国際協力推進研究事業 大臣官房国際課

２．先端的基盤開発研究事業

（１）再生医療実用化研究事業(仮称) 医政局研究開発振興課（内線4151）

（２）創薬基盤推進研究事業 医政局研究開発振興課 (内線4151)

（３）医療機器開発推進研究事業 医政局研究開発振興課（内線4151）

３．臨床応用基盤研究事業

（１）医療技術実用化総合研究事業 医政局研究開発振興課（内線4151）

４．障害関連研究事業／長寿科学総合
研究事業

障害保健福祉部企画課（内線3029）（１）障害保健福祉総合研究事業 社会・援護局

（２）感覚器障害研究事業 同 上

（３）長寿科学総合研究事業 老健局総務課（内線3908）

児童家庭局母子保健課（内線7937）５．子ども家庭総合研究事業 雇用均等・

６．第３次対がん総合戦略研究事業

（１）第３次対がん総合戦略研究事業 内容に関する照会：健康局総務課がん対策
推進室（内線4604）

提出に関する照会：国立がんセンター運営局
がん対策企画課研究企画室
(03-3542-2511)

（２）がん臨床研究事業 内容に関する照会：健康局総務課がん対策
推進室（内線4604）

提出に関する照会：国立がんセンター運営局
がん対策企画課研究企画室

（03-3542-2511）

７．循環器疾患等生活習慣病対策総合研
究事業／免疫アレルギー疾患等予防
治療研究事業／難治性疾患克服研究
事業
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区 分 連絡先（厚生労働省代表03-5253-1111）

（１）循環器疾患等生活習慣病対策総合
研究事業

（ア）循環器疾患等生活習慣病対策 健康局総務課生活習慣病対策室（内線2339）
総合研究事業

（イ）糖尿病戦略等研究事業 同 上

（２）免疫アレルギー疾患等予防・治療 健康局疾病対策課（内線2359）
研究事業

（３）難治性疾患克服研究事業 健康局疾病対策課（内線2356）

８．ｴｲｽﾞ･肝炎･新興再興感染症研究事業

局疾病対策課（内線2357）（１）ｴｲｽﾞ対策研究事業 健康

局結核感染症課（内線2379）（２）肝炎等克服緊急対策研究事業 健康

局結核感染症課（内線2379）（３）新興・再興感染症研究事業 健康

障害保健９．こころの健康科学研究事業 内容に関する照会：社会・援護局
福祉部企画課（内線3029）

提出に関する照会：国立精神・神経センター
運営局政策医療企画課

（042-346-1878）

政局総務課（内線2520）10．地域医療基盤開発推進研究事業(仮称) 医

11．労働安全衛生総合研究事業 労働基準局安全衛生部計画課（内線5479）

12．食品医薬品等ﾘｽｸ分析研究事業

（内線2452）（１）食品の安心・安全確保推進研究事 医薬食品局食品安全部企画情報課
業

総務課（内線2712）（２）医薬品・医療機器等ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝ 医薬食品局
ｽ総合研究事業

（３）化学物質ﾘｽｸ研究事業 内容に関する照会：医薬食品局審査管理課化学
物質安全対策室
内線2425）(

提出に関する照会：国立医薬品食品衛生研究所
総務部業務課
(03-3700-1141)

13．健康安全・危機管理対策総合研究事業 内容に関する照会：健康局総務課地域保健室
(仮称) (内線2336）

提出に関する照会：国立保健医療科学院総務部
総務課(048-458-6111)
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※ 公募研究事業名の「(仮称)」については、平成２０年度予算成立後に削除する予定です。

したがって、研究計画書を提出する時には研究事業名の「(仮称)」を削除して提出願います。

※ 「政策科学総合研究事業」のうち「政策科学推進研究事業」については政策統括官付政策評

価官室が、「統計情報総合研究事業」については大臣官房統計情報部保健統計室が照会先とな

ります。

※ 「第３次対がん総合戦略研究事業」、「こころの健康科学研究事業」、「化学物質リスク研

究事業」及び「健康安全・危機管理対策総合研究事業(仮称)」につきましては、内容に関する

照会と計画書等の提出に関する照会先が異なりますので、ご注意ください。
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Ⅳ．研究課題の評価

研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成１７年８月２

５日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定）（※１）に基づき、新規申請課題の採択の可否

等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」（※２）、研

究終了後の研究成果を審査する「事後評価」の３つの過程に分けられます。

「事前評価」においては、提出された研究計画書に基づき外部専門家により構成される事

前評価委員会において、「専門的・学術的観点」と「行政的観点」の両面からの総合的な評

価（研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項についても評定事項に加えます。）を経た

のち、研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。（なお、大型の公募

研究課題については、必要に応じ申請者に対して申請課題に対する研究の背景、目的、構想、

研究体制、展望等についてのヒアリングや施設の訪問調査を実施し、評価を行います。）

研究課題決定後は、速やかに申請者へ文書で通知します。

また、採択された課題等については、印刷物のほか厚生労働省ホームページ等により公表

します。

※１ 改訂が予定されています。

※２ 研究期間が複数年度で採択された研究課題であっても、中間評価により中途で終了

することがあります。

（１）専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

ア．研究の厚生労働科学分野における重要性

・厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか

イ．研究の厚生労働科学分野における発展性

・研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか

・臨床研究の場合は、いわゆる臨床研究登録がなされる予定か

ウ．研究の独創性・新規性

・研究内容が独創性・新規性を有しているか

エ．研究目標の実現性・即効性

・実現可能な研究であるか

・研究が効率的に実施される見込みがあるか

オ．研究者の資質、施設の能力

・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか

・臨床研究の場合は、疫学・生物統計学の専門家が関与しているか

（２）行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項

ア．行政課題との関連性

・厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか

イ．行政的重要性

・厚生労働行政にとって重要な研究であるか

・社会的・経済的効果が高い研究であるか

ウ．行政的緊急性

・現時点で実施する必要性・緊急性を有する研究であるか
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Ⅴ．公募研究事業の概要等
＜補助金のうち本公募要項において公募を行う研究類型について＞

厚生科学審議会科学技術部会に設置した「今後の中長期的な厚生労働科学研究の在り方に

関する専門委員会」の中間報告書（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0421-4.html）

に基づき、平成１８年度から本補助金を５つの研究類型に整理しました。

本公募要項では、「指定型」、「戦略型」及び「プロジェクト提案型」を除いた次の２類

型について募集を行います。

１．一般公募型

従前の一般公募による競争的枠組み。

２．若手育成型

将来の厚生労働科学研究を担う研究者の育成を推進するための枠組み。

・ 応募資格に制限（ただし、年齢制限のある事業においても、産前・産後休業又は

育児休業を取得した者については、その日数を応募資格の制限日に加算することが

できるものとします。研究計画書に休暇を取得したことを所属機関の長が証明した

書類（様式自由）を添付してください。）

・ 研究評価結果のフィードバック等、教育的配慮を重点的に実施し、研究者のレベ

ルアップに寄与。

・ 優れた研究者の育成が特に必要とされている研究分野において重点的に設定。

＜各研究事業の概要及び新規課題採択方針等＞

１．行政政策研究事業

（１）政策科学総合研究事業

ア．政策科学推進研究事業

＜事業概要＞

社会保障制度に対する国民の関心は高く、専門的・実務的な観点からの理論的・実証的研

究を踏まえた効果的・効率的な施策の推進が求められている。

本研究事業においては、人文・社会科学系を中心とした人口・少子化問題、年金・医療・

介護等、社会保障全般及び個々の分野に関する研究等に積極的に取り組み、社会保障に係る

基礎データの提供等、厚生労働行政施策の企画立案及び推進に資することを目的とし、①社

会・経済構造の変化と社会保障に関する研究②世帯・個人の経済・生活状況と社会保障に関

する研究、③社会保障分野における厚生労働行政施策の効果的な推進等に関する研究につい

て、一般公募を行うとともに、若手研究者の参入を促進するため、「若手育成型」の研究枠

を設け公募する。

＜新規課題採択方針＞

平成２０年度の新規研究は、厚生労働行政に関する諸課題について、社会・経済構造等の

変化、各々の制度を支える財政状況、対象となる者の真のニーズ等を踏まえた上で、厚生労

働政策の設計とその推進に資する調査研究を重点的に採択することとする。

なお、諸外国との国際比較を行う場合には、単なる事実関係の確認に留まらず、それぞれ

の国の社会経済状況・歴史・文化等を踏まえて調査研究を行うこと。
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研究費の規模 ： １課題当たり3,000～15,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間 ： １～３年

※喫緊の行政課題に関する研究については可能な限り短期間であることが望まれる。

新規採択予定課題数 ： ２０課題程度、「若手育成型」については２課題程度

※以下に示す公募研究課題については、事前評価の結果により採択を行わない、又は複数

の課題を選択することがある。

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜研究計画書記入の留意点＞

① 具体的にどのような施策の立案、政策提言に役立つかを明確に記述すること。

② 当該研究分野における先行業績を丁寧に整理し、その進捗状況及び研究班ならではの独

自性、先駆性を具体的に記述すること。

③ 研究経費については、要望額が常識的な範囲を超えているものについては採択審査の際

に検討対象するので留意すること。

④ 中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度

（未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可と

なる場合もあり得ることに留意すること。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 社会・経済構造の変化と社会保障に関する研究

人口、地域・家庭等の社会構造や、企業活動・経済情勢等の経済構造の変化は、近年、

めまぐるしいものがあり、それらへの対応は喫緊の課題となっている。特に、少子化対

策については、近年の出生率低下を受け、政府をあげて取り組んでいるところであり、

平成２０年度新規採択に当たっての重点事項を以下に列挙する。

（ア）人口構造の変化と社会保障制度の相互関係に関する研究 （２００１０１０１）

（留意点）

出生率の低下・少子高齢化・人口減少等の人口構造の変化が社会保障制度に与える

影響、また一方で、社会保障制度がこうした人口構造の変化・その原因に与える影響

等に関する研究。

（イ）社会保障が我が国の経済へ与える影響に関する研究 （２００１０２０１）

（留意点）

社会保障と経済の相互関係、特に社会保障が消費、雇用創出、関連産業の振興など、

我が国の経済へ与える影響等の観点からの総合的な研究。
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（ウ）少子化対策の効果的推進に関する研究 （２００１０３０１）

（留意点）

近年、積極的に推進されている少子化対策について、より効果的な対策を推進する

観点から、過去の施策の効果の検証や効果的な施策の実施の在り方に関する研究。

（エ）少子化時代における児童の健全育成に関する研究 （２００１０４０１）

（留意点）

出生時の状況、親の喫煙等の生活習慣、虐待経験の有無等が児童の育成に与える影

響の分析、効果的な育成支援体制の在り方に関する研究。また、妊娠期から育児期の

要支援家庭への効果的な支援プログラムの検討、保健者指導の有効性の検討、性的虐

待への対応、医療ネグレクトへの対応に関する研究など児童虐待等の子どもの被害の

防止に関する研究。

（オ）保育施設の環境に関する研究 （２００１０５０１）

（留意点）

児童福祉法の児童福祉施設最低基準に定められている保育所の設備の基準について

は、検証の必要性が指摘されている。これまでの保育環境の在り方に関する諸研究の

成果を踏まえつつ、保育室の面積等の保育施設の設計・建築・室内環境などが保育や

子どもの発達に及ぼす影響についての研究。

② 世帯・個人の経済・生活状況と社会保障に関する研究

所得・資産格差の拡大をめぐる議論を受け、成長力底上げ戦略では、働く人全体の所

得や生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防止することとしているところであるが、

社会・経済の持続的成長や社会における公正の確保等の観点から、適正な社会保障制度

の在り方の検討に資する研究を求めるものである。平成２０年度新規採択に当たっての

重点事項を以下に列挙する。

（ア）社会保障制度における低所得者の取扱いに関する研究 （２００１０６０１）

（留意点）

医療、介護、年金、生活保護等の社会保障制度における低所得者の定義や給付と負

担の状況、就労能力を持つ低所得者に対する就労支援策、生活保護と最低賃金の代替

関係等に関する国際比較を含む諸研究。

（イ）格差と社会保障の在り方に関する研究 （２００１０７０１）

（留意点）

所得・資産格差の実証研究に基づく、社会・経済の持続的成長と所得・資産格差是

正との調和を可能とする社会保障の在り方やその条件又は女性、若年層や高齢層にお

ける労働市場と社会保障との連携についての研究。

（ウ）社会保障と資産に関する研究 （２００１０８０１）

（留意点）

資産が、社会保障の給付条件や税・保険料の賦課基準にどのように組み込まれてい

るか等、社会保障制度と資産に関する国際比較を含む諸研究。

（エ）社会保障とソーシャル・インクルージョン（貧困者、失業者、ホームレスなど社会か

ら排除されている人々の社会的参入）との関係に関する研究 （２００１０９０１）
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(留意点）

ソーシャル・インクルージョンの考え方に基づき、行政主体者や地域が対応すべき

者（貧困者、失業者、ホームレス、精神障害者、社会的不適応者等）への支援のあり

方に関する研究。

（オ）地域における孤立に関する研究 （２００１１００１）

（留意点）

高齢者の世帯・居住形態の変化に関する研究、今後増加の予想される孤立した地域

住民・世帯が抱える生活課題を明らかにし、行政や地域社会が行うべき支援の在り方

やいわゆる「孤立死」を防止するための取組等に関する研究。

（カ）社会保障と住宅施策の連携に関する研究 （２００１１１０１）

（留意点）

自立生活支援と社会参加を促進する観点から、福祉施策と住宅施策の連携の課題を

明らかにし、高齢者等ができる限り住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けるこ

とができる住宅施策に資する研究。

③ 社会保障分野における厚生労働行政施策の効果的な推進等に関する調査研究

少子高齢化の進展など我が国の社会経済構造が変化する中で、社会保障分野において

は、これまで年金、介護保険、医療保険制度の抜本的改革が行われてきたところである。

また、近年、医療については、医師不足、勤務医の疲弊など、様々な問題が指摘され

ているところである。このような社会保障制度の改革の流れの中で、厚生労働施策が効

果的に推進されているか検証する研究を求めるものである。平成２０年度新規採択に当

たっての重点事項を以下に列挙する。

（ア）医療構造改革に関する制度導入後のレビューに関する研究 （２００１１２０１）

（留意点）

平成２０年４月本格施行の医療制度改革関連法案に基づいた新制度について、その

導入前後における医療環境、患者行動等に与える変化に関する研究。

（イ）医療機関の特性に対応した機能評価の指標、情報の施設間共有に関する研究

（２００１１３０１）

（留意点）

医療連携の推進及び医療機関の機能分担を促進する観点から、医療機関の特性の違

いを客観的に示す評価指標の開発、医療の質の向上のために有効でありかつ効率的な

施設間のデータベース構築の在り方、データベースを活用し疾病や診療行為及び医療

施設等に関する統計調査へ応用する在り方に関する研究。

（ウ）医療情報のデータベース化及びその国際的標準化に関する研究

（２００１１４０１）

（留意点）

世界保健機関（WHO）の国際分類であるICDの改訂を念頭に置いた医療情報のデータ

ベース化及びその国際的標準化に資する研究。

（エ）包括払い方式により提供される医療の質に関する研究 （２００１１５０１）

（留意点）
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包括払い方式の導入による医療提供内容等の評価を行い、制度導入による医療の質

に対する影響を検討する調査研究及び外来における診療内容の評価を行い、過剰な薬

剤投与を抑止し、効率的な診療行為を促進する観点から、外来診療の包括化の可能性

について検討する研究。

（オ）医療保険者による特定健診・特定保健指導が医療費に及ぼす影響に関する研究

（２００１１６０１）

（留意点）

平成２０年４月からの医療保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施の義務

化に伴い、生活習慣病に関する健診・保健指導への積極的な取り組みが実施されるこ

とになったが、その効果を判断するにあたり、医療保険者毎の健診・保健指導の実施

率、実施内容等取組状況が医療費に及ぼす影響を検証することが求められている。特

に、今後、医療保険者毎に目標達成状況に応じた評価を行うことが求められているこ

とから、本研究では各医療保険者の被保険者の構成（年齢、性別、地域の分布等）の

違いを踏まえた分析を含むこと。

（カ）在宅医療の円滑な推進に関する研究 （２００１１７０１）

（留意点）

在宅医療の推進には、入院時から退院準備、退院後の在宅医療の定着に至るまでの

連続的施策や、医師・看護師・福祉人材等の多職種の連携が不可欠であり、このよう

な課題への取組の実態や効果の検証を行い、望ましい在宅医療推進方策を検証する研究。

（キ）社会保障制度に関する広報・教育の推進に関する研究 （２００１１８０１）

（留意点）

年金制度（企業年金制度含む。）は、現在年金を受給する高齢世代のみならず、我

が国のすべての世代について深く関わりのある制度であるが、必ずしも制度の現状や

将来設計について正しい理解が行われているとは言えない状況にある。年金制度・医

療保険制度・介護保険制度等の社会連帯に基づく社会保障制度を今後国民皆で支えて

いくために、広く国民に正確で有用な知識・情報を広く普及する方策についての研究。

（ク）社会保障制度をめぐる諸外国の制度改革とそれらの日本への適応可能性に関する研究

（２００１１９０１）

（留意点）

基本的な社会保障制度 （医療供給体制、医療保険、年金、少子化対策、生活保護

等）をめぐる諸外国の現状、直面している課題及びそれらを受けた制度改革の状況を

整理し、それらの日本への適応可能性を探る研究。

（ケ）社会保障をめぐる評価指標に関する国際比較の在り方に関する研究

（２００１２００１）

（留意点）

社会保障給付費、国民負担率、所得代替率、貧困率、疾病毎の医療費等、社会保障

をめぐる各種の評価指標についての収集・分析と、これらの評価指標を通じた社会保

障の国際比較の在り方に関する研究。

【若手育成型】

一般公募型のうち若手育成に資する研究 （２００１２１０１）
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（留意点）

本研究枠では、新たな若手研究者が、①～③の公募研究課題につき実施する独創性

や新規性に富む研究開発課題の提案及び実施を求めるものである。

イ．統計情報総合研究事業

＜事業概要＞

社会保障制度の改革が実行されるに当たって、行政により策定される各種計画・施策では、

目標となる具体的指標を活用するとされており、その基盤となる統計の重要性はこれまでに

なく高まっている。我が国の直面する少子・高齢化の進展や、人口減少等の状況に対応する

ため、各種厚生労働行政の企画・立案及びその評価・改善に資するべく、統計調査の手法や

統計情報の分析力の向上等に関する研究の一層の進展が必要とされている。一方、平成１９

年５月改正統計法が公布されたが、その中では社会の情報基盤としての公的統計の有用性向

上を図り統計データの二次利用を促進することとなっており、統計の総合的な情報発信力の

強化が課題となっている。また、保健医療分野において情報通信技術が拡充している状況に

おいて、効率的で質の高い統計情報を得るため、これら高度技術を厚生労働統計に有効に活

用していくことが期待されている。更に我が国はＩＣＤ－１０（国際疾病分類）の改訂や

ＩＣＦ（国際生活機能分類）を中心とするＷＨＯ－ＦＩＣ（世界保健機関国際分類ファミリ

ー）への国際貢献が求められており、統計の国際比較可能性の向上やユーザーの視点に立っ

た実用性の向上を図っていく必要がある。

このような情勢において、本研究事業では、①保健、医療、福祉、生活衛生、労働安全衛

生等に係る統計調査の調査手法や精度向上に関する研究、②統計分野における情報通信技術

を利用した高度処理システムの開発に関する研究、③蓄積された統計データの高度分析に関

する研究、④統計データの効果的な情報発信に関する研究等を実施し、政策決定及び評価の

過程における統計データの一層の活用を図ることで、厚生労働行政を推進することが目的で

ある。また、これらの研究テーマに若手育成枠を設け、若手研究者の参入を促進し、次世代

の厚生労働統計専門家の育成を図る。

＜新規課題採択方針＞

公募課題①の(ｱ)～(ｵ)の採択に当たっては、特に、社会・経済の変化に対応した統計の整

備及び 統計調査の効率的・円滑な実施に関して、「統計行政の新たな展開方向（平成１５年

６月２７日）」(http://www.stat.go.jp/index/seido/pdf/10.pdf)を踏まえた研究及び厚生

労働省大臣官房統計情報部所管の統計調査に実際に応用が可能な研究を評価する。

研究費の規模：１課題当たり2,000千円～5,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～２年程度

新規採択予定課題数：３～４課題程度（「若手育成型」を含む）

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。
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＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 統計調査に関する研究

(ｱ) 厚生労働統計調査の調査手法及び精度の向上に関する研究 （２００２０１０１）

厚生労働統計調査の調査手法や標本設計に関する研究を行い、より精度の高い高度

な統計情報を得ることに具体的に資する研究とする。

採択に当たっては、特に国民生活基礎調査について、その果たすべき役割を含めた

調査手法の見直しに関する提言を得ることに資する研究を評価する。

(ｲ) 厚生労働統計データの高度処理システムの開発に関する研究 （２００２０２０１）

医療機関を初めとした、調査対象側における情報通信技術の拡充を踏まえ、厚生労

働統計への有効的な活用方策や高度処理システムの開発及び厚生労働統計調査設計に

関し、具体的提言を盛り込み、統計施策への反映について実現可能性のある研究。

採択に当たっては、特に今後患者調査で想定される患者の副傷病に関するデータの

取り扱いについて具体的提言を得ることに資する研究を評価する。

(ｳ) 厚生労働統計データの高度分析に関する研究 （２００２０３０１）

厚生労働行政分野における統計データの高度な分析や新たな分析手法の開発等を行

い、施策上のニーズ等に対応した統計データの効果的な活用に資する研究。

採択に当たっては、特に21世紀出生児・21世紀成年者縦断調査の分析手法について、

データの有効な活用に資する研究について評価する。

(ｴ) 厚生労働統計データの情報発信等に関する研究 （２００２０４０１）

ユーザーの視点を重視した厚生労働統計データの効果的な情報発信の在り方や国際

比較可能性の向上に資する研究。

採択に当たっては、特に厚生労働統計の二次利用促進の方策や課題の明確化に関す

る具体的な提言を得ることに資する研究について評価する。

(ｵ) その他厚生労働統計調査の高度な利用又は効率的かつ効果的な企画・立案及び実施方

策に関する研究であって、重要性・緊急性が特に高いもの （２００２０５０１）

【若手育成型】

一般公募型のうち若手育成に資する研究 （２００２０６０１）

（留意点）

本事業における公募研究課題につき若手育成枠を設けることで、若手研究者の参入を促

進し、新しい視点に立った研究が実施され、ひいては厚生労働統計の専門家が育成される

ことを目的としている。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の作成に当たっては、研究の目的を明確にするため、研究計画書に「期待され

る成果｣として、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる統計

情報政策上のメリットを具体的に記載すること。

（２）社会保障国際協力推進研究事業
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＜事業概要＞

国際協力の推進体制は年々変化しており、既存の二国間協力や国際機関主体の協力体制から、

民間基金、ＮＧＯ、各国政府、国際機関などが協力して事業を推進する官民協力

（Public-Private Partnership）の形態が大きく台頭している。この変化に伴い、国際協力

の意志決定のステークホルダーの勢力図にも変化が見られつつあるが、国際協力のメジャー

ドナーとしての日本への世界からの期待は衰えておらず、むしろますますの貢献が期待され

ている。

一方で、世界的なＯＤＡの伸び、国際機関拠出金の増加に対し、我が国のＯＤＡ予算は減

少傾向にある。このような背反する状況の中で、より効果的・効率的な国際協力を実施し、

我が国の貢献とプレゼンスを維持・強化するためには、資金拠出を含めたモノ面での貢献で

はなくチエ面での貢献のための戦略を考えていくべきである。

このような背景を踏まえ、社会経済開発の基礎となる社会保障分野での国際協力をより重

点的・戦略的に推進していくためには、特に国際機関へのメジャードナーとしての視点、二

国間援助の実施主体としての視点、経済・科学技術・社会保障制度先進国としての視点に基

づいた研究を推進し、こうした研究成果に基づいて国際協力により効果的に貢献していくた

めの取組が求められている。

＜新規課題採択方針＞

社会・経済がグローバル化し、国家間の関係の緊密化、相互依存の深化が進展している。

厚生労働行政分野においても、国際的な諸要素を考慮しなければならない局面が増加してき

た。このような背景を鑑みつつ、社会保障分野における我が国の国際協力を戦略的に推進す

るため、以下の公募課題に関し、我が国がその成果を積極的に活用できる研究を優先的に採

択する。

研究費の規模：１課題当たり4,000～6,000千円程度(１年当たりの研究費)

研究期間：２年程度

新規採択予定課題数：１課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 国際会議における効果的インターベンションの在り方に関する研究

（２００３０１０１）

（留意点）

以下の点を加味した研究内容であること。

・国際会議の場で扱われる広範な議題に対して、各種歴史的経緯、各国・ＮＧＯ・産業界

の狙い等を広く情報収集・分析した上で、日本の国益を確保しつつも適切な提言を行いう

る人材育成・組織構築を行うための基礎資料とすることを目的とする。

・採択に当たっては、具体的には「国際会議の場で扱われる議題の世界的トレンドのレビュー

（特に新興感染症・たばこ・知的所有権など我が国の国益に密接に結びつく分野）」、

「国際会議におけるキープレイヤーのキャリアパス、ＯＪＴ、サポート体制についての

分析と提言」等を評価する。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

各公募課題に係る留意点のほか、研究計画書の作成に当たっては以下についても留意する

こと。



26

目標を明確にするため、研究計画書の「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」

に、当該研究の成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載す

ること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとと

もに、実際の施策等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した

資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

２．先端的基盤開発研究事業

（１）再生医療実用化研究事業(仮称)

＜事業概要＞

再生医療は、健康寿命の延伸に寄与する次世代医療技術であり、その実用化への期待は大

きい。本事業では、新たな再生医療技術の開発について、疾患への応用を見据えた研究開発

の実施、安全・品質に配慮した技術開発の推進を図ることとしている。本事業で生み出され

た成果が、より安全・有効な治療法として速やかに臨床応用されることが重要であることか

ら、臨床応用により近い段階にある研究に対して支援の重点化を図る。さらにこの分野にお

ける国際的な競争力を維持するために、優れた基礎研究シーズを持った若手研究者等の活躍

の場を確保する観点から、「若手育成型」の領域において、有望な基礎研究シーズを多数採

択し、２年間の研究成果をもって評価・選択・集中化を行うこととしている。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

①各分野（神経・運動器、肝臓・膵臓、血管・循環器あるいは皮膚・感覚器等）における

再生医療技術の早期臨床応用を目標としたエビデンス創出のための研究

②再生医療を活用する新規治療技術の実用化に関連した、細胞・組織等を用いる治療技術

の安全性・品質の確保に関する技術開発

【若手育成型】

③再生医療における革新的治療技術開発を目指した研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）

公募研究課題① ５０，０００千円程度

公募研究課題② ３０，０００千円程度

公募研究課題③ ５，０００千円程度（上限）

研究期間：公募研究課題①～② ３年

公募研究課題③ ２年（中間評価により途中で終了することがある。）

新規採択予定課題数：公募研究課題①～② 合計６課題程度

公募研究課題③ １０課題程度
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若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

①各分野（神経・運動器、肝臓・膵臓、血管・循環器あるいは皮膚・感覚器等）における

再生医療技術の早期臨床応用を目標としたエビデンス創出のための研究（４課題程度）

（２００４０１０１）

（留意点）

・研究申請者の所属する施設が細胞調製施設等を有し、基礎研究から前臨床研究、臨床

応用へと一貫した研究開発を行う研究、又はシーズを有するにもかかわらず、細胞調製

施設等を有する臨床研究機関に属さない研究者が、当該施設等を有する臨床研究機関と

の共同研究により、早期臨床応用が可能となる研究（拠点共同利用型研究）のいずれか

とする。また、研究機関のネットワークによる多施設共同研究が望ましい。

・研究成果を社会に還元するため、以下の要件のいずれかを満たすものを優先するもの

である。

ア．研究期間内において、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成１８年

厚生労働省告示４２５号）」に則り臨床研究が開始されているか、又は橋渡し研究

中であり、３年以内に開始可能となること。

イ．研究期間（３年間）を含め、５年以内の実用化又は治験の実施が見込める心・循

環器系の研究を優先して採択する。

②再生医療を活用する新規治療技術の実用化に関連した、細胞・組織等を用いる治療技術

の安全性・品質の確保に関する技術開発（２課題程度） （２００４０２０１）

（留意点）

・特に、再生医療における、感染リスクの排除、同一性の確保、免疫反応・がん化等の

抑制、あるいは品質管理に関する研究を優性して採択する。

【若手育成型】

③再生医療における革新的治療技術開発を目指した研究 （２００４０３０１）

（留意点)

・当該領域においては、複数の有望な基礎研究シーズを採択し、２年間の研究成果をも

って評価し、研究期間終了時に臨床応用に近いと評価された研究課題を、一般公募型に

つなげ、選択・集中化しながら研究規模の拡大を行うことで、より早い臨床実現を目指

すこととしている。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。

ア．「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期

待される成果と、研究分野の長期的な成果（目標）とを別々に示すこと。

イ．「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア）及びイ）
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の項目に該当する論文（全文）の写し３編を添付した研究計画書を１組として２０部提

出すること。欧文のものについては日本語要旨も添付すること。

ア）申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ）申請者が第一著者、若しくは主たる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な

理由を添付すること。

ウ．申請者は、研究代表者及び研究分担者の研究内容が、他の研究課題と重ならないよう

研究計画を作成すること。

エ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ

等のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関

する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録につい

て参照）。なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自

由）を別に添付すること。

オ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究

倫理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画

策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承

認が得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び

補償の内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び

倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

（２）創薬基盤推進研究事業

（ヒトゲノムテーラーメード研究）

＜事業概要＞

これまでヒトゲノム分野で明らかになった疾患関連遺伝子やその機能、ファーマコゲノミ

クス分野で明らかになった医薬品の反応性に関与する遺伝子、その他ゲノム関連の様々な知

見を総合的にとらえ、バイオインフォマティクス技術を駆使して、がん、認知症、生活習慣

病その他日本人に代表的な疾患について個人の遺伝子レベルにおける差異を踏まえた診断、

治療法の実用化に向けた研究を通じ、個別化医療の実現を目指す事業である。ただし、肝炎

に関する研究は除く。

また、新たにがん関連ゲノムのアトラス作成のための国際的な共同研究を支援するプロジ

ェクトを推進する。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

①ヒトゲノムテーラーメード医療の実用化に関する研究

②がん関連ゲノムのアトラス作成のための国際的な共同研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題① ３０，０００～５０，０００千円程度

公募研究課題② ２００，０００千円程度

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：公募研究課題① １４課題程度

公募研究課題② １課題
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＜公募研究課題＞

【一般公募型】

①ヒトゲノムテーラーメード医療の実用化に関する研究 （２００５０１０１）

これまで実施されてきたヒトゲノム・遺伝子治療、ファーマコゲノミクス等のゲノム

関連の知見を活用し、日本人に代表的な疾患（がん、認知症、生活習慣病等）について

遺伝子レベルの個体差を踏まえた診断技術、治療法（遺伝子診断技術、医薬品の有効性

及び安全性の向上、遺伝子治療等）の実用化を図る研究であり、創薬の標的、病態・薬

効等のサロゲート・バイオマーカー、疾患のサブタイプ・個体差の解明に係る遺伝子の

臨床的な意義に関する研究に対して重点を置き、個別化医療の実現を目指す研究を採択

する。

なお、採択に際しては、診断薬の開発等において、研究期間内での実用化又はよ

り実用化に近い成果が期待できる研究を優先する。

②がん関連ゲノムのアトラス作成のための国際的な共同研究 （２００５０２０１）

※後述の＜創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）を除く）全

体の留意点＞を確認すること。

（創薬バイオマーカー探索研究（仮称））

＜事業概要＞

本事業は、トランスクリプトーム分野及びたんぱく分野よりなる事業であり、トランスク

リプトーム分野では、旧トキシコゲノミクス研究にて構築した動物におけるトキシコゲノミ

クス・データベースの活用を促進する研究とともに、ヒトへの安全性評価の外挿性の向上や

肝・腎毒性以外のターゲットへの拡大等の研究など、創薬を効率的に実施することを可能と

する包括的なトランスクリプトーム解析の実施、たんぱく分野では、疾患関連たんぱく質を

検索し、質量分析装置を利用した配列同定研究に加え、タンパク構造解析、画像情報研究を

組合せ、創薬ターゲットに活用できるバイオマーカー・タンパク質の探索、機能解析及び臨

床研究の推進を行うものである。

なお、平成２０年度は、トランスクリプトーム分野において、一般公募型及び若手育成型

による研究の公募を実施する。

＜新規課題採択方針＞

（トランスクリプトーム分野）

【一般公募型】

① トキシコプロテオミクス、トキシコメタボロミクス、ヒトＥＳ細胞等の利用による評

価系の開発に関し、指定研究と連携して、安全性バイオマーカーの開発に資する研究

② 臨床（臨床研究を含む）における副作用の発現メカニズムに関し、指定研究と連携し

て、安全性バイオマーカーの開発に資する研究

③ 肝・腎毒性以外の一般毒性をターゲットとしたトランスクリプトーム手法を用いた安

全性予測・評価研究

【若手育成型】

④ トランスクリプトーム分野の一般公募型の研究課題において若手研究者が主体となっ

て行う先端的あるいは基盤的研究
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研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題①～③ ４０，０００千円～６０，０００千円程度

公募研究課題④ ５，０００千円程度

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：公募研究課題①～③ 合計５～７課題程度

公募研究課題④ ４～８課題程度

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

（トランスクリプトーム分野）

【一般公募型】

① トキシコプロテオミクス、トキシコメタボロミクス、ヒトＥＳ細胞等の利用による評

価系の開発に関し、指定研究と連携して、安全性バイオマーカーの開発に資する研究

（２００６０１０１）

・トキシコプロテオミクス、トキシコメタボロミクス、ヒトＥＳ細胞等の利用による

評価系の研究において、これまでに構築した動物におけるトキシコゲノミクスのデー

タベースを活用し、安全性バイオマーカーの開発に資する研究である。

② 臨床（臨床研究を含む）における副作用の発現メカニズムに関し、指定研究と連携し

て、安全性バイオマーカーの開発に資する研究 （２００６０２０１）

・ヒトとの関連性に関する臨床的な解析研究において、上記①と同様にトキシコゲノ

ミクスのデータベースを活用し、安全性バイオマーカーの開発に資する研究である。

③ 肝・腎毒性以外の一般毒性をターゲットとしたトランスクリプトーム手法を用いた安

全性予測・評価研究 （２００６０３０１）

・医薬品の安全性バイオマーカーの探索の効率化及び臨床での安全性予測評価手法の

開発に関する研究であり、当該創薬基盤推進研究で得られた成果により、更に医薬品

評価手法の科学的検討における根拠データとしても活用可能なものを目指す。

【若手育成型】

④ トランスクリプトーム分野の一般公募型の研究課題において若手研究者が主体となっ

て行う先端的あるいは基盤的研究 （２００６０４０１）

（留意点）

・公募研究課題①及び②において採択条件とされているトキシコゲノミクス・データベー

スに関する情報について不明な点等がある場合は、医政局研究開発振興課に照会すること。

※後述の＜創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）を除く）全体
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の留意点＞を確認すること。

（生体内情報伝達分子解析研究(仮称)）

＜事業概要＞

生体内糖鎖の構造・機能及びそれが関与する生体反応のメカニズムに係る研究を推進し、

その成果に基づいた画期的な医薬品を開発することによって、患者へのより効果的な医療技

術の提供に結びつけることを目的とする事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

① 糖鎖の構造・機能及びそれが関与する生体反応のメカニズム等の研究成果の臨床応用

に関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題① ３０，０００千円～４０，０００千円程度

研究期間：１～３年

新規採択予定数：１～２課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 糖鎖の構造・機能及びそれが関与する生体反応のメカニズム等の研究成果の臨床応用

に関する研究 （２００７０１０１）

・生体内糖鎖の構造・機能に係る研究成果を活用し、がん、感染症等の治療・予防に

役立つ画期的医薬品の開発を目指す研究を採択する。

※後述の＜創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）を除く）全

体の留意点＞を確認すること。

（次世代ワクチン開発研究（仮称））

＜事業概要＞

感染症のみならず、がん、認知症等に対するワクチンの開発による疾患の予防や、組織培

養や遺伝子組換たんぱく技術等のワクチン製造技術の低コスト化・効率化などにより、国民

の健康福祉を増進させることを目的とする研究を支援する事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

① ワクチン基礎生産技術の向上に関する研究

② ワクチン臨床評価に関する研究

③ ワクチンの免疫増強剤に関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題①～③ ２０，０００千円～４０，０００千円程度

研究期間：３年
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新規採択予定課題数：公募研究課題①～③ 合計３課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① ワクチン基礎生産技術の向上に関する研究 （２００８０１０１）

・組織培養や遺伝子組換たんぱく技術等のワクチン製造技術の低コスト化・効率化等が

見込まれる研究を採択する。なお、民間企業等との研究協力により実施することが望ま

しい。

② ワクチン臨床評価に関する研究 （２００８０２０１）

・従来の注射による予防接種技術に限定せず、経鼻等の新投与経路によるワクチンやＤ

ＮＡワクチン等新ワクチンの臨床評価及びその実用化を目指した研究を採択する。

なお、民間企業等との研究協力により実施することが望ましい。

③ ワクチンの免疫増強剤に関する研究 （２００８０３０１）

・ワクチンの免疫増強剤の開発及び臨床評価に関する研究のうち、より実用化が近い研

究を優先して採択する。なお、民間企業等との研究協力により実施することが望ましい。

※後述の＜創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）を除く）全

体の留意点＞を確認すること。

（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称））

＜事業概要＞

近年のゲノム研究等の進展に伴い、ヒトの細胞や遺伝子などを材料とした研究から重要な

知見が得られるようになっており、研究材料たる生物資源の整備は研究上非常に重要なもの

となっていることから、生物資源（培養細胞、ヒト組織、遺伝子、実験動物、霊長類、薬用

植物）の整備及び薬効評価に利用できるモデル動物（細胞等の評価系を含む）を作成し、厚

生労働科学研究を支える基盤を整備することを目的とする事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

① がん、心筋梗塞、脳卒中、認知症等の領域で開発が望まれる新規の疾患モデル動物

（細胞等の評価系を含む）の開発

② 自然発生病態動物の開発法・システムに関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題①～② ５，０００千円～１０，０００千円程度

研究期間：３年

新規採択予定課題数：公募研究課題①～② 合計２～６課題程度

＜公募研究課題＞

新規有用生物資源の開発に関する研究又は有用生物資源の機能解析に関する研究であって
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次に掲げるもの

【一般公募型】

① がん、心筋梗塞、脳卒中、認知症等の領域で開発が望まれる新規の疾患モデル動物

（細胞等の評価系を含む）の開発 （２００９０１０１）

・動物開発施設で実施する新規の疾患モデル動物（がん、心筋梗塞、脳卒中、認知症

等）の開発を目指す研究を採択する。

・本研究で言う「新規」とは、以下のとおり。

ア．過去に適切なモデル動物がいなかったため、薬剤開発等に向けた先駆的な研

究が十分に行い得なかった疾患を対象とするもの

イ．既存のモデル動物より、再現性や利便性並びに経済性の観点から圧倒的に秀

でているもの 等

・疾患モデル動物の開発に関しては、ニーズがあることが重要であり、創薬等のニーズ

に沿わない研究は対象としない。

・申請に際して、創薬等のニーズの有無に関して、明確に記載すること。

② 自然発生病態動物の開発法・システムに関する研究 （２００９０２０１）

・動物開発施設で実施する自然発生病態動物の開発法やシステムに関する研究を採択す

る。疾患に関しては特に限定しないが、日本人に代表的な疾患（がん、認知症、生活習

慣病等）のモデル動物開発を目指す課題を優先する。

＜生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）の留意点＞

ア．目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期

待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを

具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目

標を記載するとともに、研究対象となっている生物資源及び所属機関で行っている生物資

源の配分実績（過去３年間）、生物資源を新たに開発する場合は、実際の公的バンク等を

介した生物資源の普及に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料

を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。

イ．当該事業に採択された研究代表者は、開発・生産した生物資源の普及及び生物資源の解

析データの公開等の事業により創出される成果の活用、生物資源の使用条件等について連

絡調整等を行う運営委員会（仮称）に参加すること。

＜創薬基盤推進研究事業（生物資源・創薬モデル動物研究（仮称）を除く）全体の留意点＞

ア．目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期

待される科学的成及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具

体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標

を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロー

ドマップを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。
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イ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと。（Ⅱ応募に関す

る諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参

照）なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に

添付すること。

ウ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫

理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定

に当たっての研究倫理に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得

られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内

容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫

理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

エ．創薬バイオマーカー探索研究のトランスクリプトーム分野の研究は、指定研究と公募型

研究が連携して研究を推進することが効率的であることから、当該分野に採択された研究

代表者は、この分野の研究の推進、指定研究との連携等の連絡調整を行う研究推進委員会

（仮称）に参加すること。

（３）医療機器開発推進研究事業

（ナノメディシン研究）

＜事業概要＞

ナノスケールの超微細技術(ナノテクノロジー)を医学へ応用することにより、非侵襲・低

侵襲を目指した医療機器等の研究・開発を産学官の連携をもって推進し、患者にとってより

安全・安心な医療技術の提供の実現を目指す事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

①超微細画像技術（ナノレベル・イメージング）の医療への応用に関する研究

②低侵襲・非侵襲医療機器の開発に関する研究

③疾患の超早期診断・治療システムの開発に関する研究

【若手育成型】

④一般公募型の①～②の研究課題において若手研究者が主体となって行う先端的あるいは

基盤的研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題①～③ ３０，０００千円～５０，０００千円程度

公募研究課題④ ５，０００千円程度

研究期間：３年

新規採択予定数：

公募研究課題①～③ 合計５～１０課題程度

公募研究課題④ ５課題程度

若手育成型の応募対象
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平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

超微細技術（ナノテクノロジー）を活用した医療機器、医薬品の開発技術を産官学患間の

連携の下、医学・薬学・化学・工学の融合的研究等学際的に発展させる研究である。

また、課題採択に当たっては、研究終了時又はその数年先（３年以内）に臨床応用される

研究計画であること及び下記「＜公募研究課題＞」において例示した研究を優先して採択す

る。

なお、本事業では、一般公募型及び若手育成型による公募を実施することとするが、若手

育成型については必ずしも民間企業との連携を求めるものではない。

【一般公募型】

① 超微細画像技術（ナノレベル・イメージング）の医療への応用に関する研究

（２０１００１０１）

(例)

・疾患の病態解明や医薬品の体内動態観察のため、たんぱく質等の画像化技術を開発

・疾患の鍵となるタンパクの分子構造を明らかにし、それを基に分子標的薬剤を探索

あるいは設計する技術を開発

・分子の機能をイメージングで評価する系を確立して、分子を標的とした薬剤の評価

系に応用する技術を開発

・疾患の病態と関連する分子の活性化・変性などの機能を生体内でイメージングする

分子プローブを開発等

② 低侵襲・非侵襲医療機器の開発に関する研究 （２０１００２０１）

(例)

・ＤＤＳ、マイクロマシン、あるいは生体材料との複合技術を活用した重大疾病への

治療法の確立、診断用ＤＮＡチップの臨床応用

・能動的及び自律的な治療が可能な慢性疾患治療マイクロマシン機器の開発

・ウェアラブルセンサ、超小型機器を用いた低侵襲・非侵襲連続モニタリング等によ

る重大疾病の管理・治療機器の開発等

③ 疾患の超早期診断・治療システムの開発に関する研究 （２０１００３０１）

・抗体、リガンドの利用等により正常細胞と病的細胞の分子レベルの差違に着目して疾

患の超早期診断・治療を行うシステムの開発に関する研究

(例)

・重大疾病の超早期段階での正確かつ迅速な画像検査システムの開発を行い、画像評

価に基づいた治療指針を構築する研究

・画像診断技術とバイオマーカーを融合した重大疾患の超早期診断・治療システムの

開発に関する研究等

【若手育成型】

④ 一般公募型の①～②の研究課題において若手研究者が主体となって行う先端的あるい
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は基盤的研究 （２０１００４０１）

（留意点）

「③疾患の超早期診断・治療システムに関する研究」に関しては、既存の検診・診断

・治療・フォローアップ技術と比較して、感度・特異度に優れていること、費用対効果

に優れていること、侵襲性（放射線被曝を含む）が少ないこと、がんに関してはより微

小な段階から転移が診断できること及び位置把握精度が高いことなどの長所について具

体的数値・根拠を示して、研究計画書の「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な

点」に記載すること。

（活動領域拡張医療機器開発研究（仮称））

＜事業概要＞

近年のナノテクノロジーをはじめとした技術の進歩を基礎として、生体機能を立体的・総

合的に捉え、個別の先端的要素技術を効率的にシステム化する研究、いわゆるフィジオーム

が進展しており、我が国は当該領域において世界をリードする立場にある。これらフィジオ

ームを利用し、ニーズから見たシーズの選択・組み合わせを行い、新しい発想による機器開

発を推進する。

本事業は、上記観点から、産官学に患者の視点を組み入れた「産官学患連携」により、近

い将来到来する超高齢化社会における医療・介護負担の低減をもたらし、高齢者等の自立と

充実した生活を可能とする革新的医療機器の開発を目的としている。

＜新規課題採択方針＞

身体機能解析・補助・代替の各分野において、産学官の連携の下、画期的な医療・福祉機

器の速やかな実用化を目指すための研究。低侵襲診断・治療機器、社会復帰型治療機器、革

新的在宅医療機器の各開発分野において、これまで日本企業が主導して取り組まなかったリ

スクの高い医療機器、あるいは対象患者が少なく市場性が不透明であるが、実用化すること

により当該患者にとって高い効果が見込まれる在宅用途の医療機器開発を行う研究であり、

計画段階において患者や一般国民の意見を聴取する場を設定する等、患者ベネフィットを考

慮した研究計画であり、かつ実用性及び経済性の高い革新的医療機器の開発研究であること

が望ましい。

なお、必要な研究資金の一部が参加民間企業により補われる研究であり、参加民間企業が

担う役割（共同研究、試作品の作成・提供等）について明示してある研究を優先して採択す

る。

【一般公募型】

① 低侵襲診断・治療機器開発分野

② 社会復帰型治療機器開発分野

③ 革新的在宅医療機器開発分野

④ ブレイン－マシンインターフェース（ＢＭＩ）技術を用いた障害者自立支援機器の開

発分野

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：５０，０００千円程度

研究期間：３年（中間評価の結果如何によっては研究の継続不可となる場合がある。）

新規採択予定課題数：公募研究課題①～③ 合計８課題程度
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公募研究課題④ １課題

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 低侵襲診断・治療機器開発分野 （２０１１０１０１）

被曝量の低減化や全身を短時間で描出する撮像装置等、低侵襲の革新的診断機器を開

発する研究、低侵襲かつ患者の視点から苦痛の少ない革新的治療機器を開発する研究、

あるいは画像診断と内視鏡手術の融合など診断・治療が融合した革新的医療機器等の開

発研究

② 社会復帰型治療機器開発分野 （２０１１０２０１）

高齢者や障害者（介護者を含む）の動作をより少ない力で可能とする機器及び盲導犬

の代替ロボット等感覚器を補助する機器など動作、感覚等の身体機能を体外から補助す

る機器であって、高齢者や障害者の社会における活動領域の拡張を補助する革新的医療

機器を開発する研究

③ 革新的在宅医療機器開発分野 （２０１１０３０１）

長期入院あるいは頻回な通院を必要とする疾患を対象とし、患者が在宅で使用して簡

便かつ安全に取り扱い得る等、患者ベネフィット、実用性及び経済性の観点からも在宅

医療を充実させる小型・高性能在宅医療機器を開発する研究。ＩＴを活用した革新的在

宅医療機器の開発を含む。

④ ブレイン－マシンインターフェース（ＢＭＩ）技術を用いた障害者自立支援機器の開

発分野 （２０１１０４０１）

脳からの意志に関する信号を、侵襲性が低くかつ確実な方法を確立し、この脳からの

信号を用いて、身体を動かさなくても利用可能なコミュニケーション機器、日用機器、

移動機器といった障害者の自立支援機器の開発を行う研究。課題の採択に際しては、達

成目標と早期の実用化の可能性を評価する。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の作成に当たり、以下の点に留意すること。

① 当該研究において、必要な研究資金の一部が参加民間企業により補われる研究に関し

ては、研究計画書の「８．研究の概要」に参加民間企業が担う役割（共同研究、試作品

の作成・提供等）に関して記載するとともに、具体的な寄与について明示すること。

② 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期

待される成果と、研究分野の長期的な成果（目標）とを別々に示すこと。

③ 「１３．申請者の研究歴等」については、より詳細に把握するため、以下のア及びイ

の項目に該当する論文（全文）の写し３編を添付した研究計画書を１組として２０部提

出すること。欧文のものについては日本語要旨も添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主たる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な

理由を添付すること。

④ 申請者は、研究代表者及び研究分担者の研究内容が、他の研究課題と重ならないよう

研究計画を作成すること。
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（医工連携研究推進基盤研究事業（仮称））

＜事業概要＞

我が国の優れた研究開発力をもとに、革新的医療機器の国際的開発、提供体制へ我が国が

参加していくとともに、日本で開発される革新的医療機器産業を日本の成長牽引役へと導き、

世界最高水準の医療機器を国民に迅速に提供することが求められている。

そのためには、医療機器開発に係る環境の整備が不可欠であり、関連する人材の育成・確

保として医学、薬学、理工学等の総合的な知識・技術を持つ者を育成するとともに、医療機

器の性能が十分に発揮されるよう、研究開発と平行して使用方法の円滑な普及に資するシミ

ュレーターなどのトレーニングツールの開発、臨床医への教育を推進することが希求されて

いる。

本事業は、上記目標を達成するための研究事業であり、我が国で行われる医工連携研究の

質の向上を目的として、医療機関において行われる医療機関・教育機関等の医工連携研究を

支える基盤の整備を、革新的医療機器開発の場を提供する観点及び人材育成の観点から効率

的に行う研究である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

医工連携研究の推進に向けた医療機器開発及び人材育成の場の提供並びに教育プログラム

開発等基盤構築に関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

５０，０００千円～１００，０００千円程度

研究期間：３年

新規採択予定課題数：２～３課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

医工連携研究の推進に向けた医療機器開発及び人材育成の場の提供並びに教育プログラム

開発等基盤構築に関する研究 （２０１２０１０１）

我が国で行われる医工連携研究の質を向上させるために、医療機関・教育機関等の医工連

携研究を支える基盤の整備を主に人材育成の観点から効率的に行う研究を採択する。

なお、採択に際しては、産学連携及び医師の技能研修に係る各機関の実績、育成・実地

トレーニング、臨床医の技能研修・トレーニングに向けたツールの開発、臨床医への教育プ

ログラムの策定に係る研究計画の具体性、研究成果の長期的活用内容及び各医療機関におけ

る医療機器開発に係る臨床研究・治験の実績を考慮するものである。

（留意点）

（ア）計画の記載に当たっては、人材育成に際して育成すべき医師・工学者等の人数、配

置等について具体的に示し、研究終了後の人材配置も含めること（様式任意）。

（イ）本研究は基盤整備のための研究であり、研究終了後の研究成果の活用等を確実なも

のとするため、研究計画書の提出に際しては各医療機関の長の承諾を得ること。

（ウ）各申請機関および研究者等における医療機器開発に係る臨床研究・治験の実績を添

付すること（様式任意）。

（エ）医工連携に経験を有する工学系研究者が研究に参画していることが望ましい。
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＜医療機器開発推進研究事業全体の留意点＞

ア．目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期

待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを

具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目

標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロ

ードマップを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。

イ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する

諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添

付すること。

ウ．倫理的妥当性を確保する観点

・研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等（Ⅱ応募に関

する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当たっての研究倫理

に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られている（又はその

見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び提供される補償の内容について

患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

・モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥

当性を確保する体制について添付し提出すること。

３．臨床応用基盤研究事業

（１）医療技術実用化総合研究事業

（基礎研究成果の臨床応用推進研究）

＜事業概要＞

我が国で生み出された基礎研究の成果を臨床現場に迅速かつ効率的に応用していくために

必要な技術開発、探索的な臨床研究等を推進することを目的とする事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

① 基礎研究の成果を臨床現場に適切に応用する臨床研究であって、臨床薬理試験や用量

探索試験に関する研究（がん及び再生医療研究に基づくものを除く）

② 基礎研究の成果を臨床現場に適切に応用する臨床応用であって、安全性及び効果検討

試験に関する研究（がん及び再生医療研究に基づくものを除く）

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題① ３０，０００千円～８０，０００千円程度

公募研究課題② １０，０００千円～３０，０００千円程度

研究期間：公募研究課題① ３年
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公募研究課題② 原則１年

新規採択予定数：公募研究課題① ３課題程度

公募研究課題② ２～６課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 基礎研究の成果を臨床現場に適切に応用する臨床研究であって、臨床薬理試験や用量

探索試験に関する研究（がん及び再生医療研究に基づくものを除く）

（２０１３０１０１）

・研究代表者又は研究分担者が確立した研究成果を活用して、画期的かつ優れた治療法

を開発するための薬物又は医療技術に関する研究であって、臨床薬理試験や用量探索試

験を行う研究。

② 基礎研究の成果を臨床現場に適切に応用する臨床応用であって、安全性及び効果検討

試験に関する研究（がん及び再生医療研究に基づくものを除く）

（２０１３０２０１）

・研究代表者又は研究分担者が確立した研究成果を活用した探索的臨床研究をすでに行

っており、当該臨床研究の成果を企業等との協力により確実な臨床応用につなげる臨床

研究を行う研究。

＜基礎研究成果の臨床応用推進研究の留意点＞

企業等との協力体制など、確実な臨床応用へつなげる道筋を明確に示すこと。また、採択

後も研究の進捗状況等を精査し、研究事業の趣旨に照らし、継続の可否を決定する。

（臨床研究・予防・治療技術開発研究（仮称））

＜事業概要＞

医薬品や医療機器を用いた治療法等の医療技術について臨床において適切に実施されるよ

うエビデンスを確立する研究を推進することを目的とする事業である。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

適応外や高度に先進的な使用に係る臨床エビデンスの収集、重大疾患分野における診療

現場のエビデンスの創出、統合医療分野における科学的評価方法の開発といった臨床研究

を推進するために、①臨床研究のプロトコール作成研究、②①に基づいて実施する臨床研

究、③適応外使用を含む技術に関する臨床研究、④重大疾患に関する臨床（疫学）研究及

び⑤統合医療分野の評価技術の開発に関する研究を採択する。

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：

公募研究課題① １０，０００千円程度

公募研究課題②～④ ４０，０００千円～６０，０００千円程度

公募研究課題⑤ ５，０００千円～１０，０００千円程度

研究期間：公募研究課題① 原則１年

公募研究課題②～④ ３年
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公募研究課題⑤ ３年

新規採択予定課題数：公募研究課題① ６課題程度

公募研究課題②～④ ３課題程度

公募研究課題⑤ ３課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 医薬品や医療機器のうち、諸外国では標準的な治療法として用いられていながら我が

国で実用化されていない治療法等のエビデンスの確立に係る臨床研究の計画に関する研究

（２０１４０１０１）

② 医薬品や医療機器のうち、諸外国では標準的な治療法として用いられていながら我が

国で実用化されていない治療法等のエビデンスの確立に係る臨床研究を実施する研究

（２０１４０２０１）

③ 医薬品や医療機器のうち、適応外使用を含む技術の治療効果の臨床的エビデンス創出

に関する研究 （２０１４０３０１）

④ 重大疾病分野における治療効果の臨床的エビデンスの創出に関する研究

（２０１４０４０１）

⑤ 統合医療分野における臨床試験によるエビデンスの創出に関する研究

（２０１４０５０１）

＜臨床研究・予防・治療技術開発研究（仮称）の留意点＞

・①の研究終了後に確実に②に移行して臨床研究を実施する体制を確保するものであること。

・①の研究終了後、確実に②へ申請を行うこと。なお、②の採択審査は他の一般申請者と同

じ条件下で実施する。（①に採択されていたことが、②への応募条件ではない。）

・②については、研究期間内に、目的とした効能・効果又は用法・用量等に係るエビデンス

の確立を目指すものであること。

・①～④の計画及び実施に当たっては、次の条件を満たすものであること。

１）安全性を確保する観点

・実施医療機関が（財）医療機能評価機構の認定を受けている(又は見込みである）こと。

・被験者に対して、責任と補償の内容について予め説明し同意を得ること。

２）有効性を確保する観点

・研究計画の作成・プロトコールの作成に当たっては、予め諸外国における当該効能等

の安全性・有効性等に係るエビデンスが十分にあることを確認の上、プロトコールを作

成すること。

（臨床疫学基盤整備研究(仮称)）

＜事業概要＞

患者背景データ等の臨床疫学の基礎となる分野別の疾患の診療・処方実態情報などの診療

コホートのデータベース構築を行う研究事業である。
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＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

医薬品等の開発に当たって有用な情報となる、患者背景や処方・診療実態に関するデータ

ベース等の臨床疫学の基礎となる分野別のコホートのデータベースを臨床機関と協力して構

築するための研究を採択する。

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）：３，０００千円～５０，０００千円程度

研究期間：３年

新規採択予定課題数：２課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

疾患別患者背景及び処方・診療実態データベースの構築に関する研究

（２０１５０１０１）

（臨床研究支援複合体研究（仮称））

＜事業概要＞

臨床研究の推進のため、臨床研究ネットワークのハブ機能を果たす医療機関の人材育成を

行う研究を推進する事業である。

なお、本事業では一般公募型により研究の公募を実施するが、臨床研究基盤整備推進研究

事業（臨床研究実施基盤整備研究）を実施している研究機関、医政局研究開発振興課の治験

活性化拠点事業又は文部科学省の橋渡し研究支援推進プログラムを受託している医療機関が

応募できるものとする。

＜新規課題採択方針＞

【一般公募型】

臨床研究ネットワークのハブ機能を果たす医療機関の人材育成に関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たりの研究費）： ５０，０００千円程度

研究期間：３年

新規採択予定課題数：２課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

臨床研究ネットワークのハブ機能を果たす医療機関の人材育成に関する研究

（２０１６０１０１）

・臨床研究の推進のため、ネットワークのハブ機能を果たす医療機関の人材育成を計画

的に行うものであり、事業終了後も引き続き人材育成を行うことを必須条件とし、採択

する。

＜医療技術実用化総合研究事業全体の留意点＞

ア．目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期
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待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを

具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目

標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロ

ードマップを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。

イ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する

諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添

付すること。

ウ．倫理的妥当性を確保する観点

・研究計画において、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等（Ⅱ応募に関す

る諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当たっての研究倫理に

関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られている（又はその見

込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び提供される補償の内容について患

者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

・モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当

性を確保する体制について添付し提出すること。

４．障害関連研究事業／長寿科学総合研究事業

（１）障害保健福祉総合研究事業

＜事業概要＞

障害保健福祉施策においては、障害者がその障害種別に関わらず、地域で自立して生活で

きることを目的に、障害者自立支援法による新しい障害保健福祉制度の枠組みを構築しよう

としている。そのため、地域生活支援を理念として、身体障害､知的障害､精神障害及び障害

全般に関する予防､治療､リハビリテーション等の適切なサービス、障害の正しい理解と社会

参加の促進方策、地域において居宅･施設サービス等をきめ細かく提供できる体制づくり等､

障害者の総合的な保健福祉施策に関する研究開発を推進する。

＜新規課題採択方針＞

障害全般について、治療からリハビリテーションに至る適切なサービス、社会参加の推進、

地域における生活を支援する体制等に関する研究を実施する。

研究費の規模：１課題当たり3,000～20,000千円程度(１年当たりの研究費)

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１０課題程度、「若手育成型」については数課題程度

※各課題につき原則として一つ又は複数の研究を採択するが、応募状況等によっては採択

を行わないことがある。
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若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 障害保健福祉施策推進のための基盤的政策研究 （２０１７０１０１）

（留意点）

障害者自立支援法を踏まえた総合的な障害保健福祉施策を推進するための強固な基盤

・根拠となる障害者保健福祉政策研究であること。

② 精神障害者の退院促進と地域生活のための多職種によるサービスの在り方とその効果に

関する研究 （２０１７０２０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、精神障害者の退院促進とその後の地域生活を支えるための医

療的サービスと福祉サービスやその他の社会資源、特に訪問看護の効果や精神保健福祉

士の役割について、客観的データに基づき具体的な在り方を提言する研究を評価する。

③ 精神障害者又は発達障害者に関する普及啓発に関する研究 （２０１７０３０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、精神障害者又は発達障害者の地域生活への理解の促進や、個

人が適切に保健医療サービス等にアクセスできることを目的として、訴求対象者や各障

害の特徴等に配慮した具体的方法を提言できる研究を評価する。

④ 障害福祉サービスにおける障害特性に応じたケアの必要度の評価尺度の在り方に関する

研究 （２０１７０４０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、障害者に必要なケアが障害特性に応じて適切に提供されるこ

とを目的として、ケアの必要度の評価尺度やケアマネジメントのためのツールについて

具体的に提言する研究を評価する。

⑤ 青年期・成人期の発達障害者に対する効果的な支援方策に関する研究

（２０１７０５０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、青年期・成人期以降の発達障害者の相談における必要な視点、

技法、資源調整等について、支援現場の担当者が標準的に取り組むための指針を提言す

る研究を評価する。

⑥ 在宅重度障害者に対する効果的な支援の在り方に関する研究 （２０１７０６０１）

（留意点）

在宅重度障害者について、本人の健康状態の安定を確保しつつ、家族の負担を軽減し、

安定的に実施可能な支援の確立に資するためのシステムに関する研究。課題の採択に際

しては、実証的で早期に現場に還元できる研究を評価する。
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⑦ 障害のある子どもの発達を促進する要因・手法の有効性に関する研究

（２０１７０７０１）

（留意点）

障害のある子どもの言語能力、知的能力、身体的能力、社会的技能などの発達、これら

を促進する要因（環境やサービスの利用状況など）や手法（幼児療育など）の関係を定量

的に評価し、これにより障害のある子どもの育ちを支援する方法を確立する研究。定量的

な評価を行う研究に限る。

⑧ 身体障害（感覚器障害を除く）を有する者の活動領域の拡張や就労・日常生活の自立支

援に係る福祉機器の開発研究 （２０１７０８０１）

（留意点）

身体障害（感覚器障害を除く）を有する身体障害者について、活動領域の拡張や就労

・日常生活を支援する福祉機器の開発ないし有効性実証研究。課題の採択に際しては、

達成目標と早期の実用化の可能性を評価する。

【若手育成型】

障害保健福祉総合に関する研究を推進するに当たっては、新たな若手研究者の参入による

常に新しい技術を取り入れた研究体制が望まれる。

そこで、上記①～⑧の研究について若手育成型の研究枠を設けることにより新たな若手研

究者の参入を促進し、新しい技術によって、より幅広い観点から研究が可能となる体制を整

備する。特に、臨床的な研究で障害保健福祉分野への貢献が大きい研究を採択する。

（２０１７０９０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、上記①から⑧の公募研究課題において、研究計画書の「１０．

期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらさ

れる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「１１．研究計画

・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の施策等への応用に

至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式任

意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。

（２）感覚器障害研究事業

＜事業概要＞

視覚､聴覚・平衡覚等の感覚器機能の障害は、その障害を有する者の生活の質(QOL)を著し

く損なうが､障害の原因や種類によっては､その軽減や重症化の防止、機能の補助･代替等が可

能である。そのため、これらの障害の原因となる疾患の発症予防､早期診断及び治療､重症化

防止､リハビリテーション及び機器等による支援等､感覚器障害対策の推進に資する研究開発

を推進し、研究成果を障害者に還元する。

＜新規課題採択方針＞
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視覚、聴覚・平衡覚等の感覚器障害における研究開発を進めることにより、感覚器障害の

軽減や重症化の防止、障害の予後判定、機能の補助・代替等に関する成果を得ることを目的

とする。ただし、感覚器障害研究において現在実施中の課題と重複する課題は原則として採

択しない。

研究費の規模:１課題当たり10,000～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：３課題程度（若手育成型含む）

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 感覚器障害を有する者の活動領域の拡張や就労・日常生活の自立支援に係る福祉機器の開

発研究 （２０１８０１０１）

（留意点）

感覚器障害を有する障害者の就労・日常生活を支援する福祉機器の開発ないし有効性実

証の研究。課題の採択に際しては、達成目標と早期の実用化の可能性を評価する。

② 感覚器障害の原因疾患に着目した発症予防・早期発見及び治療法に関する研究

（２０１８０２０１）

（留意点）

緑内障や糖尿病眼症、先天性聴覚障害等の感覚器障害を起こし頻度の高い疾患に関して、

予防・早期発見および治療法の開発等に資する臨床的研究。課題の採択に際しては、臨床

応用の有用性と有用性を前提とした医療経済上の利点を考慮する。また、研究計画の具体

性や実施可能性を評価する。

③ 感覚器障害を有する者のリハビリテーション及び自立支援に関する研究

（２０１８０３０１）

（留意点）

感覚器障害を有する者の自立と社会参加を促進するための効果的なリハビリテーション

及び自立支援手法の開発を行い、その有効性について定量的な検証を行う研究であること。

【若手育成型】

感覚器障害研究に関する研究を推進するに当たっては、新たな若手研究者の参入による常

に新しい技術を取りいれた研究体制が望まれる。

そこで、上記①～③の課題について、若手育成型の研究枠により新たな若手研究者の参入

を促進し、新しい技術によって、より幅広い観点から研究が可能となる体制を整備する。特

に、臨床的な研究で感覚器障害研究分野への貢献が大きい研究を採択する。



47

（２０１８０４０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、上記①から③の公募研究課題および若手育成型において、研究計

画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果に

よりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「１１．

研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への

応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様

式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られ

ている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等に

ついて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理

的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

（３）長寿科学総合研究事業

＜事業概要＞

超高齢社会を迎えた今、社会全体で高齢者を支え、国民が安心して生涯を過ごすことが

できる社会へと転換することは喫緊の課題である。本研究事業においては、高齢者の介護

予防や健康保持等に向けた取組を一層推進するため、高齢者に特徴的な疾病・病態等に着

目し、それらの予防、早期診断及び治療技術等の確立に向けた研究を推進する。

平成２０年度においては、新健康フロンティア戦略に基づく施策を一層推進するため、

特に認知症総合研究分野及び運動器疾患総合研究分野を中心に一般公募を行うこととする。

高齢者が安心・安全な生活を送ることを目的として、以下の分野についての行政施策に直

結する研究であり、かつ研究成果が比較的速やかに得られ、原則として５年以内に介護予

防対策等の行政施策に実用化され得る研究課題を優先的に採択する。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、(a)当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する

諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

また、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。(b)妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理指針等(Ⅱ応募に関する諸条件

等（４）応募に当たっての留意事項 エ．研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意
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点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られている（又はその見込みであ

る）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等について患者又は家族に説明し

文書により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含め

た研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

研究計画書を作成する際の留意点としては、目標を明確にするため、研究計画書の

「１０．期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりも

たらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「１１．研究

計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用

に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式任

意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。また事前評価点が低い場合、採択を行わない分野もあり得ることに留

意すること。

【一般公募型】

①老年病等長寿科学技術分野及び②介護予防・高齢者保健福祉分野

＜新規課題採択方針＞

①老年病等長寿科学技術分野

高齢者の介護予防及び健康保持等に向けた取組を推進するため、高齢者に特有の疾病・

病態等を考慮した取組の在り方に関する研究を行う。

②介護予防・高齢者保健福祉分野

高齢者の介護予防等に向けた取組を推進するため、特に要介護の原因となる疾患等に着

目した上で、それら疾患等に対する取組の在り方に関する研究を行う。

研究の規模：１課題当たり10,000千円～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

※ただし、より短期間に成果が得られる研究課題を優先的に採択する。

新規採択予定課題数：３課題程度

＜公募研究課題＞

（ア）高齢者に対する適切な薬剤投与に関する調査研究 （２０１９０１０１）

（留意点）

・「薬物動態の加齢変化」及び「多剤服用」という高齢者の特徴に着目した上で、高齢

者に対する最適な薬物療法の在り方に関する研究を採択する。

・特に、高齢者に処方される頻度が高い薬剤に着目し、かつ速やかに行政施策における

活用が期待できる調査研究を優先的に採択する。

（イ）パーキンソン病患者に対する介護予防に関する調査研究 （２０１９０２０１）



49

（留意点）

・要介護又は要支援者のうち、パーキンソン病が原因である者が相当な割合（要介護

１の場合８．１％（平成１３年度厚生労働省「国民生活基礎調査」より））を占める

ことから、すでにパーキンソン病を発症した者の要介護・要支援への移行を予防又は

軽減させることに資する研究を採択する。

・病態の解明等を目的とした基礎的な研究は対象としない。

（ウ）摂食・嚥下障害の機能改善のための補助具に関する総合的な研究

（２０１９０３０１）

（留意点）

・摂食・嚥下障害の機能改善を目的とした義歯型の補助具が、舌・頬・口唇の動きの

補助、安定した咬合位の確保等のために使用されており、介護予防への活用が期待さ

れている。この義歯型の補助具の使用状況等の実態把握、有効性の評価、使用に関す

る基準の作成等に関する研究を採択する。

③認知症総合研究分野

＜新規課題採択方針＞

平成１９年４月１８日に内閣官房長官主宰の「新健康フロンティア戦略賢人会議」でと

りまとめられた新健康フロンティア戦略において掲げられた九つの健康対策の一つとして

「こころの健康づくり」が掲げられ、認知症の原因として最も多いと言われるアルツハイ

マー病を中心に研究面での充実・強化が必要であるとの提言がされたことを受け、予防、

早期診断、治療、ケアにおける課題の解決に向けた具体的な施策の確立に資する研究を推

進する。

また、認知症は要介護状態になる原因としても頻度が高く、介護予防の観点からも早急

な取組が求められている。新健康フロンティア戦略に先立ち、平成１６年にとりまとめら

れた「健康フロンティア戦略」（平成１６年５月１９日与党幹事長・政調会長会議）は、

平成１７年から平成２６年までの１０年間に、介護予防を推進し、高齢者に占める要介護

者の割合を現在の７人に１人から１０人に１人へと減らすことを目標に掲げている（自然

体では６人に１人に増加）。この健康フロンティア戦略に掲げられた目標に向け、政府は

平成１８年の介護保険制度改革による介護予防事業の導入等、介護予防に関する取組の強

化を行ってきたが、これまでの取組では要介護者を高齢者の８人に１人にまで減少させる

ことができると推定されるものの、「１０人に１人」なる目標を達成するためには、介護

予防に関する更なる取組が必要。

その柱の一つになるのが、要介護状態になる原因として頻度が高い認知症対策である。そ

のため、今後、介護予防の推進に向け認知症対策をこれまで以上に強化する必要があり、必

要な調査研究を速やかに実施するとともに、その成果を早期に社会に還元することが求めら

れている。

予防については、地域住民を対象とした疫学研究を実施することにより、５年後までに

アルツハイマー病等の危険因子、防御因子に関するエビデンスを確立し、その成果に基づ

き１０年後までに具体的な予防（発症遅延）の方法が開発され、広く普及することを目指す。

早期診断については、新たな画像診断技術等の開発に向けた研究を行うことにより、ア

ルツハイマー病に関して、５年後までに超早期診断法が確立し、発症前に将来的にアルツ

ハイマー病になるリスクが予測できるようになることを目指す。

治療については、アルツハイマー病の根本的治療薬の開発に向けた研究を行うことによ

り、５年後までに治験の段階へ進み、１０年後までに実用化し、発症しても重症化が防止
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できるようになることを目指す。

ケアについては、現在、すでに認知症を発症し要介護状態となっている国民も著しく多

いことも踏まえ、認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）への対応の在り方に向けた研

究を行うことにより、５年後までに、医療と介護の連携のもと、認知症の精神症状・行動

障害（周辺症状）への対応方法が確立し、１０年後までに普及することを目指す。

研究成果の社会還元加速に向け、より多くの成果を得るためには総合的かつ有機的な調

査研究を進めていくことが必要であり、そのためには主任研究者を中心として一定程度大

規模な調査研究群として進められるものを優先的に採択する。

研究の規模：１課題当たり

（ア）50,000千円～100,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（イ）20,000千円～ 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（ウ）10,000千円～ 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（エ）10,000千円～ 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

研究期間：（ア） １～５年、（イ）～（エ） １～３年

※ただし、より短期間に成果が得られる研究課題を優先的に採択する。

新規採択予定課題数：（ア）、（ウ）については各１課題程度

（イ）、（エ）については各２課題程度

＜公募研究課題＞

（ア）アルツハイマー病の危険因子、防御因子の解明に関する疫学研究

（２０１９０４０１）

（留意点）

・地域住民を対象にアルツハイマー病と生活習慣の関係を分析し、介入可能な因子を

抽出することを目的とした前向き研究及び先行研究により示唆される因子を対象に介

入を行う前向き研究を優先的に採択する。

（イ）アルツハイマー病の超早期（発症前）診断法の確立に関する研究

１）アミロイドイメージングを用いたアルツハイマー病発症リスク予測に関する研究

（２０１９０５０１）

（留意点）

・研究対象者を長期間フォローできる体制が整備されており、将来的に、要介護状態

への移行についても把握できることができる研究を優先的に採択する。

・省内の進行中の他事業（ナノメディシン）と連携を図りつつ、臨床応用のためのエビ

デンスを提示できるサンプル数を用いた研究を優先的に採択する。

２）血液、尿等、生体への侵襲が少ないバイオマーカーを用いた診断方法に関する研究

（２０１９０６０１）

（留意点）

・研究対象者を長期間フォローできる体制が整備されており、将来的に、要介護状態

への移行についても把握できることができる研究を優先的に採択する。
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（ウ）アルツハイマー病の根本的治療薬開発に関する研究 （２０１９０７０１）

（留意点）

・これまでにある程度の基礎的研究を終えており、研究計画期間内に人への臨床研究の

実施が可能なものを優先的に採択する。

（エ）認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）への対処方法に関する研究

１）認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）に対する医療対応に関する研究

（２０１９０８０１）

（留意点）

・認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）に対する薬物療法を確立することを目的

とし、速やかな実現化が期待できるものを優先的に採択する。

・認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）への対応であっても、医療提供体制に関

する研究は対象としない。

２）認知症の精神症状・行動障害（周辺症状）に対する非薬物療法に関する研究

（２０１９０９０１）

（留意点）

・非薬物療法には、生活支援機器を用いた療法等も含めるものとする。

・速やかな実用化が期待できるものを優先的に採択する。

④運動器疾患総合研究分野

＜新規課題採択方針＞

平成１９年４月１８日に内閣官房長官主宰の「新健康フロンティア戦略賢人会議」でと

りまとめられた新健康フロンティア戦略において掲げられた九つの健康対策の一つとして

「介護予防対策の一層の推進」が掲げられ、その具体的な取組として「運動器疾患対策の

推進、骨・関節・脊椎の痛みによる身体活動の低下、閉じこもりの防止」が挙げられている。

また、新健康フロンティア戦略に先立ち、平成１６年にとりまとめられた「健康フロン

ティア戦略」（平成１６年５月１９日与党幹事長・政調会長会議）は、平成１７年から平

成２６年までの１０年間に、介護予防を推進し、高齢者に占める要介護者の割合を現在の

７人に１人から１０人に１人へと減らすことを目標に掲げている（自然体では６人に１人

に増加）。この健康フロンティア戦略に掲げられた目標に向け、政府は平成１８年の介護

保険制度改革による介護予防事業の導入等、介護予防に関する取組の強化を行ってきたが、

これまでの取組では要介護者を高齢者の８人に１人にまで減少させることができると推定

されるものの、「１０人に１人」なる目標を達成するためには、介護予防に関する更なる

取組が必要。その柱の一つになるのが、要介護状態になる原因として頻度が高い運動器疾

患対策である。

そのため、今後、介護予防の推進に向け運動器疾患対策をこれまで以上に強化する必要

があり、必要な調査研究を速やかに実施するとともに、その成果を早期に社会に還元する

ことが求められている。

こうした考え方をもとに、今年度は以下の要件１及び要件２の両方を満たす研究課題に

ついて公募を行うこととする。

要件１・・・比較的短期間（５年以内）に効果が見込まれる調査研究であること

要件２・・・介護予防に資する研究内容であり、かつ実際に要介護高齢者を減らすこと

のできる一定の根拠が示せるような調査研究であること
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研究成果の社会還元加速に向け、より多くの成果を得るためには総合的かつ有機的な調

査研究を進めていくことが必要であり、そのためには主任研究者を中心として一定程度大

規模な調査研究群として進められるものを優先的に採択する。

研究の規模：１課題当たり

（ア）70,000千円～120,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（イ）20,000千円～ 60,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（ウ）10,000千円～ 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（エ）20,000千円～ 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

研究期間：（ア） １～５年

（イ）～（エ） １～３年

（ただし、より短期間に成果が得られる研究課題を優先的に採択する。）

新規採択予定課題数：（ア）～（ウ） 各１課題程度

（エ）については ３課題程度

＜公募研究課題＞

（ア）地域代表性を有する集団を対象とした大規模疫学研究 （２０１９１００１）

（留意点）

・骨折（転倒を含む）、腰痛及び膝痛の各運動器疾患全てを含んだ大規模疫学研究を

優先的に採択する。

・以下のａ～ｃの全てを含むものを優先的に採択する。

ａ 運動器疾患のリスクファクター同定（介入研究を含む）に関する研究

ｂ 運動器疾患と生活機能低下や要介護度との関係の検証に関する研究

ｃ 運動器疾患とビタミンＤ等の栄養素との関係の検証に関する研究

・前向き研究を優先的に採択する。

（イ）運動器機能不全の早期発見、診断ツールの開発 （２０１９１１０１）

（留意点）

・科学的根拠に基づき、運動器機能不全（腰・下肢等）を早期発見・診断することの

できる、標準的かつ簡易なツールの開発を目的とし、速やかな実用化が期待できるも

のを優先的に採択する。

（ウ）骨粗鬆症・骨強度診断法の確立 （２０１９１２０１）

（留意点）

・骨強度の測定につき、標準的な方法を確立することを目的とし、速やかな実用化が

期待できるものを優先的に採択する。

（エ）膝痛の診断・治療に関する調査研究 （２０１９１３０１）

（留意点）

・以下のａ～ｃの項目を採択対象課題とする。これらのうち複数の課題を同一の研究

代表者が申請することも妨げない。速やかに実用化が期待できるものを優先的に採択
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する。

ａ 高精度画像診断技術の確立に関する研究

ｂ 動作解析機器を用いた歩行障害・ＡＤＬ障害の解明に関する研究

ｃ 関節マーカーを用いた早期診断と予後予測の確立に関する研究

【若手育成型】

＜新規課題採択方針＞

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

研究の規模：１課題当たり5,000千円程度

研究期間：１～３年

（ただし、より短期間に成果が得られる研究課題を優先的に採択する。）

新規採択予定課題数：若干数

＜公募研究課題＞

（留意点）

・以下の（ア）～（エ）を公募することとするが（ア）、（イ）を優先的に採択する。

（ア）認知症対策に資する研究 （２０１９１４０１）

（イ）運動器疾患対策に資する研究 （２０１９１５０１）

（ウ）老年病等対策に資する研究 （２０１９１６０１）

（エ）介護予防・高齢者福祉に資する研究 （２０１９１７０１）

５．子ども家庭総合研究事業

（１）子ども家庭総合研究事業

＜事業概要＞

「子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる社会」

の実現のために、次世代を担う子どもの健全育成と、生涯を通じた女性の健康の支援に資す

る研究について募集を行う。

＜新規課題採択方針＞

晩婚化、少子化や不妊治療の普及など、近年の社会環境を踏まえ、当面、厚生労働行政に

おいて迅速に解決しなければならない諸課題（重症新生児に対する療養・療育環境の整備、

不妊症・不育症・周産期障害の克服、子どもの難治性疾患の克服等）の解決のための新たな

行政施策の企画と推進のために応用が可能な研究を採択する。基礎研究から臨床研究及び臨
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床応用への橋渡しを行う研究や、大規模な社会医学的研究について公募を行う。

なお、より短期間で成果を得られる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：１課題当たり10,000～50,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１１課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 重症新生児に対する療養・療育環境の拡充に関する研究 （２０２００１０１）

（留意点）

周産期医療の体制構築の一環として、周産期医療施設（ＮＩＣＵ）を退院した重症新生

児が生活の場で療養・療育できるよう支援する機能を拡充することが課題となっているこ

とから、人工呼吸器の管理等を要する重症児等に対する適切な施設及び在宅での療養・療

育を推進するに当たっての課題について検証した上で、地域における医療、保健、福祉サ

ービスの連携のもとに、重症児等の療養・療育環境の充実に向けた研究を行う。レスパイ

ト機能や訪問看護を体系的に組み込んだ地域レベルの支援モデルの構築を重視するととも

に、家族に対する精神的サポート等の支援の在り方についても検討することとする。

② 不育症治療に関する再評価と新たなる治療法の開発に関する研究

（２０２００２０１）

（留意点）

いわゆる不育症と言われる流産・早死産を繰り返す患者集団の流産・早死産の原因を究

明し、ＥＢＭに基づいた標準的治療法を開発するとともに、現在行われている治療法の再

評価を行う。

また、流産・早死産を経験した妊婦及びその家族へのメンタルケアの在り方についての

検討もあわせて行う研究を優先する。

③ わが国における新しい妊婦健診体制構築のための基礎的・臨床的研究

（２０２００３０１）

（留意点）

主要な妊産婦死亡原因である妊娠高血圧症候群や胎盤早期剥離などの妊娠合併症につい

て、簡便で感度の高い早期診断システムの開発を含め、妊婦健診システムの充実に向けた

研究を行う。

④ 成育疾患のデータベース構築・分析とその情報提供に関する研究

（２０２００４０１）

（留意点）

小児慢性特定疾患治療研究事業対象疾患、新生児マススクリーニング対象疾患をはじめ

とする様々な子どもの病気に関する臨床疫学情報などの包括的データベースを整備した上

で、他分野のデータベースと統合して分析することにより、限られた医療資源を効率的に

投入した適切な小児保健医療を推進するための政策決定に資する情報を得るとともに、関

連分野の専門家がデータベースを活用して臨床研究の向上を図るための基盤を整備し、さ

らには、国民（患者・家族）が子どもの病気に関する適切な理解を得るための情報提供を
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行うことを目的とする。

⑤ 成育疾患における診断技術、治療法開発を目的としたポストゲノムプラットフォームの

構築と応用 （２０２００５０１）

（留意点）

小児難治性疾患や先天性疾患の診断および治療法開発のため、ゲノムの機能情報をシス

テマティックに解析するシステムを構築し、心疾患、脳神経疾患、内分泌疾患など異なる

分野に応用できるプラットフォームを構築することで、多様な成育疾患の専門分野に応用

し、新たな診断技術、治療法開発を目的とした研究の効率化、高度化を図ることを目的と

する。

⑥ 子どもの心の診療に関する診療体制確保、専門的人材育成に関する研究

（２０２００６０１）

（留意点）

「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会報告書を踏まえ、既に専門的な子どもの

心の診療を行っている小児科及び精神神経科の専門施設のネットワークを構築した上で、

今後、専門施設の全国的な整備を進めるための課題や福祉・司法・警察との連携の在り方

について研究するとともに、子どもの心の診療医及びコメディカルの研修プログラムの充

実を図るための研究を行う。

また、児童虐待に関する医療施設間および他機関との連携の在り方に関する検討もあわ

せて行う研究を優先する。

⑦ サイトメガロウイルス感染症による先天性難聴のスクリーニング検査、感染児フォロー

アップ体制構築のための研究 （２０２００７０１）

（留意点）

重度の先天性難聴の一定割合を占めるとされているサイトメガロウイルス感染症に関し、

新生児スクリーニング検査を実施することにより、先天性感染児を網羅的に診断・追跡調

査し、難聴児に対し早期に療育的対応を行うシステムを構築し、当該システムの感染児の

予後改善及び社会的な負担軽減の観点からの有効性・効果を検証するための研究を、産科

学、小児科学、耳鼻咽喉科学、ウイルス学などの関連領域の研究者の連携を図りながら実

施するものとする。

⑧ 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の病態解明、予防法開発のための研究

（２０２００８０１）

（留意点）

小児科学、病理学、法医学などの関連領域の専門家の連携のもとに、ＳＩＤＳの病態解

明に資する組織バンクの構築に関する検討や、乳幼児突発性緊急事態（ＡＬＴＥ）に関す

る定義策定と普及啓発も同時に行う。

⑨ 母子に対する栄養・食生活支援手法の開発と評価に関する研究 （２０２００９０１）

（留意点）

妊産婦、乳幼児の健康・栄養状態に着目した健診後の栄養・食生活支援及びポピュレー

ションアプローチとしての地域施設を活用したプログラムの開発と評価に関する研究を行

う。さらに、栄養・食生活支援の基盤となる妊産婦・乳幼児の食事摂取基準の活用及び乳

幼児の身体発育調査のための指標及び手法に関する研究を含むものであること。
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⑩ 児童福祉施設に措置されている被虐待児童等のケアに関する研究

（２０２０１００１）

（留意点）

被虐待児童や発達障害児など保護を要する子どもの増加に伴い、これらの子どもの受け

皿となる社会的養護について、科学的根拠に基づいたケア体制に係る研究を行う。

具体的には、子どもの被虐待による問題や障害などの状態とケアの必要量に関する分析

を行い、子どもの状態応じた支援体制の在り方を類型化する。

なお、パーマネンシーケアを強化し、小規模ケアを推進することを視野に入れた研究と

する。

【若手育成型】

⑪ 妊孕性に関する新たなスクリーニング検査法の確立に関する研究

（２０２０１１０１）

（留意点）

若手研究者が主体となって上記研究を推進する。

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

(1）目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待

される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体

的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記

載するとともに、中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。

その達成度（未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続

が不可となる場合もあり得ることに留意すること。

(2) 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。

(3) 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られ

ている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等に

ついて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・

データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制につい

て添付し提出すること。

６．第３次対がん総合戦略研究事業
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＜事業概要＞

がんは我が国の死亡原因の第１位であり、国民の生命及び健康にとって重大な問題になっ

ている。がんの罹患率と死亡率の激減を目指した「第３次対がん１０か年総合戦略」(*1)が

策定されたことを受け、平成１６年度から開始した本研究事業では、がんの本態解明の研究

とその成果を幅広く応用するトランスレーショナル・リサーチの推進、がん医療水準の均て

ん化を目的とした効果的な治療法の確立、緩和ケア等の療養生活の質の維持向上に関する研

究、がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究及び均てん化を促進する体制整備等の政

策課題に関する研究に取り組んでいるところである。

今般、第3期科学技術基本計画(戦略重点科学技術(*2))において、がんに関する研究は戦略

重点科学技術の一つである「標的治療等の革新的がん医療技術」に選定され、「がんの予防

・診断・治療技術の向上」、「標準的治療法の確立」及び「がん医療水準の均てん化」を強

力に推進することとされている。平成１８年６月に「がん対策基本法」(*3)が成立し、がん

対策を総合的かつ計画的に推進するための基本理念として、がんに関する研究の推進が定め

られ、基本的施策として、「がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する

方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項についての研究」

を促進していくことが求められている。平成１９年６月、政府が、がん対策基本法に基づき

策定した「がん対策推進基本計画」(*4)では、がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対

策の実施が求められており、がんによる死亡者の減少、がん患者及びその家族の苦痛の軽減

並びに療養生活の維持向上を実現するためのがん対策に資する研究をより一層推進していく

ことを目標とすることが掲げられ、本研究事業ではこれらに資する研究を推進していく。

(*1) 第3次対がん10か年総合戦略

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/07/h0725-3.html

(*2) 総合科学技術会議（第５３回）配付資料 分野別推進戦略

http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu53/siryo2-2-1.pdf

(*3) がん対策基本法

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan03/pdf/1-2.pdf

(*4) がん対策推進基本計画

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0615-1a.pdf

（１）第3次対がん総合戦略研究事業

＜事業概要＞

がんの罹患率と死亡率の激減を目指した「第 次対がん か年総合戦略」に基づく本研究3 10
事業は、がんの本態解明の研究やその成果を幅広く応用するトランスレーショナル・リサー

7チ、また、革新的な予防、診断、治療法の開発を推進することを目的としたものであり、

つの重点研究分野を定め、研究を推進することとしている。

特に、今後の研究事業については、「がん対策基本法」の成立及び「がん対策推進基本計

画」の策定を踏まえるとともに、第３期科学技術基本計画における分野別推進戦略の戦略重

点科学技術に盛り込まれた「標的治療等の革新的がん医療技術」をも踏まえ、研究を進める。

ア．革新的な診断技術の開発に関する研究

＜新規課題採択方針＞

我が国における大腸内視鏡による大腸がん検診の有効性を確立するために、大腸がん死亡

（あるいは進行がん）をエンドポイントとした前向きコホート研究を行う。また、大腸内視

鏡による大腸がん検診に伴う合併症など検診の不利益に関する調査を行い、検診実施に際し

てリスクマネジメントの方法を検討する。



58

研究費の規模：１課題当たり20,000千円～40,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間： 年3

新規採択予定課題数： 課題程度1

＜公募研究課題＞

①大腸内視鏡による大腸がん検診の開発と有効性評価に関する研究 （２０２１０１０１）

イ．がんの実態把握とがん情報の発信に関する研究

＜新規課題採択方針＞

日中を中心にアジア諸国のがん統計比較のための標準化についての研究、環境発がん物質、

感染症等の発がん要因調査、がん予防に向けた疫学調査等の共同研究や国際共同研究を視野

に入れた基盤的及び応用的研究を行う。

研究費の規模：１課題当たり20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間： 年3

新規採択予定課題数：２課題程度

＜公募研究課題＞

①日中を含むアジア諸国におけるがんの予防・検診・治療の向上のための調査研究

（２０２１０２０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。

① 「１０．期待される成果」につき、当該研究により期待される科学的成果及び当該成

果によりもたらされる学術的・社会的（国民への成果の還元を含む）・経済的メリット

を具体的に記載すること。

② 「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実

際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料

を添付すること（様式任意）。

WHO② 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、

等のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関

する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録につい

て参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に

添付すること。

④ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究

倫理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画

策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承

認が得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び

補償の内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び

倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。
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（２）がん臨床研究事業

＜新規課題採択指針＞

「分野１ 主に政策分野に関する研究」においては、全国的に質の高いがん医療水準の均

てん化を推進することを目標に、がん医療に関する提供体制の整備や診療連携機能の促進、

がん患者やその家族の療養の質の維持向上、がん予防やがん検診についての普及啓発等の政

策課題に直結する研究について推進していく。

特に、今後の研究事業については、「がん対策基本法」の成立及び「がん対策推進基本計

画」の策定を踏まえた研究を進める。

「分野２ 診断・治療分野に関する研究」においては、我が国におけるエビデンスの確立

に資するような、必要な症例数の集積が可能な体制で実施される多施設共同研究を優先的に

採択し、転移・再発・進行がん等、難治性のがんを含めたがんの標準的治療法、及び延命効

果やがん患者の療養の質を向上させる効果的治療法の開発等を推進する研究を取り扱う。

なお、小児がんの治療成績は、がん医療の進展とともに飛躍的に向上しつつあるが、小児

の病死原因の第１位である状況に変わりはなく、引き続きその対策が必要な状況であること

に鑑み、分野１・２の両分野において小児がんに関する研究を推進していく。

特に、今後の研究事業については、「がん対策基本法」の成立及び「がん対策推進基本計

画」の策定を踏まえるとともに、第３期科学技術基本計画における分野別推進戦略の戦略重

点科学技術に盛り込まれた「標的治療等の革新的がん医療技術」をも踏まえた研究を進める。

研究費の規模：

【一般公募型】１課題当たり10,000～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

（ただし、【一般公募型】分野２ー③については、

40,000千円～60,000千円程度とする。）

【若手育成型】１課題当たり10,000～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：

【一般公募型】１０～２０課題程度

【若手育成型】２課題程度

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

分野１ 主に政策分野に関する研究

① 働き盛りや子育て世代のがん患者やがん経験者、小児がんの患者を持つ家族の支援の

在り方についての研究 （２０２２０１０１）
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（留意点）

がん患者の社会的背景は多様であり、その支援の在り方についても多様である。また、

がん経験者が社会生活を営むに当たっても、様々な問題があり、効果的な支援が求めら

れている。さらに、小児がん患者を持つ家族は、様々な負担を抱えて生活しており、効

果的な支援の在り方の確立が求められている。具体的支援モデルを提示している研究を

優先的に選択していく。

② 全国のがん診療連携拠点病院において活用が可能な地域連携クリティカルパスモデル

の開発 （２０２２０２０１）

（留意点）

がん医療においては、拠点病院が地域におけるがん医療の連携の拠点となり、自ら専

門的な医療を行うとともに、地域連携クリティカルパス等を通じて、切れ目のない医療

の提供を実現することが望まれる。実際に、全国の拠点病院において活用可能な５大が

んをはじめとした地域連携クリティカルパスのモデルの開発に関する研究を採択する。

③ エビデンスに基づいた効果的・効率的ながん予防に関する普及啓発に関する研究

（２０２２０３０１）

（留意点）

発がん要因には、喫煙、食生活及び運動等の生活習慣など様々なものがあるが、それ

らは性・年齢や社会経済状態等に大きな影響を受けるため、それぞれに応じた効果的・

効率的な普及啓発が必要であるので、それらに留意した研究を採択する。

④ 受診率向上につながるがん検診の在り方や、普及啓発の方法の開発等に関する研究

（２０２２０４０１）

（留意点）

がんの早期発見を実現するため、有効性の確認されたがん検診の受診につながるイン

センティブ等の在り方について検討を行うとともに、性別や年齢等を踏まえた効果的な

情報提供、普及啓発の在り方についても検討を行い、がん検診の受診率の向上に関して

具体的な対策について研究を行うものを優先的に採択する。

⑤ その他がん対策推進基本計画に記載されている事項に係る必要な研究

（２０２２０５０１）

分野２ 主に診断・治療分野に関する研究

① 進行又は再発がんに対する標準治療・診断確立のための研究

（２０２２０６０１）

（留意点）

主として外科切除や放射線治療により根治が見込めない進行度の成人固形がんに対す

る集学的治療の開発を目的とする研究を採択する。造血器腫瘍に対する標準治療開発も

対象とする。原則として、第Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採択す

る。治療法の選択、早期診断等の治療成績の向上に役立つ新規診断手法・マーカーの開

発も含めている計画を優先的に採択する。また、若手研究者振興の観点から若手研究者

を研究分担者として加えた計画を優先的に採択する。

② 早期又は根治が見込めるがんに対する標準治療・診断確立のための研究

（２０２２０７０１）
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（留意点）

主として外科切除や放射線治療により根治が期待できる進行度の成人固形がんに対し

て、より根治性を高める、若しくははより低侵襲となることが期待できる治療の開発を

目的とする研究を採択する。造血器腫瘍に対する標準治療開発も対象とする。原則とし

て、第Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採択する。手術手技の開発研

究は本課題にて応募すること。治療法の選択、早期診断等の治療成績の向上に役立つ新

規診断手法・マーカーの開発も含めている計画を優先的に採択する。また、若手研究者

振興の観点から若手研究者を研究分担者として加えた計画を優先的に採択する。

③ 小児がんに対する標準治療・診断確立のための研究 （２０２２０８０１）

（留意点）

がん種、進行度を問わず、小児悪性腫瘍に対する治療開発の研究を採択する。原則と

して、第Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採択するが、稀少な対象に

対しては非ランダム化試験の研究も許容する。治療法の選択、早期診断等の治療成績の

向上に役立つ新規診断手法・マーカーの開発も含めている計画を優先的に採択する。ま

た、若手研究者振興の観点から若手研究者を研究分担者として加えた計画を優先的に採

用する。

④ 稀少がんに対する標準治療・診断確立のための研究 （２０２２０９０１）

（留意点）

稀少ながん種に対する治療開発の研究を採択する。第Ⅲ相試験（ランダム化比較試

験）が望ましいが、よくデザインされた非ランダム化試験の計画は優先的に採択する。

治療法の選択、早期診断等の治療成績の向上に役立つ新規診断手法・マーカーの開発も

含めている計画を優先的に採択する。また、若手研究者振興の観点から若手研究者を研

究分担者として加えた計画を優先的に採択する。

⑤ 新しい照射技術を用いた放射線治療の開発のための研究 （２０２２１００１）

（留意点）

より高い根治性を目指して線量集中性を高めるような新しい技術に基づく治療の開発

研究を優先する。原則として、第Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採

用するが、稀少な対象に対しては非ランダム化試験の研究も許容する。充分な理論的根

拠をもった低侵襲治療の開発研究も応募可能とする。治療法の選択、早期診断等の治療

成績の向上に役立つ新規診断手法・マーカーの開発も含めている計画を優先的に採択す

る。また、若手研究者振興の観点から若手研究者を研究分担者として加えた計画を優先

的に採択する。

⑥ より有効な緩和ケア技術の開発のための研究 （２０２２１１０１）

（留意点）

内科的、外科的な介入に限らず、放射線治療や精神心理学的介入、看護技術も含めて、

がん患者の苦痛の軽減につながる緩和ケア技術の開発研究を優先する。原則として、第

Ⅲ相試験（ランダム化比較試験）の計画を優先的に採択するが、稀少な対象や方法論的

に困難な技術に対しては非ランダム化試験の研究も許容する。また、若手研究者振興の

観点から若手研究者を研究分担者として加えた計画を優先的に採択する。

【若手育成型】

分野１ 主に政策分野に関する研究
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①がん対策推進基本計画に記載されている事項に係る必要な研究 （２０２２１２０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

平成１９年度で終了する本研究事業の研究班に参加している研究者が今回の申請を行うに

当たっては、同じ研究班で申請を行う場合に限り、研究班がこれまでに出した研究成果を明

確に記し、それを踏まえた研究計画についても記載すること。また、当初計画していた達成

目標を示したうえで、その達成度についても明示すること(様式任意)。

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待

される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体

的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記

載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマッ

プを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られ

ている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等に

ついて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・

データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制につい

て添付し提出すること。

７．循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業／免疫アレルギー疾患等予防治療研究事業／難治

性疾患克服研究事業

（１）循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業

＜事業概要＞

循環器疾患等の生活習慣病対策は我が国における重要な課題であり、平成２０年度からの

医療構造改革の具体的な取組に予防を重視した生活習慣病対策が位置付けられ、施策の推進

のための研究成果が求められている。

本研究事業においては、循環器疾患等の生活習慣病の予防から診断、治療に至るまで生活

習慣病対策に関する研究を体系的に実施している。平成２０年度の新規研究においては今後

の生活習慣病対策の推進に必要なエビデンスを構築すべく①健康づくり分野、②健診・保健

指導分野、③循環器疾患分野、④糖尿病分野において一般公募を行うとともに、若手研究者

の参入を促進するために「若手育成型」の研究枠を設け公募する。

＜新規課題採択方針＞

平成２０年度の新規研究は、医療構造改革に掲げられた政策目標である生活習慣病有病者
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・予備群の２５％削減の実現、健康日本２１のさらなる推進に向けた、実践的な指針の作成

や診療ガイドライン等の策定につながる日本人における新たなエビデンスの構築に資するも

のを優先的に取り扱う。

平成２０年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導の実施を踏ま

え、今後の施策に活用可能な研究成果を得られる研究課題を優先的に採択することとする。

疫学的研究については、長期的な観点からエビデンスの構築を図る研究、臨床研究につい

ては多施設共同研究等の日本人における新たなエビデンスの構築につながるものを優先し、

研究計画のロードマップ等を審査の上、必要と認めた場合には研究期間の上限を５年間とす

る。

なお、研究期間が５年となった場合においても、研究評価については、従前のとおり厚生

労働省の科学研究開発評価に関する指針に準じて実施するものとする。

研究費の規模：初年度１課題当たり1,000～50,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

（新規課題採択方針に特に記載のある疫学研究・臨床研究については、５年の申請が可能）

新規採択予定課題数：一般公募型は１９課題程度、若手育成型は１課題程度

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

（ア）循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業

【一般公募型】

（健康づくり分野）

生活習慣病対策においては、栄養、運動、禁煙などの生活習慣を改善することによる予防

が重要であり、平成２０年度新規採択に当たっての留意点を以下に列挙する。

１）健康づくりを支援する環境に関する行政の施策や目標設定に関する研究

（２０２３０１０１）

健康日本２１の中間評価で不十分とされた健康づくりのための個人の努力を支援す

るための地域や職域におけるウォーキングロードや運動施設の整備、ヘルシーメニュ

ーの提供の増加などの効果的な環境整備の在り方、及び行政における取組を推進する

ための政策目標の設定に関する研究であること。

２）健康づくりのための休養、睡眠に関する研究 （２０２３０２０１）

健康日本２１の中間評価で改善が見られなかったとされた休養、睡眠分野に関する

最新の知見を整理し、我が国における現状を踏まえた今後の健康づくりのための休養、

睡眠の在り方について指針の改定や健康づくりのための休養、睡眠に関する正しい知

識の普及啓発に活用可能な研究であること。

３）今後のたばこ対策の推進に関する研究 （２０２３０３０１）
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喫煙の健康影響に関する知見の整理や、種々の場における受動喫煙対策の現状を踏

まえた今後の対策の在り方、禁煙希望者のニーズに応じた禁煙支援体制の在り方、地

域における禁煙支援を効果的に推進するための連携体制の在り方などについて検討し、

今後のたばこ対策の推進に資する研究であること。

４）健康づくりのための効果的な栄養指導手法の確立に関する研究（２０２３０４０１）

中高年男性などの健康づくりに関心の低い対象者に対して、対象者の職場や家庭環

境等に応じた行動科学的な分析を行い、行動変容につながる効果的な栄養指導手法の

確立に関する研究であること。

５）成人期における歯科疾患のスクリーニング体制の構築に関する研究

（２０２３０５０１）

歯周疾患等による歯の喪失を予防するために、成人において、早期介入により歯の

喪失を抑制することのできる者を効率的に抽出するためのスクリーニング体制と保健

指導の在り方について検討する研究であること。

（健診・保健指導分野）

平成２０年度から実施される特定健診・保健指導は医療制度改革における予防を重視した

生活習慣病対策の柱であり、その効果的な実施のための研究成果が求められている。平成２

０年度の新規課題の採択においては、特定健診・保健指導の実施状況を踏まえた研究を優先

する。

なお、中・長期的な大規模データ分析が可能となるようデータマネジメントを行うことの

できる機関と連携した研究体制を構築することが望ましい。

１）生活習慣病予防のための今後の健康診査の在り方に関する研究（２０２３０６０１）

平成20年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導が実施さ

れること等を踏まえ、早期介入による行動変容により生活習慣病の予防効果の高い者

や早期発見による早期治療が必要な者を抽出するための効果的な健診の在り方、精度

管理の在り方や個人の特性に応じた保健指導を実施するための質問項目の在り方、未

受診者対策の在り方等について特定健診・保健指導等によって得られたデータに基づ

いて検討する研究であること。

２）結果を出す保健指導の在り方に関する研究 （２０２３０７０１）

生活習慣病のハイリスク者に対して行動変容につながる効果的な保健指導手法につ

いて、特定保健指導等の実施状況を踏まえた研究を行い、効果的な保健指導手法の在

り方について検討を行う研究、保健指導のアウトソーシング機関の質の評価に関する

研究など、医療構造改革の目標である糖尿病等の生活習慣病及び予備群を２５％削減

するための具体的な保健指導についてのエビデンスを確立する研究であること。

３）大規模コホートを用いた生活習慣病予防に関する研究 （２０２３０８０１）

日本人における長期間の追跡が可能な大規模コホートから生活習慣病の発症予防・

重症化予防に関するエビデンスを収集し、生活習慣病対策のための施策や診療ガイド

ライン等への活用に資する研究であること。

４）各種健診データとレセプトデータ等による保健事業の評価に関する研究

（２０２３０９０１）
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生活習慣病対策のための保健事業の効果的な実施のために、各種健診データとレセ

プトデータを用いて集団における医療費分析やその原因等の分析を行い、医療構造改

革の目標である生活習慣病及び予備群を２５％削減するための具体的保健事業の企画

とその効果測定方法や評価手法を確立する研究であること。

（循環器疾患分野）

近年、増加している脳卒中・心筋梗塞等の循環器疾患対策を有効に進めるためには、個人

の特徴に応じた治療・重症化予防の研究開発が求められている。平成２０年度新規採択に当

たってはその対策に活用可能な臨床研究等を実施する。臨床研究の実施に当たっては、多施

設共同で行う研究で、研究を支援する臨床試験コーディネーター等の人材養成を行うもので

あることが望ましい。

１）急性心筋梗塞、脳卒中の急性期医療におけるデータベースを用いた医療提供の在り方

に関する研究 （２０２３１００１）

急性心筋梗塞、脳卒中の急性期医療提供体制の在り方を検討し、都道府県が疾病ご

とに策定する医療計画の参考となるよう、発症から医療機関への搬送時間や、医療機

関における提供医療、退院に至るまでのデータを広く日本国内の医療機関や救急隊等

と連携して収集、分析する研究であること。

２）脳卒中、心筋梗塞等の循環器疾患等の患者における個人の特性に応じた薬物療法に関

する研究 （２０２３１１０１）

高血圧、脳卒中、心筋梗塞等の循環器疾患患者における降圧治療や抗凝固療法等の

薬物療法について、患者個人の特性に応じた薬剤や投与量の選択手法を確立し、患者

個人に最適なテーラーメイド治療を確立する研究であること。

３）胸腹部大動脈瘤の侵襲的治療における合併症予防のための研究（２０２３１２０１）

胸腹部大動脈瘤の外科治療及びステントグラフト治療における合併症予防のための

術前画像診断による非侵襲的な脊髄虚血責任血管の同定手法の確立と有効性について

検討し、脊髄障害等の合併症の予防法を確立する全国的規模の多施設共同臨床研究で

あること。

４）わが国における脳卒中再発予防のための内科治療戦略の確立に関する研究

（２０２３１３０１）

脳卒中再発予防のための高血圧・脂質異常・高血糖などのリスク因子の管理や抗凝

固療法等の有効性・安全性を検証するために、脳卒中超急性期から慢性期の患者のデ

ータを分析し、その安全性と有用性を、画像診断技術等を利用して検討する研究であ

ること。

５）小児期のメタボリックシンドロームに対する効果的な介入方法に関する研究

（２０２３１４０１）

小児期からの生活習慣病予防の手法を確立するために、小児期メタボリックシンド

ロームの診断基準案を踏まえて、日本人の小児コホート等を用いてその検証、効果的

な介入・予防方法の確立を行う研究であること。

６）生活習慣病の疾病管理に関する研究 （２０２３１５０１）

糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病の疾病管理の標準化による医療の質の
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向上を図るために、国内外の生活習慣病の予防、診断、治療に関する知見のレビュー

を行い、標準的な疾病管理手法を検討する研究であること。

７）健康日本２１の中間評価、糖尿病等の「今後の生活習慣病対策の推進について（中間取りまとめ）」

を踏まえた今後の生活習慣病対策のためエビデンス構築に関する研究

（２０２３１６０１）

健康日本２１の中間評価、糖尿病等の「今後の生活習慣病対策の推進について（中

間取りまとめ）」における今後の取り組むべき課題を踏まえた、健康日本２１のさら

なる推進や、日本人における個人の特徴に応じた生活習慣病対策の対策に資する研究

であること。

８）生活習慣病重症化予防のための栄養管理の標準化に関する研究（２０２３１７０１）

各種生活習慣病について、最新の知見に基づく栄養管理の標準化を図るために、栄

養状態に応じた生活習慣病の栄養管理に関する知見のシステマティックレビューを行

い、それを踏まえた栄養管理手順の標準化、栄養指導の提供体制に関する検討を行う

研究であること。

９）性差を考慮した生活習慣病対策に関する研究 （２０２３１８０１）

性差を考慮した生活習慣病対策を推進するために、日本人女性を対象とした調査研

究や疫学的研究等により高血圧症や脂質異常症等の生活習慣病に関する性差医療に関

するニーズの把握及びエビデンスの構築を行う研究であること。

（イ）糖尿病戦略等研究事業

我が国において糖尿病の患者数は増加しており、その対策が重要な課題となっている。

平成２０年度の新規課題の採択に当たっての留意点を記載する。

【一般公募型】

１）糖尿病治療の均てん化のための標準的な治療マニュアル作成に関する多施設共同研究

（２０２４０１０１）

糖尿病治療の均てん化を図るために、エビデンスに基づいた糖尿病管理の具体的な

手法等に関する共通の診療プロトコールを作成し、複数の糖尿病専門医療機関による

研究体制を構築して臨床データを解析し、エビデンスに基づいた診療マニュアル等を

創出する研究であること。

【若手育成型】

我が国において重要な課題である糖尿病に関する若手研究者の育成を図るため、平成２０

年度の新規課題において若手育成型の研究を実施する。

２）糖尿病・メタボリックシンドロームにおける内臓脂肪蓄積の評価に関する横断的疫学

研究 （２０２４０２０１）

糖尿病における内臓脂肪の蓄積とインスリン抵抗性の関係、メタボリックシンドロ

ームにおける内臓脂肪蓄積の評価手法に関して、健診コホート等により収集された多

数の内臓脂肪の画像データを用いて疫学的なエビデンスを構築する研究であること。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

これまでに公募研究課題と同様な課題について研究実績がある場合は、研究計画書に詳細
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を記載すること。

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待

される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体

的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記

載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマッ

プを示した資料を添付すること（様式任意）。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られ

ている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等に

ついて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。また、モニタリング・監査・

データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理的妥当性を確保する体制につい

て添付し提出すること。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

（２）免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業

＜事業概要＞

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、及び花粉症などの免疫アレルギー疾患は、長

期にわたり生活の質を低下させるため、国民の健康上重大な問題となっている。このためこ

れらの疾患について、発症原因と病態との関係を明らかにし、予防、診断及び治療法に関す

る新規技術を開発するとともに、自己管理方法や治療法の確立を行うことにより、国民に対

してより良質かつ適切な医療の提供を目指す。

また、造血幹細胞や臓器移植をはじめとする移植医療は、宿主との免疫応答が問題となる

ほか、ドナーを必要とするという観点から、その推進のためには社会的基盤を構築する必要

がある。こうした社会基盤を確立し、免疫応答をコントロールすることにより、良質かつ安

定的な移植医療の提供を目指す。

＜新規課題採択方針＞

免疫アレルギー疾患に影響を与える要因及び治療法、診断法に関する研究及び移植医療の

成績向上や移植医療の社会的基盤の構築に関する研究を優先する。

研究費の規模：

【一般公募型】１課題当たり10,000千円～50,000千円程度 （１年当たりの研究費）

【若手育成型】１課題当たり 5,000千円～15,000千円程度 （１年当たりの研究費）

研究期間：３年



68

新規採択予定課題数：２０課題程度、「若手育成型」については２課題程度

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

（免疫アレルギー疾患分野）

【一般公募型】

免疫アレルギー疾患の病因・病態、予防、治療等に関する研究を行う。

① 関節リウマチの治療法の開発及び確立に関する研究 （２０２５０１０１）

② 花粉症の治療法の開発及び確立に関する研究 （２０２５０２０１）

③ アトピー性皮膚炎の治療法の開発及び確立に関する研究 （２０２５０３０１）

④ 免疫アレルギー疾患の病因・病態に関する研究 （２０２５０４０１）

（留意点）

自然免疫と獲得免疫の機序の解明、小児と成人との発症機構の病態異同の解明、免疫

アレルギー性疾患の中心となる細胞の同定、免疫抑制、組織破壊、及び組織リモデリン

グの解明など、病因・病態を解明するための研究のうち、成果が予防・治療法の開発に

資する研究であること。

⑤ 免疫アレルギー疾患の発症要因の解明又は医療の評価等に関する疫学的研究

（２０２５０５０１）

（留意点）

免疫アレルギー分野の疾患について、遺伝的要因や環境要因等の発症要因の解明、又は

治療法や医療体制についての評価等を、疫学的手法により実施し、予防・治療の向上及び

国民への正確な情報提供に資するための研究。研究のフィールドやデザインを明確にし、

周到に準備された研究計画を採択する。

⑥ 免疫アレルギー疾患の自己管理及び生活環境改善に関する研究 （２０２５０６０１）

（留意点）

免疫アレルギー疾患の予防・治療法が開発されても、医療や生活の場で実際に行われる

ためには、行動変容や、様々な環境整備を要することから、自己管理や生活環境改善を現

実に行うことを可能かつ容易にし、治療効果やＱＯＬの向上に資する研究。

⑦ 免疫アレルギー疾患の予防・治療法の開発及び確立に関する臨床研究

（２０２５０７０１）

（留意点）

免疫アレルギー疾患に関する、内科的・外科的治療法、減感作療法等を、臨床に応用し

て効果を確立するための臨床研究。対象者、研究の規模やデザインを明確にすると共に、

実施に向けた準備を周到に行っており、研究期間を有効に活用して成果を期待できる研究
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を採択する。

⑧ 免疫アレルギー疾患の研究の評価及び方向性に関する研究 （２０２５０８０１）

（留意点）

免疫アレルギー分野において、刻々と移り変わる行政課題に適切に対応できるようにす

るための免疫アレルギー疾患の研究の評価や今後の研究事業の方向性等についての研究。

【若手育成型】

研究水準の向上、従来の発想や手法にとらわれない斬新な研究を推進するために、上記の

課題につき若手の研究者による研究計画を積極的に採択する枠である。

（２０２５０９０１）

（移植医療分野）

【一般公募型】

① 同種造血幹細胞移植治療の成績向上に関する研究 （２０２５１００１）

② 造血幹細胞移植の社会的基盤に関する研究 （２０２５１１０１）

（留意点）

同種末梢血幹細胞移植を非血縁者間で行う場合等の社会的基盤に関する研究を優先的に

採択する。

③ 新しい造血幹細胞移植技術の開発に関する研究 （２０２５１２０１）

（留意点）

従来の延長線上ではない新しい同種造血幹細胞移植に関する技術開発に関する研究を採

択する。

④ 臓器移植の成績向上に関する研究 （２０２５１３０１）

（留意点）

臓器移植・組織移植の高度化と新たな治療技術の開発、移植成績の向上と安全な移植の

実施、臓器移植の普及・啓発及び社会的基盤整備等に関する研究を採択する。

⑤ 臓器移植への適用限界に関する研究 （２０２５１４０１）

（留意点）

臓器提供がなされても実際には医学的理由により移植できない事例が見られる。このた

め、疾患を持った臓器を含めたマージナルドナーからの移植についての研究を採択する。

⑥ 移植医療におけるコーディネートに関する研究 （２０２５１５０１）

（留意点）

臓器提供を行った家族の心理的ケアを含め、コーディネートを進める際のマニュアルを

作成。

⑦ 臓器移植の社会的基盤に関する研究 （２０２５１６０１）

（留意点）

小児ドナーを中心に、脳死判定や臓器提供における問題点とその解決法に関する研究を

採択する。
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【若手育成型】

研究水準の向上、従来の発想や手法にとらわれない斬新な研究を推進するために、上記の

課題につき若手研究者による研究計画を積極的に採択する枠である。

（２０２５１７０１）

＜留意点＞

なお、研究計画書の提出に当たり、以下の点も留意すること。

① 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に

期待される成果と、研究分野の長期的な成果（目標）とを別々に示すこと。

② 「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア及びイの

項目に該当する論文（全文）の写し３編を添付した研究計画書を１組として２０部提

出すること。欧文のものについては日本語要旨も添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡

潔な理由を添付すること。

③ 申請者は、研究代表者及び研究分担者の研究内容が、他の研究課題と重ならないよ

う研究計画書を作成すること。

③ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨ

Ｏ等のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募

に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録

について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別

に添付すること。

⑤ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研

究倫理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究

計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委

員会の承認が得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、

費用及び補償の内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及

び倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

（３）難治性疾患克服研究事業

＜事業概要＞

原因が不明で、根本的な治療法が確立しておらず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない

難治性疾患のうち、患者数が少なく研究の進みにくい疾患に対して、重点的・効率的に研究

を行うことにより進行の阻止、機能回復・再生を目指した画期的な診断・治療法の開発を行

い、患者のＱＯＬの向上を図ることを目的とする。

＜新規課題採択方針＞

難治性疾患の克服に向け、特定疾患調査研究分野の範疇に含まれる疾患の臨床調査研究、

横断的基盤研究並びに治療成績及びＱＯＬを著しく改善させることが期待できる治療法の開

発を優先する。

※特定疾患調査研究分野の疾患（123疾患）

脊髄小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群、モヤモヤ病（ウイリス動脈輪閉塞症）、正
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常圧水頭症、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン・バレー症候群、フィッシャー症候群、

慢性炎症性脱随性多発神経炎、多発限局性運動性末梢神経炎（ルイス・サムナー症候群）、

単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）、筋萎縮性側索硬化症、脊髄性

進行性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症（Kennedy-Alter-Sung病）、脊髄空洞症、パーキンソン

病、ハンチントン病、進行性核上性麻痺、線条体黒質変性症、ペルオキシソーム病、ライソ

ゾーム病、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）、ゲルストマン・ストロイスラー・シャイン

カー病（GSS）、致死性家族性不眠症、亜急性硬化性全脳炎（SSPE）、進行性多巣性白質脳炎

（PML）、後縦靱帯骨化症、黄色靱帯骨化症、前縦靱帯骨化症、広範脊柱管狭窄症、特発性大

腿骨頭壊死症、特発性ステロイド性骨壊死症、網膜色素変性症、加齢性黄斑変性症、難治性

視神経症、突発性難聴、特発性両側性感音難聴、メニエール病、遅発性内リンパ水腫、PRL分

泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、中枢性摂食異常症、原発性アルドス

テロン症、偽性低アルドステロン症、グルココルチコイド抵抗症、副腎酵素欠損症、副腎低

形成（アジソン病）、偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンD受容機構異常症、TSH受容体異常

症、甲状腺ホルモン不応症、再生不良性貧血、溶血性貧血、不応性貧血（骨髄異形成症候

群）、骨髄線維症、特発性血栓症、血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）、特発性血小板減少性

紫斑病、IgA腎症、急速進行性糸球体腎炎、難治性ネフローゼ症候群、多発性嚢胞腎、肥大型

心筋症、拡張型心筋症、拘束型心筋症、ミトコンドリア病、Fabry病、家族性突然死症候群、

原発性高脂血症、特発性間質性肺炎、サルコイドーシス、びまん性汎細気管支炎、潰瘍性大

腸炎、クローン病、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、劇症肝炎、特発性門脈圧亢進症、

肝外門脈閉塞症、Budd-Chiari症候群、肝内結石症、肝内胆管障害、膵嚢胞線維症、重症急性

膵炎、慢性膵炎、アミロイドーシス、ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、多発性筋

炎・皮膚筋炎、シェーグレン症候群、成人スティル病、高安病（大動脈炎症候群）、ビュル

ガー病、結節性多発動脈炎、ウェゲナー肉芽腫症、アレルギー性肉芽腫性血管炎、悪性関節

リウマチ、側頭動脈炎、抗リン脂質抗体症候群、強皮症、好酸球性筋膜炎、硬化性萎縮性苔

癬、原発性免疫不全症候群、若年性肺気腫、ヒスチオサイトーシスX、肥満低換気症候群、肺

胞低換気症候群、原発性肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症、混合性結合組織病、神経線維腫症

Ⅰ型（レックリングハウゼン病）、神経線維腫症Ⅱ型、結節性硬化症（プリングル病）、表

皮水疱症、膿疱性乾癬、天疱瘡、大脳皮質基底核変性症、重症多形滲出性紅斑（急性期）、

肺リンパ脈管筋腫症（LAM）、進行性骨化性線維異形成症（FOP）、色素性乾皮症（XP）、ス

モン

研究費の規模：１課題当たり20,000千円～50,000千円（１年当たりの研究費）

研究期間：３年

新規採択予定課題数：５０課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

（１）臨床調査研究分野

臓器別、疾患別に特定疾患に係る科学的根拠を集積・分析し、疫学的研究を含む疾患

の実態解明、診断・治療法の開発及び確立、標準的診断・治療法の確立及び普及等を図

ることにより、医療の向上に役立てることを目的とする研究のうち、次に掲げるもの。

なお、研究者の構成は、我が国における医療水準を反映するとともに、研究成果の普

及を図るよう、広範な地域から構成することが望ましい。（本分野は各疾患に関する包

括的な調査研究を主目的としており、個別の重点的なテーマに関する研究計画は、
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（３）重点研究分野において採択する。）

① 特発性造血障害に関する調査研究 （２０２６０１０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○再生不良性貧血、溶血性貧血、不応性貧血(骨髄異形成症候群)、骨髄線維症

② 血液凝固異常症に関する調査研究 （２０２６０２０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○特発性血小板減少性紫斑病（ＩＴＰ）、血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）、特

発性血栓症

③ 原発性免疫不全症候群に関する調査研究 （２０２６０３０１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

○原発性免疫不全症候群

④ 難治性血管炎に関する調査研究 （２０２６０４０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○大動脈炎症候群（高安動脈炎）、○ビュルガー病（バージャー病）、○結節性動脈

周囲炎、○ウェゲナー肉芽腫症、○悪性関節リウマチ、アレルギー性肉芽腫性血管炎、

側頭動脈炎、抗リン脂質抗体症候群

⑤ 自己免疫疾患に関する調査研究 （２０２６０５０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、○多発性筋炎・皮膚筋炎、シェーグレン症候

群、成人スティル病

⑥ ベーチェット病に関する調査研究 （２０２６０６０１）

留意点）

次の疾患を対象とすること：

○ベーチェット病

⑦ ホルモン受容機構異常に関する調査研究 （２０２６０７０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

偽性副甲状腺機能低下症、ビタミンＤ受容機構異常症、ＴＳＨ受容体異常症、甲状腺

ホルモン不応症

⑧ 間脳下垂体機能障害に関する調査研究 （２０２６０８０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

ＰＲＬ分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ＡＤＨ分泌異常症
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⑨ 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究 （２０２６０９０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

原発性アルドステロン症、偽性低アルドステロン症、グルココルチコイド抵抗症、

副腎酵素欠損症、副腎低形成（アジソン病）

⑩ 中枢性摂食異常症に関する調査研究 （２０２６１００１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

中枢性摂食異常症

⑪ 原発性高脂血症に関する調査研究 （２０２６１１０１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

原発性高脂血症

⑫ アミロイドーシスに関する調査研究 （２０２６１２０１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

○アミロイドーシス

⑬ プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 （２０２６１３０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○クロイツフェルト・ヤコブ症（ＣＪＤ）、○亜急性硬化性全脳炎（ＳＳＰＥ）、ゲ

ルストマン・ストロイスラー・シャインカー病（ＧＳＳ）、致死性家族性不眠症、進

行性多巣性白質脳症（ＰＭＬ）

⑭ 運動失調症に関する調査研究 （２０２６１４０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○脊髄小脳変性症、○シャイ・ドレーガー症候群、○線条体黒質変性症、○副腎白質

ジストロフィー

⑮ 神経変性疾患に関する調査研究 （２０２６１５０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）、○パーキンソン病、○進行性核上性麻痺、○大脳

皮質基底核変性症、○ハンチントン病、脊髄性進行性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症

(Kennedy-Alter-Sung病)、脊髄空洞症

⑯ 免疫性神経疾患に関する調査研究 （２０２６１６０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○多発性硬化症、○重症筋無力症、ギラン・バレー症候群、フィッシャー症候群、慢
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性炎症性脱髄性多発神経炎、多発限局性運動性末梢神経炎（ルイス・サムナ－症候

群）、単クローン抗体を伴う末梢神経炎（クロウ・フカセ症候群）

⑰ 難治性の水頭症に関する調査研究 （２０２６１７０１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

正常圧水頭症

⑱ モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）に関する調査研究 （２０２６１８０１）

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

○モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症）

⑲ 網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究 （２０２６１９０１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○網膜色素変性症、加齢黄斑変性、難治性視神経症

⑳ 前庭機能異常に関する調査研究 （２０２６２００１）

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

メニエール病、遅発性内リンパ水腫

○ 急性高度難聴に関する調査研究 （２０２６２１０１）21

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

突発性難聴、特発性両側性感音難聴

○ 特発性心筋症に関する調査研究 （２０２６２２０１）22

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○特発性拡張型（うっ血型）心筋症、肥大型心筋症、拘束型心筋症、ミトコンドリア

病、○Fabry病、家族性突然死症候群

○ びまん性肺疾患に関する調査研究 （２０２６２３０１）23

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○サルコイドーシス、○特発性間質性肺炎、びまん性汎細気管支炎

○ 呼吸不全に関する調査研究 （２０２６２４０１）24

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○原発性肺高血圧症、○特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）、若年性肺気腫、ヒ

スチオサイトーシスＸ、肥満低換気症候群、肺胞低換気症候群、肺リンパ脈管筋腫症

（ＬＡＭ）
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○ 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究 （２０２６２５０１）25

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○劇症肝炎、○原発性胆汁性肝硬変、自己免疫性肝炎、肝内結石症、肝内胆管障害

○ 門脈血行異常症に関する調査研究 （２０２６２６０１）26

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○BuddーChiari症候群、特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症

○ 難治性膵疾患に関する調査研究 （２０２６２７０１）27

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○重症急性膵炎、膵嚢胞線維症、慢性膵炎

○ 稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究 （２０２６２８０１）28

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○天疱瘡、○表皮水疱症、○膿胞性乾癬

○ 強皮症に関する調査研究 （２０２６２９０１）29

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○強皮症、好酸球性筋膜炎、硬化性萎縮性苔癬

○ 混合性結合組織病に関する調査研究 （２０２６３００１）30

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

○混合性結合組織病

○ 神経皮膚症候群に関する調査研究 （２０２６３１０１）31

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○神経線維腫症Ⅰ型（レックリング・ハウゼン病）、○神経線維腫症Ⅱ型、結節性硬

化症（プリングル病）、色素性乾皮症（ＸＰ）

○ 脊柱靱帯骨化症に関する調査研究 （２０２６３２０１）32

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

○後縦靱帯骨化症、○広範脊柱管狭窄症、黄色靱帯骨化症、前縦靱帯骨化症、進行性骨

化性線維異形成症（ＦＯＰ）

○ 進行性腎障害に関する調査研究 （２０２６３３０１）33

（留意点）

次の疾患すべてを対象とすること：

ＩｇＡ腎症、急速進行性糸球体腎炎、難治性ネフローゼ症候群、多発性嚢胞腎
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○ スモンに関する調査研究 （２０２６３４０１）34

（留意点）

次の疾患を対象とすること：

○スモン

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。

① 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期待

される目標と研究分野の長期的な目標とを別々に明記すること。

また、研究の成果が当該疾患の治療成績の向上あるいは患者のＱＯＬの向上に対して具

体的にどのように寄与するかについても記載すること。

② 「１１．研究計画・方法」については、疫学的研究を含む疾患の実態解明、予防・診断

・治療法の開発及び確立、標準的診断・治療法の確立及び普及の計画を明らかにすること。

特定疾患治療研究事業対象疾患（○の付いたもの）に関する研究については、同事業申請

時に提出される臨床調査個人票を活用した実態把握や疫学的解析の計画を含めて記載する

こと。（臨床調査個人票については、難病情報センターホームページ<http://www.nanbyo

u.or.jp〉を参照。）

③ 「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア及びイの項目

に該当する及当該研究に関連した論文３編を添付すること（各編毎に、論文（全文）の写

し２０部を添付すること。）。欧文のものについては日本語要旨を添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な

理由を添付すること。

④ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する

諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参

照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添

付すること。

④ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫

理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定

に当たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が

得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の

内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫

理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

（２）横断的基盤研究分野

臨床調査研究や他の先端的厚生労働科学研究（ヒトゲノム・遺伝子治療研究、免疫・

アレルギー研究等）における研究者との情報交換、技術的支援等の連携のもと、特定疾

患に係る基盤的・基礎的な科学的根拠を集積・分析し、医療に役立てることを目的とす

る研究のうち、次に掲げるもの。

ア．基盤研究のうち次に掲げるもの

※以下の研究課題は特定疾患の新しい診断・治療法の開発に直接的に資するものに限る。



77

○ 特定疾患の微生物学的原因究明に関する研究 （２０２６３５０１）35

○ 新たな診断・治療法開発のための免疫学的手法の開発に関する研究36

（２０２６３６０１）

イ．社会医学研究のうち次に掲げるもの

○ 特定疾患の疫学に関する研究 （２０２６３７０１）37

○ 特定疾患患者の生活の質（Quality of Life,QOL）の向上に関する研究38

（２０２６３８０１）

○ 難治性疾患研究、特定疾患治療研究の評価および研究の方向性に関する研究39

（２０２６３９０１）

○ 重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究 （２０２６４００１）40

○ 特定疾患患者の自立支援体制の確立に関する研究 （２０２６４１０１）41

○ 難治性疾患の医療費構造に関する研究 （２０２６４２０１）42

（留意点）

難治性疾患に罹患している患者に係る医療費に関する分析的研究を行うことは、患者の

生活像を把握する上で重要である。医療費における投薬分などの構造解析を行うことによ

り、各疾患の特性を把握することで、特定疾患治療研究事業の対象疾患を選定する際の参

考となる研究とすること。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の提出に当たり、以下の点に留意すること。

① 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期待

される目標と研究分野の長期的な目標とを別々に明記すること。

また、研究の成果が当該疾患の治療成績の向上あるいは患者のＱＯＬの向上に対して具

体的にどのように寄与するかについても記載すること。

② 「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア及びイの項目

に該当する及当該研究に関連した論文３編を添付すること（各編毎に、論文（全文）の写

し２０部を添付すること。）。欧文のものについては日本語要旨を添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な

理由を添付すること。

③ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯの

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸

条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照)。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添

付すること。

④ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫

理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 エ．研究計画策定

に当たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が

得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の

内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫

理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

（３）重点研究分野

特定疾患患者の予後や生活の質の改善を目指し、又は明確かつ具体的な目標を設定し、
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画期的な成果を得ることを目的とする研究のうち、次に掲げるもの。

○ 難治性疾患の病態解明、画期的診断・治療法の開発に関する研究（２０２６４３０１）43

（留意点）

上記の特定疾患調査研究分野のいずれかの疾患を対象に、明確な目的と方法論をもった

具体的なプロジェクトにより、病態解明に関するブレークスルーを図る研究や、いまだ有

効な治療法の存在しない疾患について、患者を治癒に導くような画期的診断・治療法の開

発に努める研究を積極的に採択する。

なお、特に、臨床調査研究分野において実施中又は申請中の研究と、本研究課題の研究

分担者が重複する場合においては、本研究課題で取り扱うテーマは、臨床調査研究分野の

範疇では研究の難しい重点的かつ画期的なものであることが明確である必要がある。

○ 難治性疾患の診断・治療法の確立に関する臨床研究 （２０２６４４０１）44

（留意点）

上記の特定疾患調査研究分野のいずれかの疾患を対象に、新たな内科的・外科的治療法

や、他の疾患に用いられる治療法の応用等により、診断法や治療の効果を確立するための

臨床研究の計画を積極的に採択する。研究のデザインを明確にすると共に、実施に向けた

準備を周到に行っており、研究期間を有効に活用して成果を期待できる研究であることが

望ましい。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画の提出に当たり、以下の点に留意すること。

① 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期待

される目標と研究分野の長期的な目標（特異性の高い早期診断法、効果的な治療法、低侵

襲性の診断・治療法等の開発等）とを別々に明記すること。

また、研究対象となる治療法が当該疾患の治療成績の向上あるいは患者のＱＯＬの向

上に対して具体的にどのように寄与するかについても記載すること。

② 「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア及びイの項目

に該当する及当該研究に関連した論文３編を添付すること（各編毎に、論文（全文）の

写し２０部を添付すること。）。欧文のものについては日本語要旨を添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡潔な

理由を添付すること。

③ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等

のミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する

諸条件等（４）応募に当たっての留意事項オ．臨床研究登録制度への登録について参照)。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添

付すること。

④ 介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫

理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 エ．研究計画策定

に当たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が

得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の

内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫
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理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

８．エイズ・肝炎・新興再興感染症研究事業

（１）エイズ対策研究事業

＜事業概要＞

国内における新規ＨＩＶ・ＡＩＤＳ患者報告数は昭和５９年のサーベイランス開始以降、

依然として増加が続いており、平成１８年のＨＩＶ感染者報告数は９５２件、ＡＩＤＳ患者

報告数は４０６件と、昨年に引き続き過去最高となり予断を許さない状況にある。また、ア

ジア・太平洋地域においてもＨＩＶの急速な感染拡大がみられ、我が国への波及阻止が重要

な課題となっている。

平成９年からの多剤併用療法（ＨＡＡＲＴ）の開発により、ＨＩＶ・ＡＩＤＳは「不治の

特別な病」から「コントロール可能な一般的な慢性感染症」に移りつつあるとはいえ、根治

的治療法や予防薬がない疾患であることから常に最新の治療法の開発、治療ガイドラインの

作成や、社会的側面や政策的側面にも配慮した医学的・自然科学的研究等、エイズに関する

基礎、臨床、社会医学、疫学等の研究を総合的に推進する必要がある。また、平成８年の

ＨＩＶ訴訟の和解を踏まえた恒久対策の一環として、人権に配慮しつつ予防と医療の両面に

おけるエイズ対策研究の一層の推進を図るものである。

このような状況の中、平成１８年度の「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指

針（以下、エイズ予防指針）」の改正を踏まえ、今後５年間のエイズ対策の方向性の実現に

資する研究を優先的に採択する。（「エイズ予防指針の見直し検討会報告書(http://www.mh

lw.go.jp/shingi/2005/06/s0613-5b.html)」を参照。）

また、ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者が増加する中、エイズ研究分野に新たな研究者が参画

することを狙って、「若手育成型」研究枠を設ける。

＜新規課題採択方針＞

ＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する①臨床医学、②基礎医学、③社会医学

研究費の規模：１課題当たり8,000千円～80,000千円程度（１年当たり研究費）

（ただし、「若手育成型」については、8,000千円～15,000千円程度）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：５課題程度、「若手育成型」については３課題程度

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 臨床医学のうち次に掲げるもの
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・ＨＩＶの長期療養における課題を克服する研究 （２０２７０１０１）

(留意点）

長期療養に伴う医学的障害、合併症等の解決等に資する研究を採択する。

なお、ＨＡＡＲＴ等の長期的副作用の回避法、治療法の開発に資する研究を優先的に採

択する。

② 基礎医学研究のうち次に掲げるもの

・ＨＩＶの長期療養における課題を克服する研究 （２０２７０２０１）

（留意点）

ＨＡＡＲＴによる長期的副作用、合併症等の解決等に資する研究を採択する。

なお、免疫再構築症候群、薬剤による副作用、薬剤耐性により治療に難渋する症例の克

服に繋がる研究を優先に採択する。

③ 社会医学研究のうち次に掲げるもの

・ＨＩＶ陽性者等支援のための研究 （２０２７０３０１）

(留意点)

ＨＩＶ陽性者等が抱える固有の課題について明らかにし、その具体的な解決策を構築す

る研究を行う。特に、陽性者に対するより適切な相談・カウンセリングの手法を確立する

とともに、正確な情報を提供するための研究を優先する。

・個別施策層に対するＨＩＶ感染予防対策とその介入効果の評価に関する研究

（２０２７０４０１）

(留意点）

課題採択に当たっては、これまでの個別施策層への予防対策等の研究成果を踏まえ、具

体的な介入とその評価、並びに施策へ繋がるような提言を行える研究を優先する。また、

研究の効率性の点から、個別施策層(特に同性愛者等）との信頼関係のもとで実施される研

究を優先する。

【若手育成型】

エイズ研究の分野に新たに参画する研究者を促進し、増加しているＨＩＶ・エイズの各種

研究の推進を図ることを目的としている。社会医学、疫学研究については研究課題は設定し

ないが、「エイズ予防指針見直し検討会報告書（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s

0613-5b.html)」を踏まえた上で、特に行動変容科学等を用い成果を定量的に評価する研究で

かつユニークな研究を優先的に採択する。基礎、臨床研究分野については、ＨＩＶ長期療養

の課題を克服するための基礎となる研究について優先的に採択する。

（２０２７０５０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

① 「１０．期待される成果」につき、より具体的に把握するため、申請研究終了時に期

待される成果と、研究分野の長期的な成果（目標）とを別々に示すこと。

② 「１３．申請者の研究歴等」につき、より詳細に把握するため、以下のア及びイの項

目に該当する論文（全文）の写し３編を添付した研究計画書を１組として２０部提出す

ること。外国語文のものについては、日本語の要旨も添付すること。

ア．申請する課題に係る分野に特に関連するもの。

イ．申請者が第一著者、若しくは主となる役割を担ったもの。後者の場合はその簡
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潔な理由を添付すること。

※ 若手育成型については、アは必ずしも満たす必要性はない。

（２）肝炎等克服緊急対策研究事業

＜事業概要＞

肝炎については、現在、Ｂ型肝炎キャリアが110万人から140万人、Ｃ型肝炎キャリアが15

0万人から190万人存在すると推計されており、これらの患者は、何の症状も自覚せず肝機能

障害を来たし、症状が現れ始めた段階では、慢性肝炎・肝硬変・肝がんにすでに移行してい

る場合も少なくない。また、厚生労働省では、肝炎に関する総合的な施策を実施するため

「Ｃ型肝炎対策等に関する専門家会議」を設置し検討を行ってきたが、同会議においても肝

炎に関する研究、特に「新しい治療法に関する研究」は重要な対策の一つと位置づけている

ところである。

このようなことから、肝炎ウイルスの病態及び感染機構の解明並びに肝炎、肝がん等の肝

疾患予防及び治療法の開発等を目的とした研究を推進させる。

＜新規課題採択方針＞

肝炎ウイルス等について、その病態や感染機構の解明を進めるとともに、肝炎、肝がん等

の肝疾患予防、診断及び治療法等に資する研究

研究費の規模：１課題当たり10,000～150,000千円程度（１年当たりの研究費）

（ただし、「若手育成型」については、5,000～15,000千円程度）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１２課題程度 「若手育成型」については３課題程度

※各研究課題について原則として１研究を採択するが、採択を行わない又は複数の選択を

することがある。

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

①ウイルス性肝炎の進行防止に関する研究分野

○肝がんの早期診断に資する研究 （２０２８０１０１）

（留意点）

課題採択に当たっては、肝硬変及び肝細胞癌を早期発見するための新たな肝細胞癌の

分子マーカーの研究、肝臓癌の早期診断のための新たな画像診断法の開発に資する研究

を優先させる。

○慢性肝疾患における肝臓の線維化の機構の解明と線維化の阻止に関する研究
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（２０２８０２０１）

（留意点）

課題採択に当たっては、慢性肝疾患における肝臓の線維化の機構を解明し、線維化を

阻止することにより、肝炎患者の予後改善に資する研究を優先させる。

②肝疾患の治療における問題点に関する研究分野

○高齢者等の治療法及びウイルス肝炎治療における副作用の軽減や補助療法に関する研究

（２０２８０３０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、高齢化が進むウイルス性肝炎患者に対する適切な治療法を

開発、キャリアに対する治療の適応検討や副作用の軽減及び適切な補助療法を開発し、

患者等のＱＯＬ向上に資する研究を優先させる。

○肝疾患診療の費用対効果に関する研究 （２０２８０４０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、検査体制の強化、診療体制の整備、医療技術の進歩等を踏

まえ、医療経済学的観点から検討を行う研究を優先させる。

○肝炎・肝硬変に対する抗ウイルス剤以外の治療法に関する研究

（２０２８０５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、現在の抗ウイルス療法では根治できない肝炎・肝硬変患者

が存在することに鑑み、瀉血療法や亜鉛補充療法等の微量元素に関する研究や肝硬変に

対するアミノ酸製剤や食事療法についての治療指針を明らかにすることに資する研究を

優先させる。

③肝疾患臨床像の把握と対策の再構築に関する研究分野

○データマイニング手法を用いた効果的な治療方法に関する研究

（２０２８０６０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、データマイニング等の手法を用いて、個々の患者に適した

治療方法を導き出すことにより、治療効果と患者のＱＯＬの向上に資する研究を優先さ

せる。

○ウイルス性肝炎の母子間感染の実態把握とワクチン戦略の再構築に関する研究

（２０２８０７０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、政府の母子感染予防事業及び医療水準の向上、社会環境の

変化等により、その病態が大きく変化していることから、我が国における肝炎ウイルス

の母子間感染の実態を把握し、ワクチン戦略の再構築に資する研究を優先させる。

○非アルコール性脂肪肝疾患の病態に関する研究 （２０２８０８０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、非アルコール性脂肪肝疾患（ＮＡＳＨを含む）の疫学、病

態などの解析を行うことにより、新しい診断法や治療法の開発に資するための研究を優
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先させる。

④ウイルス性肝炎研究の基盤を構築するための基礎研究分野

○チンパンジーに代わる肝炎実験動物モデルを用いたウイルス性肝炎に関する研究

（２０２８０９０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、倫理的な理由等から我が国におけるチンパンジーを用いた

感染実験が不可能であるため、最近開発されたヒト肝細胞キメラマウス等新たな肝炎実

験動物モデル等を使用して、プロテオーム、トランスクリプトーム解析等を行い、治療

抵抗性肝炎ウイルスの対策について検討を加える研究を優先させる。

○肝炎ウイルスワクチン開発の基盤研究 （２０２８１００１）

（留意点）

課題の選択に当たっては、Ｃ型肝炎ウイルスに対する不活化ワクチン及び組換えウイ

ルスによるワクチン等により、医療従事者等のハイリスクグループに対する予防的なワ

クチン開発や治療的ワクチンの開発に資するための基盤的研究を優先させる。

○肝炎ウイルスキャリア成立の分子基盤に関する研究とそれに基づくキャリアからのウ

イルス排除と発症予防に関する研究 （２０２８１１０１）

（留意点）

課題の選択に当たっては、ウイルス感染、複製、粒子形成並びに肝疾患の発症に重要

な役割を担う宿主因子を明らかにし、複製増殖、病原性発現の分子機構を解明すること

により、肝炎ウイルス、特にＨＣＶの生活環の各ステップに関与する複数の宿主因子と

ウイルス蛋白質、遺伝子との相互作用を標的とした新たな阻害剤の開発に資するための

基盤的研究を優先させる。

【若手育成型】

○肝炎研究の分野に新たに参画する研究者を促進し、社会的にも重要な肝炎に関する各

種研究の推進を図ることを目的とする研究 （２０２８１２０１）

（留意点）

社会医学、疫学研究分野の研究について優先的に採択する。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待

される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体

的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記

載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマッ

プを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

（３）新興・再興感染症研究事業

＜事業概要＞
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近年、新たにその存在が発見された感染症（新興感染症）や既に征圧したかに見えながら

再び猛威を振るいつつある感染症（再興感染症）が世界的に注目されている。これらの新興

・再興感染症は、その病原体、感染源、感染経路、感染力、発症機序について解明すべき点

が多く、また迅速な診断法、治療法等の開発に取り組む必要がある。さらに病原体管理体制

強化として、原因となる病原微生物等検出法の開発・普及とバイオセキュリティー（保管法、

輸送法、安全性強化）、予防・治療法等について、関係省庁等と連携した研究が必要である。

また、このような感染症が発生した場合、国民への不安を解消するための情報提供の在り

方（リスクコミュニケーション）が重要となってくる。このため本事業は、国内外の新興・

再興感染症に関する研究を推進させ、これら感染症から国民の健康を守るために必要な研究

成果を得ることを目的とする。

なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のため、総合科学技術会議連携施策群新興

再興感染症ワーキンググループの下、文部科学省、農林水産省、環境省との共同・連携を図

っていくこととしている。

＜新規課題採択方針＞

ウイルス、細菌、寄生虫・原虫による感染症等に関連し、特に新型インフルエンザ、ウエ

ストナイル熱、アジアで流行している感染症等の国内への新たな流入・まん延防止のための

観点からこれらの感染症の病態解明、予防法、診断法、治療法、情報の収集と分析、行政対

応等に資する研究を行う（ただし、肝炎、ＨＩＶに関する研究を除く）。

研究費の規模：１課題あたり10,000～150,000千円程度（１年当たりの研究費）

（ただし、「若手育成型」については、10,000～15,000千円程度）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：２８課題程度、「若手育成型」については６課題程度

※各研究課題について原則として１研究を採択するが、採択を行わない又は複数の採択す

ることもある。

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 日本の感染症対策の再構築に関する研究分野

伝染病予防法及び他の個別疾患対策法を廃止、統合し、新しい感染症法が施行されてか

ら１０年目の節目として、２０１２年の排除を目指している麻疹（はしか）、未だ蔓延国

と定義される結核等に関する、感染症対策の点検及び再構築をするための研究を行う。

○我が国における一類感染症の患者発生時の臨床的対応に関する研究

（２０２９０１０１）

（留意点）
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課題の採択に当たっては、一類感染症患者発生時の医療機関等におけるバイオセーフ

ティに配慮した患者管理、接触者への対応、医療従事者等に対する教育等、患者の適切

な診断、治療と二次感染の防止等に必要な対応、関係者への告知・通報、リスクコミュ

ニケーション対応に関する研究等、医療機関及びその他の関係機関における具体的な対

応マニュアルを整備するための研究を優先させる。

○インフルエンザ及び近年流行が問題となっている呼吸器感染症の分析疫学研究

（２０２９０２０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、インフルエンザワクチンのハイリスク集団別有効性・安全

性等に関する研究、及び近年、小児のみならず青少年や成人の間でも流行している百日

咳について予防接種の有効性と関連要因に関する研究、並びに、市中肺炎に対する肺炎

球菌ワクチンの予防効果と肺炎罹患のリスク因子に関する研究を分析疫学的手法を用い

て行うなど、近年の流行とその対策が問題となっている呼吸器感染症の実態把握と有効

な対策に資するための研究を優先させる。

○我が国における日本脳炎の現状と今後の予防戦略に関する研究 （２０２９０３０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、日本脳炎の予防接種の勧奨が見合わされている中で、我が

国における日本脳炎の発症率及び発症時の病態等を明らかにするとともに、我が国にお

いて取るべき予防戦略についての検討に資する研究を優先させる。

○予防接種の費用対効果に関する研究 （２０２９０４０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、インフルエンザ菌ｂ型に対するワクチンを含む費用対効果

に関する研究を優先する。

○その他、我が国の感染症対策に直接的に資する研究 （２０２９０５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、現在の感染症対策の点検及び再構築に迅速に反映させるこ

とのできる研究を優先する。

② 感染症の新たな脅威への対応に関する研究分野

数十年ごとに多くの死者を出している新型インフルエンザ対策、世界情勢の変化の中で

警戒の必要性が高まっているバイオテロに対し、迅速に対応するための迅速診断検査法、

ワクチン開発等の研究を行う。

○新型インフルエンザに対する危機対応準備に関する研究 （２０２９０６０１）

（留意点）

採択に当たっては、新型インフルエンザ出現時の早期探知（ウイルス同定）とリスク

評価、新型ワクチンの緊急開発、増産、備蓄、有効な使用方法並びに副作用と効果判定、

抗ウイルス剤の有効な使用方法、社会・経済的影響等に関する研究等、新型インフルエ

ンザに対する危機対応準備に資する研究を優先させる。

○テロの可能性のある病原体等の早期検知・迅速診断法の開発とその評価法の確立に関

わる研究 （２０２９０７０１）
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（留意点）

課題の採択に当たっては、事件ないし環境由来検体からの有効な早期探知法及び迅速

検査法の確立、感染症法改正で規制強化された特定病原体と新たな病原体等の迅速診断

法並びに確認方法の開発、有効な除染方法の確立、臨床診断支援方法及び有効な治療方

法の確立とこれらに必要な人材育成に関する研究等、近年世界的な脅威となっている生

物テロ対策の強化に資する研究を優先させる。

○新型インフルエンザの大流行に備えた備蓄薬の管理体制に関する研究

（２０２９０８０１）

（留意点）

我が国においては、新型インフルエンザ発生に備え、プレパンデミックワクチン、抗

インフルエンザウイルス薬を備蓄しているが、薬剤には使用期限があることから、使用

期限後の薬剤の取扱いについて検討する必要がある。課題の採択に当たっては、保管期

間と薬剤の品質、有効性についての評価方法を検討する研究及び、管理体制、使用期限

後の薬剤の取扱いについての研究を優先させる。

○新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究 （２０２９０９０１）

（留意点）

新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策は、多岐の分野にまたがることから、社

会的な視点から検討する必要がある。課題の採択については、多くの専門家が議論を行

うワークショップの開催等を通じ、大流行時のより効果的な対策を検討する研究を優先

させる。

○新型インフルエンザの流行予測に関する研究 （２０２９１００１）

（留意点）

我が国における新型インフルエンザ発生に備えるためには、日本の実情に基づいた流

行予測や、対策による被害の軽減予測を基に対策を講じる必要がある。課題の採択につ

いては、日本のデータや条件を基にした新型インフルエンザの被害予測や対策の有効性

についての研究を優先させる。

○新型インフルエンザの大流行に備えた訓練に関する研究 （２０２９１１０１）

（留意点）

我が国においては、国や都道府県、関係機関等において新型インフルエンザ発生に備

えた訓練を実施しているが、発生時により効果的な対策を講じるために、関係機関の対

応や連携等の訓練について更に検討する必要がある。課題の採択に当たっては、訓練実

施のシナリオや訓練体制、訓練の実施方法についての研究を優先させる。

○新型インフルエンザ発生時における事業継続計画策定に関する研究

（２０２９１２０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、新型インフルエンザ発生時の社会機能維持に必要な事業者

における事業継続計画の在り方、及び事業継続計画ガイドラインの策定の研究を優先さ

せる。

○研究施設におけるバイオリスクマネジメントの強化に関する研究

（２０２９１３０１）
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（留意点）

課題の採択に当たっては、国内の地方衛生研究所をはじめ医療・教育関連の病原体取

扱施設における現場でのバイオリスク管理の普及と徹底を図るための効果的な教育ツー

ルの開発と普及、先進的な取組を行っている海外情報の収集と我が国の施策への反映等、

感染症法改正に基づいて強化された病原体管理の徹底及びバイオリスクの取扱いとリス

クコミュニケーション教育の充実に資するための研究を優先させる。

○潜在性結核菌の病原性及び発症に係る分子生物学的研究 （２０２９１４０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、潜在性結核菌感染を引き起こす結核菌の病原性や発症に係

る分子機構の解明、発病に至る宿主要因の解析、潜在性結核菌の薬剤標的の検索及びワ

クチン候補分子の探索等、新規抗結核薬やワクチンの開発に必要な基盤を提供すること

に資する研究を優先させる。

○罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究 （２０２９１５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、欧米先進国ですでに結核対策として導入されている病原体

サーベイランスを我が国において導入するための研究及びそれに必要な菌バンク機能確

立のための研究等、近年の罹患構造の変化に対応した適切な結核対策を再構築するため

の基盤となる研究を優先させる。

○COPD等における難治性感染症の病態把握等に関する研究 （２０２９１６０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、慢性壊死性肺糸状菌感染症の病態把握、診断プロトコルの

作成、治療効果の検証等、糸状菌感染症の診断治療の確立に資する研究を優先させる。

○その他、我が国にとって脅威となり得る新興・再興感染症に関する研究

（２０２９１７０１）

（留意点）

採択に当たっては、我が国の感染症対策上、重要度の高い感染症に関する研究を優先

させる。

③ 国際的な感染症ネットワークを活用した対策に関する研究分野

不十分な医療資源下で発生しやすく治療が極めて困難な多剤耐性結核菌、地球温暖化に

伴い北進を続けるデング熱、ウエストナイル等の節足動物媒介感染症、旅行者下痢症とし

て問題になっている耐性菌腸チフス等下痢症等、周辺諸国における発生動向の正確な把握

やコントロールが、我が国自体を新たな感染症から守る重要な対策であることを鑑み、ア

ジア諸国を中心に感染症の状況の把握、相手国の感染症サーベイランスの質の向上に資す

る研究を行う。

さらに、治療薬等に対する営利企業の投資が少ない途上国に多く見られ先進国に少ない

疾患であるいわゆる”顧みられない病気(Neglected Disease)“に対する研究を実施する。

○アジアの研究機関との連携におけるラボラトリーネットワークの強化に関する研究

（２０２９１８０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、これまで構築してきたアジア諸国との連携にASEAN＋３を加
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え、各病原体の検査法の共有化、病原体ゲノムの多様性に基づくデータベースの構築、

ASEAN＋３に対する検査法の普及等を行いアジア研究機関等との連携におけるラボラトリ

ーネットワークの強化を図ることに資する研究を優先させる。

○輸入感染症としての多剤耐性結核の対策に関する研究 （２０２９１９０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、アジア諸国の結核対策研究ネットワークの確立、我が国に

おける外国人結核の発生状況と治療の実態把握及び必要な対策の検討等を行い、我が国

における輸入感染症としての結核に対する有効な対策を構築することに資する研究を優

先させる。

○地球温暖化に伴い変化する感染症に対する早期防御法の確立に関する研究

（２０２９２００１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、地球温暖化がウイルス、細菌、寄生虫・原虫、真菌等の各

感染症に及ぼす影響を明らかにするためのモニタリング方法を確立し、国及び世界レベ

ルでの影響予測を行うとともに、これらの変化を早期に感知し、防御策を講じるための

技術基盤の確立に資するための研究を優先させる。

○顧みられない病気に関する研究 （２０２９２１０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、腸管寄生原虫・寄生虫症等の発展途上国に多く見られるが

先進国での発生が少ない感染症に関する研究を優先させる。なお、研究成果を特許化し

た場合については、発展途上国においてはその特許権を行使しないこと。

○その他、海外からの感染症の進入阻止に資する研究 （２０２９２２０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、周辺諸国からの我が国へ感染症の進入阻止に資する研究を

優先させる。

④ 感染症対策に係る基盤整備分野

迅速な対応の基盤となる感染症の発生動向に関し、地理的な解析をより詳細に出来るシ

ステムの開発、近年進展著しい電子カルテを活用した入力の省力化（言語の標準化）等の

情報基盤の整備、リスクコミュニケーションの在り方、バイオセーフティ・バイオセキュ

リティの最新の知見の規制への反映等、個別の疾病ではなく、感染症全体の基盤整備とな

る研究を行う。

○感染症に対する国民のニーズの把握及び適切な情報提供に関する研究

（２０２９２３０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、平時には感染症全般の電話やメールに対する相談に対応し、

新型インフルエンザ等の健康危機時にはその規模を速やかに拡大しコーリングセンター

として国民への適切な情報提供を行うための在り方の検討を行うと共に、国民のニーズ

を把握するための検討を行う研究を優先する。

○予防接種の国民理解の深化に関する研究 （２０２９２４０１）
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（留意点）

課題の採択に当たっては、国民に対し予防接種により防ぎ得る疾患の重篤性と予防接

種により引き起こされ得る健康被害について正確な情報を提供することを通じ予防接種

の重要性に関し国民理解を促進させるための戦略の検討に関する研究を優先する。

○健康被害審査の効率化に関する研究 （２０２９２５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、我が国の予防接種に関する健康被害データベースの整備、

海外の予防接種による健康被害の状況把握、論文検索による健康被害の事例収集等、予

防接種により引き起こされる健康被害の救済に関する審議会の効率化に資する研究を優

先させる。

○病原体検査の効率化に関する研究 （２０２９２６０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、感染症対策に重要な病原体検査を推進するため、バイオセ

ーフティ・バイオセキュリティ規制に適応した病原体検査のためのネットワーク化等、

効率的な病原体検査の在り方について検討する研究を優先する。

○感染症対策における地理情報システムに関する研究 （２０２９２７０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、感染症法に基づく感染症サーベランスシステムとの連動を

考慮している研究を優先する。

○その他、感染症対策の高度化に資する基盤整備型研究 （２０２９２８０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、感染症サーベランスの高度化、感染症に関する啓発の在り

方の研究等、個別の疾病ではなく、感染症対策全体の高度化に資する研究を優先させる。

【若手育成型】

○新興・再興感染症の研究分野への研究者の新たな参画を促進し、感染症対策に関する研

究の推進を図ることを目的とする研究 （２０２９２９０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に当該研究により期待さ

れる科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的

に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載

するとともに、実際の医療等への応用に至る行程を含めた研究全体の具体的なロードマップ

を示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

９．こころの健康科学研究事業

＜事業概要＞
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自殺者数が高い数値で推移する問題をはじめ、社会的関心の高い統合失調症やうつ病、睡

眠障害、ひきこもり等の思春期精神保健の問題、また自閉症やアスペルガー症候群等の広汎

性発達障害等のこころの健康に関わる問題と、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、免疫

性神経疾患等の神経・筋疾患に対して、心理・社会学的方法、分子生物学的手法、画像診断

技術等を活用し、病因・病態の解明、効果的な予防、診断、治療法等の研究・開発を推進する。

また、障害者自立支援法や心神喪失者等医療観察法等による新たな行政課題への研究的な

対応を図る。併せて若手研究者による研究を活性化するため、「若手育成型」による研究課

題を募集する。

＜新規課題採択方針＞

精神疾患及び神経・筋疾患について、データの蓄積と解析を行うことにより、病因・病態

の解明、画期的な予防、診断、治療法等の開発のための研究を実施する。また、心神喪失者

等医療観察法における処遇及び医療等に関する研究・精神保健医療福祉の改革ビジョンの成

果に関する研究を実施する。

研究費の規模：

精神疾患分野 １課題当たり 5,000～50,000千円程度（１年当たりの研究費）

神経・筋疾患分野 １課題当たり10,000～50,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年、ただし若手育成型については３年

新規採択予定課題数：２０課題程度、「若手育成型」については数課題程度

※各課題につき原則として一つ又は複数の研究を採択するが、応募状況等によっては採択

を行わないことがある。

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

（精神疾患分野）

【一般公募型】

① 精神疾患の新しい診断法・治療法の確立に関する研究 （２０３００１０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、統合失調症や気分障害、神経症性障害等の症例の多い精神疾

患について実現可能性が高いとされる診断法、治療法の効果を疫学的に実証する研究計

画を評価する。

② 精神科領域における薬物療法の最適化に関する研究 （２０３００２０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、薬物の大量投与等の日本の薬物療法の現状や、日本人の特性

を踏まえた上で、科学的データに基づいた薬物療法の最適化および均てん化に関わる具

体的研究計画を評価する。
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③ 発達障害の実態把握のための疫学調査 （２０３００３０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、発達障害者の実態について、十分なサンプルに基づいた疫学

調査により、生涯を通じた対策を実施する上で必要となる基盤的な研究計画を評価する。

④ うつ病の診断技術と社会復帰プログラムに関する研究 （２０３００４０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、新健康フロンティア戦略に基づき、うつ病の客観的かつ簡便

な診断方法の確立と、うつ病の病型や社会環境的要因別の社会復帰プログラムについて、

具体的な在り方に関する研究を評価する。

⑤ 国内外の精神科医療における疾病分類に関する研究 （２０３００５０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、国内外の精神科疾患の取り扱いについての情報を整理し、今

後予定されている国際疾病分類（ICD）の見直しに向けた提言を行う研究を評価する。

⑥ 精神科病院の将来的なニーズに基づく機能分化とその評価に関わる研究

（２０３００６０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、日本の精神疾患患者について、将来的な疾患、年齢構成の変

化を踏まえた上での精神科病院の機能分化の在り方とその評価に関わる研究を評価する。

⑦ 大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究

（２０３００７０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、大規模災害や犯罪被害等による外傷後ストレス反応を中心と

した精神疾患の実態把握及び精神科的介入方策の開発研究を評価する。

⑧ 統合失調症の未治療期間とその予後に関する疫学的研究 （２０３００８０１）

（留意点）

課題の採択に際しては、統合失調症の未治療期間と予後の関係を疫学的手法により明

らかにするとともに、未治療期間に影響する要因を検討する研究を評価する。

⑨ 心神喪失者等医療観察法制度における専門的医療の向上に関する研究

（２０３００９０１）

（留意点）

心神喪失者等医療観察法制度における医療の実態把握、鑑定の質的向上に関する研究

を評価するとともに、研究成果が制度の維持・向上に直結し、具体的な方策等を提示す

る研究であること。

⑩ 緊急に実態を把握し対策を講ずるべき精神疾患に関する研究 （２０３０１００１）

（留意点）

上記①～⑨以外の課題であって、緊急に対応すべき精神疾患に関する研究であること。

課題の採択に際して、研究としての重要性、公衆衛生的・臨床的意義、他研究との重複

の有無などを評価する。
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【若手育成型】

研究水準の向上、従来の手法にとらわれない新たな手法の開発のために、若手の研究者を

積極的に育成するため、上記①～⑩の一般公募型の課題につき、数課題採択する。

（２０３０１１０１）

（神経・筋疾患分野）

【一般公募型】

① ニューロパチーの病態解明に関する研究 （２０３０１２０１）

（留意点）

遺伝的背景など内的要因、感染・免疫や酸化ストレスなど外的要因の両面から、ニュ

ーロパチーの原因を特定するとともに、発症機序を解明し、もって予防や治療への展望

を広げる研究であること。

② 筋ジストロフィーの病態解明と治療法開発に関する研究 （２０３０１３０１）

（留意点）

筋ジストロフィーの中でも研究が遅れている肢帯型の発症機序の解明を効果的に進め

る研究や、筋ジストロフィーの治療法を開発し臨床応用を進める研究を行うものとする。

③ 自律神経機能異常を伴う病態の解明と診断・治療法の開発に関する研究

（２０３０１４０１）

（留意点）

近年、自律神経機能異常を背景とした病態が、諸症状をきたし国民のＱＯＬを大きく

損なっている。これまで、客観的な診断や効果的な治療が難しかったことから、これら

の病態の診断・治療を、客観的な評価に基づき、科学的に進める研究を採択するものと

する。

④ 神経・筋疾患に対する画期的診断・治療法の開発に関する研究

（２０３０１５０１）

（留意点）

難治性といわれた神経疾患や筋疾患に対しても、近年では、基礎研究の成果に基づき、

治療法の開発研究が盛んになり大きな潮流になっている。この流れを大きく進める、画

期的な診断・治療法の開発に関する研究を採択するものとする。

⑤ 神経・筋疾患に対する診断・治療法の確立に関する臨床研究 （２０３０１６０１）

（留意点）

難治性の神経・筋疾患についても、近年、診断・治療法の開発が盛んになされており、

その成果を臨床の場に還元するため、効果を確立するための臨床研究を行うものとする。

検証すべき仮説が明確で、効果の確立に十分な規模の臨床研究であり、研究期間に向け

た準備が周到に行われているものを優先して採択する。

【若手育成型】 （２０３０１７０１）

研究水準の向上、従来の手法にとらわれない新たな手法の開発のために、上記の課題につ

き若手の研究者を積極的に育成するため、上記①～⑤の課題につき、数課題採択する。

＜研究計画書を作成する際の留意点＞
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目標を明確にするため、上記応募研究課題（精神疾患分野：①から⑩、若手育成型、神経

・筋疾患分野：①から④、若手育成型）において、研究計画書の「１０．期待される成果」

に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的

・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごと

の計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療等への応用に至る工程を含めた研究全

体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付

すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照。）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られ

ている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等に

ついて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理

的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

１０．地域医療基盤開発推進研究事業（仮称）

＜事業概要＞

労働集約型サービスである医療サービスの分野は、人口の少子・高齢化において、医療ニ

ーズの多様化・高度化に適切に対応するため、より一層の省力化と効率化した医療提供体制

の構築と良質な医療サービスの提供、また、医学・医療技術や情報通信技術の進歩等を活用

し、時代の要請に応じた効率的な医療システムを構築することにより、豊かで安心できる国

民生活の実現が求められている。

このため、本研究事業は、良質な医療を合理的・効率的に提供する観点から、既存医療シ

ステム等の評価研究、医療安全体制確保に関する研究、根拠に基づく医療に関する研究等を

支援し、より質の高い効率的な医療サービスの提供に資することを目的としている。

なお、本研究事業においては、医療現場の安全確保のための研究分野等において積極的に

人材育成を進める観点から、若手研究者による「若手育成型」の研究を募集する。

＜新規課題採択方針＞

課題採択に当たっては、平成１５年８月の「医療提供体制の改革のビジョン（厚生労働省）」

（http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0430-3a.html）に示された医療提供体制の将来像

のイメージの実現に資するような研究及び社会保障審議会医療部会における「医療提供体制

に関する意見中間まとめ」（http://www.mhlw.go/jp/singi/2005/08/s0801-2b.html）におい

て個別論点となっている研究課題を優先的に採択する。

それぞれの公募研究課題において特に優先して採択する研究等がある場合には、該当する公

募研究課題のところに示している。
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研究費の規模：１課題当たり2,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

「若手育成型」については、3,000千円～5,000千円程度

（１年当たりの研究費）

研究期間：１～２年

新規採択予定課題数：３０課題程度（「若手育成型」１～２課題程度を含む）

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 生命・健康のセーフティネット確保に関する研究

(ｱ) 救急医療体制の推進に関する研究 （２０３１０１０１）

（留意点）

地域で安心して受けられる救急医療体制を確保するため、米国ER方式の導入など、

将来の我が国における一連の救急医療体制（救急医療機関内の体制、救急搬送機関と

医療機関との連携、救急医療情報システム等）の在り方について、総括的に具体的提 言を行

う研究を優先する。

② 医療情報のセキュリティ確保及び利活用に関する研究

(ｱ) 患者・国民の視点を重視したＥＢＭの効果的な普及・促進と適用手法、医療技術の

体系的な評価に関する研究 （２０３１０２０１）

(ｲ）診療ガイドラインの普及と、その健康アウトカム等に与える影響に関する研究

（２０３１０３０１）

（留意点）

診療ガイドラインの診療現場への一層の普及・理解・定着を促進するための研究を

優先して採択する。

(ｳ) 統合医療に関する研究

（留意点）

西洋医学に含まれない医療領域である相補・代替医療に該当する漢方、あん摩マッ

サージ、はり、きゅう等のほか、食事療法、カイロプラクティック等及びヨガ・精神 療法等

を現代西洋医療と効果的に組み合わせた医療を統合医療と呼ぶ。

上記、統合医療について、下記ｱ)、ｲ)に該当する研究課題を公募する。

ｱ) 内外における統合医療の現状調査。その内容（具体的手法、作用機序）、施行

規模、経済学的評価など。 （２０３１０４０１）

ｲ) 現代西洋医学との併用により、その効果を高めたり、新たな効果を示す統合医

療の評価に関する研究。 （２０３１０５０１）
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(ｴ) 医療情報ネットワークの総合的なセキュリティ確保に関する研究

（２０３１０６０１）

（留意点）

ここでいう「医療情報ネットワーク」とは、個々の医療情報システムを接続、連携

するための環境設備である。

なお、以下の事項に関する研究を優先して採択する。

・セキュリティや標準化などの技術的課題に関する研究

・技術課題に加え、制度的・社会的課題の解決をも視野に入れた内容を含む研究

・個人情報保護に配慮した医療情報の利活用に関する研究

(ｵ) 医療安全対策の推進基盤となる医療情報システムの開発と利活用に関する研究

（２０３１０７０１）

（留意点）

ここでいう「医療情報システム」とは、電子カルテシステムやオーダエントリーシ

ステム等の主に医療機関で使用される情報処理システムの総称である。

なお、以下の事項に関する研究を優先して採択する。

・用語・コード・メッセージ交換規約・文書及び運用等の標準化や、システム間の相

互運用性確保に向けた研究

・医療情報の健診・介護等との分野横断的利活用や、地域間共有に関する研究

・医療従事者の労務軽減や医療安全に資する、ユーザーインターフェイスや人間工学

を応用したユニバーサル・デザイン等マン・マシンインターフェイスに関する研究

③ 地域医療の基盤確保と医療のアクセス確保に関する研究

(ｱ) へき地医療に関する研究 （２０３１０８０１）

（留意点）

地域における医師確保が叫ばれる中、へき地において、対象人口の減少とともに医師

確保が懸念される産科・小児科を中心に、医師確保に係る取組の現状調査及び分析を行

いつつ、へき地における医療提供体制の在り方について、具体的提言を行う研究を優先

する。

(ｲ) 在宅医療を含む療養環境の開発・整備に関する研究 （２０３１０９０１）

（留意点）

ＡＬＳなどの医療依存度の高い在宅療養者に関する研究を優先して採択する。

(ｳ) 在宅における看取りの充実に関する研究 （２０３１１００１）

(ｴ) 地域医療を支える医療機器の適正使用の確保に関する研究

（２０３１１１０１）

（留意点）

以下の事項に関する研究を優先して採択する。

・医療機器の適正使用のためのガイドライン策定に資する研究

・使用者の技能習得に資する研修等に関する研究

・医療機関における保守点検の状況調査及びその適正な実施に資する研究

(ｵ) 医療技術の社会的役割と経済性の評価に関する研究 （２０３１１２０１）
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（留意点）

先端的な医療機器を用いた医療技術の評価に関する研究を対象とし、以下の事項に

関する研究を優先して採択する。

・医療機器の種類や特性を考慮し、実用化可能な評価手法を提案する研究

・QALYやDALYといった医療の質に関する考察を行う研究

・実用化されている既存事例を用いた具体的な検証を行う研究

(ｶ) 在宅における緩和ケアの充実させるための新たな機器の開発に関する研究

（２０３１１３０１）

(ｷ) 医療の質向上及び地域格差是正に資する遠隔医療等の適切な情報通信技術の活用及び体制確

保に関する研究 （２０３１１４０１）

（留意点）

専門医の偏在等に伴う医療の地域格差の解消と医療の質及び信頼性の確保に資するもので

あり、遠隔医療技術の対象となり得る領域等を拡大させるために必要な技術的及び社会制度

的諸問題の解決に寄与するものであること。

④ 医療現場の安全確保のための研究

(ｱ) 医療の質と安全性の向上に関する研究

ｱ) 医療機関の従業者に対する医療安全研修の効果的な実施手法の開発に関する研

（２０３１１５０１）

（留意点）

医療機関の従業者に対する医療に係る安全管理のための研修における達成目標及び標準的

カリキュラムの開発として、医療機関において医療に係る安全管理のための従業者研修を

企画するに当たり盛り込むべき基本的な事項について体系的に整理し、医療機関における

研修の企画、評価に活用可能なものであること。特に医療機関の規模や診療内容の特性を

考慮した研究を優先して採択する。

ｲ)処方せんの標準的な記載方法の普及に関する研究 （２０３１１６０１）

（留意点）

処方せんの標準的な記載方法についての検討を行うとともに、モデル的な実施を

行い、処方せんの標準的な記載方法の導入に向けた提言を行う研究を優先して採択 する。

ｳ)外科医療技術向上のためのトレーニングの在り方に関する研究

（２０３１１７０１）

（留意点）

外科医の手術におけるテクニックを向上させるために必要なトレーニングの在り方につ

いて、その方法を分析・整理・開発し、全ての分野（胸・腹部外科、脳外科、整形外科等）

において、理想のトレーニング方法についての共通認識をとりまとめ、今後の外科医の

トレーニングの在り方を提言する研究を優先して採択する。

(ｲ) 医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止対策の徹底に関する研究

ｱ) 院内事故調査委員会の運営指針の開発に関する研究 （２０３１１８０１）

（留意点）

医療機関において発生した医療事故に関する当該医療機関内の事故調査委員会における

事例の分析、改善策の企画立案及びその評価の在り方等に関する具体的な方策の開発に資
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する研究を優先して採択する。

なお、院内事故調査委員科の中立性、公平性、透明性の確保の方策や外部の調査組織と

の連携の在り方についての提言を含めること。

ｲ) 診療行為に関連した死亡の届出様式及び医療事故の情報処理システムの開発に関

する研究 （２０３１１９０１）

（留意点）

中立的第三者機関が、診療行為に関連した死亡について医療機関から収集すべ

き情報や収集された情報の分析方法等に関する情報処理システム等の開発に資す

る研究。特に、現在、財団法人日本医療機能評価機構が実施している医療事故情

報収集等事業の実績を踏まえたシステムの開発に資する研究を優先的に採択する。

ｳ) 診療行為に関連した死亡の調査分析における解剖を補助する死因究明手法の検証

に関する研究 （２０３１２００１）

（留意点）

死因究明の際に行う解剖において、画像診断機器等を用いた補助診断の有用性、有

効性、効率性等について検討し、診療行為に関連した死亡の死因究明を行うための手法の

より効果的な在り方について提言を行う研究を優先的に採択する。

ｴ) 診療行為に関連した死亡の調査分析に従事する者の育成及び資質向上のための手

法に関する研究 （２０３１２１０１）

（留意点）

診療行為に関連した死亡の調査分析を行う際に、診療録等の調査を通じて医療内容の評

価を行う者を育成するための研修プログラムや遺族の心理等に配慮した適切な対応が行え

る者を育成するための研修プログラムの開発に資する研究。特に研修プログラムの開発に

当たっては、診療行為に関連した死亡の調査分析に従事する者の資質向上に当たっての課

題を明確にし、育成のための手法を体系的に提言するものであること。

(ｳ) 医療放射線管理に関する研究 （２０３１２２０１）

(留意点)

診療放射線機器の保守点検の実施状況等に関する研究、放射線診療の連携体制・共同利用・

遠隔診療等の実施状況の把握に関する研究等の改正医療法の主旨を踏まえた研究を優先する。

(ｴ) 諸外国の歯科補綴物に関する研究 （２０３１２３０１）

（留意点）

諸外国における歯科補綴物に関する制度に関する研究、かつ、諸外国で作製された歯科補綴

物の使用実績等の実態調査等に関する研究を優先して採択する。

(ｵ) 医療倫理の変遷についての法的・歴史的考察に関する研究 （２０３１２４０１）

（留意点）

患者の人権保護、医師の専門職としての職業倫理の維持・向上に関する研究を優先

して採択する。

⑤ 地域医療で活躍が期待される人材の育成・確保に関する研究

(ｱ) 医師と医療関連職種等との連携や勤務形態の在り方に関する研究

（２０３１２５０１）
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（留意点）

現在の医師の業務実態を明確化し、過剰業務となっている医師の労働軽減に資する

研究を優先して採択する。

(ｲ) 看護の質の向上に関する研究（アウトカム指標の開発・活用、教育カリキュラム評

価等） （２０３１２６０１）

（留意点）

専門性の高い知識・技術を有する看護師による皮膚ケア等におけるアセスメントと

看護介入との構造化（プロトコルの作成を含む）に関する研究を優先して採択する。

(ｳ) 新人看護師の看護実践能力向上に関する研究 （２０３１２７０１）

（留意点）

新人看護師が習熟すべき看護実践能力のうち、免許取得後の看護師でなければ獲得できない

能力の選別とその研修方法の開発に関する研究を優先して採択する。

(ｴ) 看護職員の需要と供給の将来推計に関する研究 （２０３１２８０１）

（留意点）

過去の需給見通しの検証及び中・長期的な将来推計に関する研究を優先して採択す

る。

(ｵ) 医師等の養成方法の充実に資する研究

ｱ）医師等国家試験の改善の提言等に関する研究 （２０３１２９０１）

（留意点）

臨床能力の向上に寄与する試験（問題）の在り方の研究を優先して採択する。特に歯科

医師国家試験の実地試験、歯科技工士試験の在り方に関する研究を優先する。

ｲ) 医師等臨床研修制度の充実に資する研究 （２０３１３００１）

（留意点）

新医師臨床研修制度における研修内容の充実のため、様々な視点・角度から研修内容の

評価を試行し、その評価手法を検証したうえで改善点を抽出する研究を行う。また、医師

臨床研修に関する院内体制（いわゆる屋根瓦方式による指導体制や交代勤務体制等）や、

医師臨床研修と地域医療との関連（医師臨床研修における地域医療研修の成功事例や、研

修を終えた医師の地域医療への貢献等）について、他の病院が研修内容の充実のため参考

とできる理想的な成功事例を収集し分析する研究を優先して採択する。

ｳ) 医学部教育、医師国家試験、医師臨床研修制度の今後の在り方に関する研究

（２０３１３１０１）

（留意点）

医学部教育、医師国家試験、医師臨床研修制度を総合的に検討し、優れた医師を養

成するためにそれぞれの役割を明確化する研究を優先して採択する。

(ｶ) 地域医療に貢献する医師等の需給に関する研究 （２０３１３２０１）

（留意点）

小児科、産婦人科の医師の地域間・診療科間移動や離職等の時期や動向について、詳細に分

析し、その特徴を明らかにする研究を優先して採択する。

(ｷ) 未就業歯科衛生士の現状の把握とその活用に関する研究 （２０３１３３０１）
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（留意点）

未就業歯科衛生士の現状把握及び、再就職希望の歯科衛生士の研修の在り方等に関

する研究を優先して採択する。

【若手育成型】

① 若手研究者が上記①～⑤の公募課題において主体となって行う研究

（２０３１３４０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期

待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを

具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目

標を記載するとともに、実際の施策等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロ

ードマップを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価

及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場

合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあ

り得ることに留意すること。

「②(ｳ)統合医療に関する研究」に関しては、以下の事項に留意して応募すること。

ア．介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ

等ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関す

る諸条件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について

参照）。

なお、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に

添付すること。

イ．介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究

倫理指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画

策定に当たっての研究倫理に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承

認が得られている（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び

補償の内容等について患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び

倫理的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

ウ．「臨床研究に関する倫理指針」（平成１６年厚生労働省告示第４５９号）を遵守する

こと。

１１．労働安全衛生総合研究事業

＜事業概要＞

労働災害により今なお年間５５万人が被災するとともに、職業性疾病も依然として後を絶た

ない状況にある。また、一般健康診断において所見を有する労働者が５割近くを占め、仕事や

職業生活に関する強い不安やストレスを感じている労働者が６割を超える中で、過重労働対策

やメンタルヘルス対策の充実が求められている。さらに、職場における化学物質の健康影響に

ついては、社会的な問題となっている。

このような課題に今後より一層的確に対応するため、本研究事業は、職場における労働者の

安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための研究を総合的に推進

することとする。
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＜新規課題採択方針＞

① 事業場における過重労働による健康障害防止対策を促進させるための研究

② 事業場におけるメンタルヘルス対策を促進させるための研究

③ 事業場における職業性疾病予防対策を促進するための研究

④ 企業の安全衛生活動の社会的評価、経済効果等に関する研究

⑤ 労働現場におけるリスクアセスメント等に関する研究

⑥ 予防原則に基づく包括的な化学物質規制体制の構築に関する研究

⑦ 労働環境等の変化や多様なニーズを踏まえた産業保健サービスの在り方に関する総合

研究

⑧ 上記課題以外の、労働安全衛生に関し重要性、緊急性が高い研究

研究費の規模：１課題当たり5,000～15,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１５課題程度

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

（１）事業場における過重労働による健康障害防止対策を促進させるための研究

（２０３２０１０１）

新たに改正労働安全衛生法により義務づけられた長時間労働者に対する医師による面接

指導の実施措置を小規模事業場に対し普及・徹底を図る等の、事業場における過重労働に

よる健康障害防止対策を促進させるための研究。特に、小規模事業場における過重労働対

策の定着に関する調査研究及び面接指導に係る医師用チェックリストの改良に関する研究

を優先する。

なお、当該研究結果を踏まえ、小規模事業場への面接指導制度の定着方法を検討すると

共に、チェックリストの見直し、普及を進める。

（２）事業場におけるメンタルヘルス対策を促進させるための研究 （２０３２０２０１）

平成20年度から始まる第11次労働災害防止計画の一環として、メンタルヘルス不調を予

防するために実効性のある対策の手法を確立する等、事業場におけるメンタルヘルス対策

を促進させるための研究。特に、事業場におけるメンタルへする対策に係るグッド・プラ

クティスの分析･評価に関する研究及び職場における「うつ」の実態に関する調査研究を優

先する。

なお、当該研究結果を踏まえ、メンタルヘルス不調を予防するために実効性のある対策

の手法を確立し、全国の事業場に普及させることにより、業務による精神障害等の減少を

図る。

（３）事業場における職業性疾病予防対策を促進するための研究 （２０３２０３０１）

死亡災害が後を絶たない熱中症や、いまだに多くの有所見者がみられるじん肺等につい

ての知見の収集、研究等、事業場における職業性疾病予防対策を促進するための研究。特

に、熱中症予防対策の促進を図るための研究、粉じん作業における個人サンプラーの活用

等による測定方法及び評価方法に関する調査研究及び労働環境における電磁界によるばく

露に関する研究を優先する。
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なお、当該研究結果を踏まえ、熱中症予防については、具体的な基準の策定に向けた検

討を進める、粉じん作業現場における作業環境の測定手法については、調査研究結果を踏

まえてどのような手法が適当か検討を進める、電磁界ばく露については、具体的なばく露

防止の検討を行う。

（４）企業の安全衛生活動の社会的評価、経済効果等に関する研究 （２０３２０４０１）

企業における安全衛生活動を促進するため、企業の労働災害防止活動の社会的価値等に

関する研究。

なお、当該研究結果を踏まえ、企業の安全活動の社会的評価に関する知見を収集するこ

とにより、労働災害の減少を図る。

（５）労働現場におけるリスクアセスメント等に関する研究 （２０３２０５０１）

個々の危険な機械、作業等に係る災害防止のための新たな産業安全対策の手法の確立等

を図るための労働現場におけるリスクアセスメント等に関する研究。特に、機械設備の経

年劣化によるリスクの評価手法に関する研究、構造物からの墜落・転落防止のための新た

な機材の開発に関する研究、土砂崩壊防止のための対策工に関する研究、粉じん爆発災害

防止技術の開発に関する研究、ＩＴ、制御技術等の新技術を活用した産業安全対策強化の

ための研究、危険な機械の安全水準の向上に関する研究、就業形態の多様化等に対応した

労働災害防止対策に関する研究及び労働災害における人的要因に関する研究を優先する。

なお、当該研究結果を踏まえ、個々の危険な機械、作業等に係る災害防止のための新た

な産業安全対策の手法の確立等により、労働災害の大幅な減少を図る。

（６）予防原則に基づく包括的な化学物質規制体制の構築に関する研究 （２０３２０６０１）

労働現場において、予防原則に基づく包括的な化学物質規制管理体制の構築に関する研究。

特に国際的な動向や各国の取組状況を踏まえたSAICMに定める行動計画（労働関係に限る）

に対する国内法令の担保状況の評価、予防原則に基づく個別化学品の危険有害性の程度に

応じた規制についての国際比較に関する調査研究（※１）、予防原則についての官民の情

報共有、社会受容等のコミニュケーション手法に関する研究（※２）及び予防原則に基づ

く対策のコストとベネフィットに関する研究（※３）を優先する。

なお、当該研究結果を踏まえ、今後構築される予防原則に基づく労働現場における化学

物質規制の見直し、検討を行う。

※１ 研究に際しては、GHS（「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」）国連勧

告と比較しながら論じること。

※２ 研究に際しては、各国の取組状況の比較から、情報収集・情報共有の手法の開発を行

うこと。

※３ 研究に際しては、極力、各国の実例を踏まえ、労働災害件数等統計資料を参考に定量

的な研究を行うとともに、各国の対価としてのベネフィットの考え方や認識の定性的な

違いも考慮すること。

（７）労働環境等の変化や多様なニーズを踏まえた産業保健サービスの在り方に関する総合研究

（２０３２０７０１）

労働者を取り巻く環境として、近年、仕事と生活を調和させる重要性が求められると共

に、働き方の多様化が進んでいる。こうした中で新たに経済的な視点を含めて必要となっ

ている労働環境等の変化や多様なニーズを踏まえた産業保健サービスの在り方に関する総

合研究。特に労働衛生施策のコスト・ベネフィットに関する研究、性差を考慮した産業保
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健に関する研究及び地域・職域を通じた労働者の健康確保の在り方に関する研究を優先する。

なお、当該研究結果を踏まえ、今後の労働衛生政策の在り方、労働環境の変化等に即し

た規制の在り方を検討する。

（８）上記課題以外の、労働安全衛生に関し重要性、緊急性が高い研究 （２０３２０８０１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待

される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体

的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記

載するとともに、実際の施策等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマッ

プを示した資料を添付すること（様式任意）。

なお、研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及

び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合に

はその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、当該臨床研究が開始されるまでに、ＷＨＯ等の

ミニマム・データセットを満たす臨床研究登録機関に登録を行うこと（Ⅱ応募に関する諸条

件等（４）応募に当たっての留意事項 オ．臨床研究登録制度への登録について参照）。な

お、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書（様式自由）を別に添付する

こと。

介入を行う臨床研究を実施する場合には、妥当なプロトコールが作成され、臨床研究倫理

指針等（Ⅱ応募に関する諸条件等（４）応募に当たっての留意事項、エ．研究計画策定に当

たっての研究倫理に関する留意点参照）に規定する院内の倫理審査委員会の承認が得られて

いる（又はその見込みである）こと。あらかじめ、研究の内容、費用及び補償の内容等につ

いて患者又は家族に説明し文書により同意を得ていること。

また、モニタリング・監査・データマネジメント等を含めた研究体制や、安全性及び倫理

的妥当性を確保する体制について添付し提出すること。

１２．食品医薬品等リスク分析研究事業

（１）食品の安心安全確保推進研究事業

＜事業概要＞

本研究事業は、食品供給行程全般におけるリスク分析のうち、厚生労働省が担当するリス

ク管理及びリスクコミュニケーション並びにリスク評価に必要な科学的知見の収集等を実施

するものである。よって、国民の安全な食生活と食品に関する国民の安心を確保することを

目的に、本研究事業を推進する。

具体的課題としては、食品安全行政の中でも国民の関心が高い案件や、国民の健康に重大

な影響を及ぼす案件について重点的に研究を推進するとともに、遺伝子組換え食品など、科

学技術進展により開発された新しい食品の安全性などについても研究を実施する。さらに、

食品安全行政に不可欠なリスクコミュニケーションの推進や、国際食品規格への国益にかな

う対応に資する研究を実施する。

なお、本研究事業においては、食品安全におけるレギュラトリーサイエンス分野の研究で

積極的に人材育成を進める観点から、一般公募型に加え、若手育成型の研究も募集する。
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＜新規課題採択方針＞

次に掲げる課題について募集を行う。

ただし、基本的に、食品衛生法等による規制やリスクコミュニケーション、国際食品規格

への対応などの食品安全行政に応用が可能な研究を採択する。

また、採択に当たっては、国際的動向も踏まえつつ、食品等の安全性及び信頼性の確保の

観点から、国民の保健衛生の向上に資するものを優先的に採択する。

各研究課題について原則として１又は２課題の採択を予定しているが、採択を行わない場

合又は予定課題数を上回る課題数を採択する場合がある。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 食品の安心・安全推進研究分野

ア．リスクコミュニケーションにおける情報の伝達手法に関する研究

（２０３３０１０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、行政、メディア、科学者、食品関係事業者、消費者団体

等が食品安全に係る情報発信するにあたり、一般国民の情報認知の特性等を踏まえ、

科学的知見に基づく食品の安全性（リスク等）に係る情報を正確かつ分かりやすく伝

えるための手法の開発等に成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：5,000千円～10,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

イ．国際食品規格の策定プロセスに関する研究 （２０３３０２０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、世界保健機関、国際食品規格委員会等の国際機関や各国

の関連機関における国際食品規格の決定に関して、過去の会議等における議論・検討

経過を含めて策定プロセスについて情報収集を行い、かつ判断根拠となったものを分

析することをを確実に実施できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：15,000千円～20,000千円程度（１年当たり研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

② 食品リスク分析調査研究分野

ア．検査機関の信頼性確保に関する研究 （２０３３０３０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、食品外部精度管理調査における適正試料の開発及び食品

に微量に含まれる危害物質の分析において精度管理の体制整備などに成果が期待でき
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る研究及び健康増進法に規定されている登録試験機関の精度管理等、当該検査機関の

信頼性確保が成果として得られることが期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：１課題あたり30,000千円～80,000千円（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：２課題

イ．放射線照射食品の検知技術に関する研究 （２０３３０４０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、安定した検知技術の実用化を目指し、香辛料に開発され

たＴＬ法の適用拡大及びドライフルーツ、食肉類などに適用可能な検知法の開発など

に成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：20,000千円～40,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

ウ．食中毒調査の精度向上のための手法等に関する調査研究 （２０３３０５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、我が国における主な食品由来感染症について感染経路別

の比率の推定、０－１５７等による広域散発事例に対する既存の報告体制の検証、海

外での患者発生情報解析システムの調査などにより、食中毒の原因となる病原微生物

のリスク評価に関する資料の整備などに成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：10,000千円～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

エ．収去検査におけるサンプリング手法のハーモナイゼイションに関する研究

（２０３３０６０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、農薬・動物用医薬品、汚染物質等について、食品衛生法

に基づく収去検査における主な食品別にサンプリング方法による分析成績を解析し科

学的根拠に基づくより精度の高いサンプリング方法の開発などに成果が期待できる研

究を優先的に採択する。

研究費の規模：10,000千円～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年
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新規採択予定課題数：１課題

③ 牛海綿状脳症対策研究分野

ア．食品を介するＢＳＥリスクの解明等に関する研究 （２０３３０７０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、ＢＳＥに係る感染発症機序、非定型ＢＳＥの性状解析等

を行うとともに、「種の壁」のメカニズム解明、食肉検査における高感度検査法の開

発、食品を介するヒトへのＢＳＥリスクの解明に成果が期待できる研究を優先的に採

択する。

研究費の規模：130,000千円～150,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

④ 添加物及び汚染物質に関する研究分野

ア．既存添加物の品質評価に関する研究 （２０３３０８０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、既存添加物の特性を考慮した、有効性と品質を評価する

規格試験法の開発に関する研究を優先的に採択する。

研究費の規模：12,000千円～17,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

イ．清涼飲料水中の汚染原因物質に関する研究 （２０３３０９０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、清涼飲料水における、特にカビ・酵母等汚染原因物質の

同定法の確立と実態調査及びそれらに起因する健康被害等に関する研究を優先的に採

択する。

研究費の規模：10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

ウ．食品の規格基準に係る測定値における不確かさに関する調査研究

（２０３３１００１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、理化学的試験、微生物学的試験及生物化学的試験に関す

る不確かさの推定方法について国際的な動向を踏まえた研究並びに測定値における不
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確かさを実際に適用する方法についての調査研究を優先的に採択する。

研究費の規模：12,000千円～18,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

⑤ 食品中の微生物対策分野

ア．食品における衛生管理手法及びその精度管理に関する研究 （２０３３１１０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、食品における微生物試験法の標準化の確立と微生物試験

法の精度管理システムの構築に関する研究を優先的に採択する。

研究費の規模：10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

イ．食品中の毒素産生微生物及び試験法に関する研究 （２０３３１２０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、毒素産生微生物の食品中の挙動や毒素産生能の研究及び

迅速かつ高感度な毒素産生微生物及び毒素の試験法の開発に関する研究を優先的に採

択する。

研究費の規模：10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

ウ．食肉衛生検査における家畜等のウイルス性疾病検査に関する研究

（２０３３１３０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、高病原性鳥インフルエンザ等のウイルス性疾病について、

検査法の開発・改良を行うとともに、食肉衛生検査所等における実施可能な試験法の

マニュアル作成などに成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：10,000千円～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題
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エ．自然毒のリスクプロファイルに関する研究 （２０３３１４０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、我が国でこれまでに報告されている魚介類やきのこなど

での自然毒による食中毒事例のほか、最新の文献や知見等を踏まえ、自然毒に関する

リスクプロファイルの分析などに成果が期待できる研究を優先的に採択する。

研究費の規模：10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１課題

⑥ 表示に関する研究分野

ア．科学的知見に基づく食品表示に関する研究 （２０３３１５０１）

（留意点）

課題の採択に当たっては、関係省庁と連携しつつ、アレルギー表示や遺伝子組換え

食品の表示等について、科学的知見に基づく食品表示の在り方に関する研究を優先的

に採択する。

研究費の規模：１課題あたり10,000千円～25,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：１～２課題

【若手育成型】

⑦ 以下に示す年齢条件を満たす若手研究者が上記の①～⑥において主体となって行う研究

（２０３３１６０１）

研究費の規模：１課題あたり5,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～２年

新規採択予定課題数：３～５課題程度

（ただし、評価が低い場合はこの限りではない。）

若手育成型の応募対象となる年齢条件：

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた

者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加

算することができる。

＜研究計画書を提出する際の留意点＞

①研究計画書の「１０．期待される成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び
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当該成果によりもたらされる学術的・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。

②「１１．研究計画・方法」に、年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、食品

安全行政等への応用に至る工程を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を

添付すること（様式任意）。

③研究課題の採択に当たっては、これらの記載事項を重視するとともに、中間評価及び事

後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成度（未達成の場合には

その理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可となる場合もあり得る

ことに留意すること。

（２）医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業

＜事業概要＞

国民の保健衛生の向上に資する医薬品・医療機器等の安全性、有効性及び品質は、科学的

でかつ国際的動向を踏まえたレギュレーション（規制）により確保されている。本研究事業

は、薬事法や麻薬及び向精神薬取締法等の規制の対象となっている医薬品、医療機器等の安

全性、有効性及び品質の評価、及び乱用薬物への対策等を政策的に実行するために必要な規

制（レギュレーション）について、科学的合理性と社会的正当性に関する根拠をもって、整

備するための研究を行うものである。

本事業を通じて得られた成果は、承認審査、市販後安全対策、薬事監視、薬物乱用対策及

び血液対策等の薬事規制全般に科学的根拠を与えることにつながっており、また、安全性・

有効性・品質に係る評価手法の整備などにより、新たな医薬品・医療機器の開発・承認に通

ずる指標として効果をもたらしている。

これらの取組は、「新健康フロンティア戦略」や「革新的医薬品・医療機器創出のための

５カ年計画」等で求められている革新的技術を用いた製品の有効性・安全性等の適切な評価

手法に関する調査研究の推進や、承認審査の在り方や基準の明確化、ひいては審査の迅速化

・質の向上につながるものである。

平成２０年度においては、引き続き革新的技術を用いた製品（医薬品、医療機器等）の有

効性・安全性等の適切な評価及び管理手法に関する調査研究を実施するとともに、医薬品等

の市販後安全対策や適正な提供対策、さらには血液製剤・ワクチンの安全性・品質向上対策

等、引き続き行政施策につながる研究を実施していく。

＜新規課題採択方針＞

次に掲げる研究分野について募集を行う。

①医薬品、医療機器等の品質、安全性及び有効性の評価及びそれらの管理等に関する研究

②改良型ワクチン・血液製剤等の安全性・品質向上及び安定供給に関する研究

③医薬品、医療機器等の市販後安全対策に関する研究

④医薬品・医療機器等の適正な提供等に関する研究

なお、研究課題の採択に当たっては、基本的に、薬事法、薬剤師法、麻薬及び向精神薬

取締法、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律等による医薬行政施策への応用

が可能なものや、国際的動向も視野に入れつつ、医薬品等の品質・有効性・安全性確保の

観点から、国民の保健衛生の向上に資するものを優先的に取り扱う。
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研究費の規模：１課題当たり3,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数：２５課題程度

※各研究課題について原則として１課題を採択するが、採択を行わない又は複数選択す

ることもある。

＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 医薬品、医療機器等の品質、安全性及び有効性の評価及びそれらの管理等に関する研究

のうち次に掲げるもの

(ｱ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の評価等に関する研究

・ナノ物質等が使用された医薬部外品・化粧品の安全性及び品質に係る試験法等に関す

る研究 （２０３４０１０１）

・治験の信頼性調査の効率的運用の方策及びその他治験の諸課題等に関する研究

（２０３４０２０１）

・生体内埋設型医療機器の素材に係る生物学的な安全性評価に関する研究

（２０３４０３０１）

(ｲ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の保証・管理に関する研究

・医薬品及び医療機器の海外における品質管理監督システムの我が国への導入に際して

の最適化に関する研究 （２０３４０４０１）

② 改良型ワクチン・血液製剤等の安全性、品質向上及び安定供給に関する研究のうち次に

掲げるもの

(ｱ) 新型インフルエンザワクチンの品質確保に関する研究 （２０３４０５０１）

(ｲ) 医療機関における自己血輸血治療等の適正な実施体制・遵守基準等に関する研究

（２０３４０６０１）

(ｳ) ウエストナイル熱等の新興感染症の国内発生時における献血制限や検査・スクリーニ

ング体制、献血の確保対策などの基準および対応マニュアル作成に関する研究

（２０３４０７０１）

(ｴ) 輸血医療の安全性確保のための総合対策の効果を評価・検証するための、血液製剤の

安全性・品質向上及び安定供給の評価手法に関する研究 （２０３４０８０１）

③ 医薬品・医療機器等の市販後安全対策に関する研究

(ｱ) 医療用医薬品の添付文書の在り方及び記載要領に関する研究 （２０３４０９０１）

(ｲ) 妊婦及び授乳婦に係る臨床及び非臨床のデータに基づき、医薬品の催奇形性リスクの

評価見直しに関する研究 （２０３４１００１）

(ｳ) 医薬品による有害事象の発生における個人差の要因に関する研究

（２０３４１１０１）
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（留意点）

有害事象の発生に個人差が生じる要因について、遺伝薬理学的観点や薬物動態学的

観点などから研究するものであること。

(ｴ) 医薬品添加物の海外における規制や情報提供の在り方等に関する調査研究

（２０３４１２０１）

(ｵ) 医療機器市販後安全情報の医療機関等への情報伝達手段等に関する研究

（２０３４１３０１）

（留意点）

医療機器の市販後安全情報の医療機関等への迅速かつ確実な提供手段の在り方につ

いての研究。また、特に医療機器のうち、インプラント医療機器については、当該医

療機器に係る不具合情報等の集積手法の確立も含め、医療関係者等との情報共有の在

り方等について研究するものであること。

(ｶ) 医療機器の不具合用語の標準化及びコード化に関する研究 （２０３４１４０１）

(ｷ) 特殊な包装形態の医療用医薬品へのバーコード表示の指針等に関する研究

（２０３４１５０１）

④ 医薬品・医療機器等の適正な提供等に関する研究

(ｱ) 薬剤師の社会的役割を踏まえた地域における薬物療法を中心とした効果的な医療連携

の在り方に関する研究 （２０３４１６０１）

(ｲ) 薬剤師の役割と倫理規範の実態に関する研究 （２０３４１７０１）

（留意点）

国民が求める薬剤師像に関する実情把握や、諸外国における薬剤師の役割や倫理規

範等を調査研究するものであること。

（ｳ）薬剤師業務の在り方とその評価に関する研究 （２０３４１８０１）

（留意点）

生活習慣病患者等を念頭においた、より効果的な服薬指導など薬剤師の関与ツール

の標準化や他の薬剤師も含めた指導、教育の実践など薬剤師業務の在り方につき調査

研究するとともに、それら効果の検証にも取り組むものであること。

(ｴ) 医療事故の防止に向けた薬剤師の取組の現状とその医療上の有用性評価に関する研究

（２０３４１９０１）

(ｵ) 医薬品等の個人輸入における保健衛生上の危害に関する研究 （２０３４２００１）

＜研究計画書を作成する際の留意点＞

研究計画書の提出に当たっては、目標を明確にするため、研究計画書の「１０．期待され

る成果」に、当該研究により期待される科学的成果及び当該成果によりもたらされる学術的

・社会的・経済的メリットを具体的に記載すること。また、「１１．研究計画・方法」に、

年度ごとの計画及び達成目標を記載するとともに、実際の医療・規制等への応用に至る工程

を含めた研究全体の具体的なロードマップを示した資料を添付すること（様式任意）。
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なお、研究課題の採択に際しては、研究計画書の「１０．」及び「１１．」を重視すると

ともに、中間評価及び事後評価においては、研究計画の達成度を厳格に評価する。その達成

度（未達成の場合にはその理由、計画の練り直し案）如何によっては、研究の継続が不可と

なる場合もあり得ることに留意すること。

（３）化学物質リスク研究事業

＜事業概要＞

我が国の日常生活において使用される化学物質は数万種に及ぶといわれ、国民生活を豊か

なものとすることに貢献している反面、ヒトの健康への有害影響が社会的に懸念されている。

世界的にも、ヨハネスブルグサミットを受けて国際化学物質管理会議にて「国際的な化学物

質管理のための戦略的アプローチ（SAICM）」が採択され、2020年までに化学物質が健康や

環境への影響を最小とする方法で生産・使用されるようにすること、また化学物質に対して

脆弱な集団を保護する必要性が再確認されており、国際協力の下で化学物質の有害性評価を

推進する必要がある。

本研究事業では、化学物質の総合的な評価を加速し、国際的な化学物質管理の取組に貢献

するために、化学物質の迅速かつ効率的な評価手法の開発や戦略的な評価スキームの構築等

の研究を推進する。

また、10億分の１ｍサイズの新素材であるナノマテリアルについては、社会受容促進のた

めの取組が国際的にも喫緊の課題と認識されていることから、健康影響評価試験法の開発や

有害性発現メカニズムを明らかにする研究を推進する。

更に、化学物質による情動・認知行動に対する影響という新たな有害性の存在が示唆され

ているが、その毒性学的評価手法の開発に資する研究を推進する。

＜新規課題採択方針＞

次の４分野に関して、化学物質の安全対策の観点から国民の保健衛生の向上に資するもの

であって、＜公募研究課題＞に掲げる条件を満たすものを採択する。

①化学物質の有害性評価手法の迅速化、高度化に関する研究

②化学物質の子どもへの影響評価に関する研究

③ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する総合研究

④化学物質の情動・認知行動に対する影響の毒性学的評価方法に関する研究

研究費の規模（１課題、１年当たり）：

課題① 30,000千円～100,000千円程度 （１年当たりの研究費）

課題②(ｱ) 40,000千円程度 （１年当たりの研究費）

課題②(ｲ) 20,000千円～70,000千円程度 （１年当たりの研究費）

課題③④ 40,000千円～70,000千円程度 （１年当たりの研究費）

研究期間：１～３年

新規採択予定課題数： 課題①、②(ｱ)、③、④ それぞれ２課題程度

課題②(ｲ) ４課題程度

※各研究課題について原則として上記の課題数を採択するが、採択を

行わないことがあるので留意すること。
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＜公募研究課題＞

【一般公募型】

① 化学物質の有害性評価手法の迅速化、高度化に関する研究 （２０３５０１０１）

経気道暴露に関する有害性評価法をより迅速化、定量化、高精度化させるための総合

的かつ安定的な評価システムの開発。単に個別物質の毒性評価を行うものは対象としな

い。特に、情報解析技術を活用して、小型実験動物に投与した場合の遺伝子の発現特性

を網羅的に解析し、評価物質に優先順位をつけることに資するシステムの開発を優先す

る。

② 化学物質の子どもへの影響評価に関する研究

(ｱ) 化学物質の子どもへの有害性評価法の開発に関する研究 （２０３５０２０１）

子どもなど化学物質暴露に対して脆弱な集団に関して、これらの集団に特有な有害

性発現メカニズムを解明し、これに基づき、健康影響を評価するための試験法の開発。

単に個別物質の毒性評価を行うものは対象としない。特に、生体に発現する有害性を

体系的、総合的に評価できる手法であって、これら集団に特有な有害性発現メカニズ

ムに基づき、高精度で検出する評価手法の開発に資する研究を優先する。

(ｲ) 次世代影響や脆弱な集団に対する影響に関する疫学研究 （２０３５０３０１）

胎児期や新生児、生殖機能への影響を対象としたものであって、「内分泌かく乱化

学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補その２（平成１７年３月)」(http:/

/www.nihs.go.jp/edc/edc.htmlにて閲覧可能)及び「ダイオキシンの健康影響評価に関

するワーキンググループ報告書（平成１４年６月）」(http://www.nihs.go.jp/mhlw/

chemical/dioxin/index.htmlにて閲覧可能)を踏まえた調査研究を優先する。

③ ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法に関する総合研究 （２０３５０４０１）

ヒト健康への長期毒性の評価を念頭におき、産業利用を目的として意図的に生成、製

造されるナノマテリアル及びナノマテリアル利用製品について、毒性メカニズム、体内

挙動の把握など毒性発現に影響を及ぼす因子を体系的に把握し、ナノマテリアル製品へ

の暴露による有害性の評価に利用可能な手法の開発に資する研究。ただし、単に既存の

評価方法を適用するのではなく、ナノマテリアルの特性に基づいた新評価方法の開発に

資するための、評価の優先度を決める指標（物理化学的性状等）に関する研究、体内挙

動（ＡＤＭＥ）の詳細解析に関する研究及びリスク評価に資する暴露評価に関する研究

を優先する。

④ 化学物質の情動・認知行動に対する影響の毒性学的評価方法に関する研究

（２０３５０５０１）

毒性学的観点からの化学物質の情動・認知行動に対する影響評価手法の開発に資する

研究。特に、子どもの発達に対する影響を対象とし、個体の情動・認知行動に生じる異

常現象の評価に留まることなく、組織・細胞機能レベルの客観的評価を組み合わせて、

化学物質の情動・認知行動に対する毒性を体系的に評価することを可能とする、汎用性

のあるガイドライン又はシステムの開発に資する研究を優先する。ただし、甲状腺機能

低下に代表されるホルモン等の内因性因子の関与が主体を成す影響、麻薬・覚せい剤等

依存性薬物による影響は対象としない。
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１３．健康安全・危機管理対策総合研究事業(仮称)

＜事業概要＞

近年、大規模災害や鳥インフルエンザ、テロリズムなど、国民の生命・健康の安全を脅か

す健康危機事例が発生しており、国民の不安が増大している。また、健康危機発生時におい

ては、迅速で適切な組織的対応が要求されている。健康危機発生に際し、初動体制を確保す

ることや情報を共有し活用すること等については、より一層の体制整備を行う必要性が指摘

されているところである。

テロリズムを含む原因不明の健康危機への対策を強化するには、感染症や医薬品、食品等

の個別分野における対策だけでなく、学際的な研究も必要である。本研究事業は、地域レベ

ルあるいは国家レベルにおける、健康危機管理に関する体制について研究を実施する。すな

わち、①地域健康安全の基盤形成に関する研究分野（健康危機事例発生時に備えた健康危機

管理基盤の形成に関する研究）、②水安全対策研究分野（原水水質事故、災害、テロ時にお

いても安全かつ安定的な水道等の水供給に関する研究）、③生活環境安全対策研究分野（建

築物や生活衛生関係営業等の生活環境に起因する健康危機の未然防止及び適切な対応等に関

する研究）における研究を推進する。

＜新規課題採択方針＞

① 地域健康安全の基盤形成に関する研究分野

「健康危機管理体制の構築」は地域保健において重要な課題であり、健康と安全の確保に

関する専門的で迅速な対応が必要である。地域において健康安全の基盤形成をより強化する

ために、一般公募型として、(ｱ)地域健康危機管理に従事する医師・保健師等の行政職員等の

人材開発及び人員配置に関する研究、(ｲ)災害・重大健康危機の発生時・発生後の対応体制及

び健康被害抑止策に関する研究、(ｳ)健康危機発生時における要援護者に対する情報の把握や

情報提供体制に関する研究、(ｴ)地域住民の健康危機に対する風評被害の防止を含めた対処行

動に関する調査研究、(ｵ)健康危機発生時の保健指導の在り方と人材育成に関する調査研究等

を募集する。新規課題採択においては、地域の健康安全を担う公衆衛生行政の基盤の向上に

資する研究を優先する。

また、若手育成型の研究として、下記に該当する研究者が上記の(ｱ)～(ｵ)及びそれ以外の

地域健康安全の基盤形成に関する研究において主体となって行う研究を採択する。

② 水安全対策研究分野

国民に対し安全・安心な水を安定して供給していくために、一般公募型として、健康リス

ク低減のための新たな浄水プロセス及び管路更新手法の開発に関する研究、給配水過程にお

ける水道水質管理に着目した浄水処理システムの多様化に関する研究、安全・安心・快適な

水の利用等が疾病予防及び健康維持に果たす役割等に関する研究とともに、飲料水危機管理

対策強化研究、水道システムに係るリスク低減対策研究、水道水質基準等の逐次見直しのた

めの研究、異臭味被害対策強化研究を採択する。

③ 生活環境安全対策研究分野

建築物や生活衛生関係営業等に関係する生活環境については、その適切な保持が行われな

い場合、(1)短時間に重症の健康被害が大量に発生する、(2)同時期に複数の者が非特異的な

健康被害を訴える、(3)早期に対応がなされないと、危機的状況を招く恐れがある等、健康危

機管理に直結するものであり、これらの健康危機の未然防止及び発生時に備えた準備、発生

時の適切な対応等に関する研究を推進する必要がある。

そこで、一般公募型として、公衆浴場等の生活衛生関係営業における衛生的環境の確保に

関する研究、室内空気汚染問題をはじめとした建築物における空気環境や給排水等の衛生的
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環境の確保に関する研究、その他生活環境が人体に及ぼす影響等の研究を採択する。

研究費の規模 ：

研究分野①１課題当たり5,000千円～10,000千円程度 （１年当たりの研究費）

（ただし、若手育成型については、１課題当たり3,000千円～5,000千円程度）

（１年当たりの研究費）

研究分野②(ｱ)１課題当たり30,000千円～60,000千円程度（１年当たりの研究費）

(ｲ)１課題当たり 5,000千円～15,000千円程度（１年当たりの研究費）

(ｳ)１課題当たり 5,000千円～15,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究分野③(ｱ)１課題当たり10,000千円～30,000千円程度（１年当たりの研究費）

(ｲ)１課題当たり10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

(ｳ)１課題当たり10,000千円～20,000千円程度（１年当たりの研究費）

研究期間 ：研究分野①～③1～３年程度

新規採択課題数：研究分野①一般公募型については５～６課題程度、

若手育成型については１～２課題程度

研究分野②(ｱ)～(ｳ)各１課題程度

研究分野③(ｱ)～(ｳ)各１課題程度

＜公募研究課題＞

①地域健康安全の基盤形成に関する研究分野

【一般公募型】

（ア）地域健康危機管理に従事する医師・保健師等の行政職員等の人材開発及び人員配置に関

する研究 （２０３６０１０１）

（留意点）

課題採択に当たっては、多職種からなる研究班を組織し、医師・保健師等の個別の専門

職だけでなく、全ての行政職員を対象とした総合的な人材開発および人員配置の在り方を

検討する研究を優先する。また、災害等健康危機発生時に医師・保健師・その他職種（被

災地職員及びその他地区職員）に必要とされる活動内容や業務量を災害の種別や規模等に

よって定量化し、復旧・支援活動が効果的に行われるようなモデルを提示できることが望

ましい。

（イ）災害・重大健康危機の発生時・発生後の対応体制及び健康被害抑止策に関する研究

（２０３６０２０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、災害・重大健康危機の発生時において、保健所等の関係機関の

連携及び人員、物資等の搬送を効果的に実施するための体制、避難生活が長期化した場合

に被災者の心のケア、さらには仮設住宅における孤独死の防止等のために必要な健康管理

の具体的内容と時期等を検討し、健康被害を最大限に抑止し、円滑に生活再建をするため

の方策を明らかにする研究を優先する。

なお、過去の事例を分析するのみならず、研究期間中に生じた災害・重大健康危機につ

いても迅速に調査を行うものであること。

（ウ）健康危機発生時における要援護者に対する情報の把握や情報提供体制に関する研究

（２０３６０３０１）

(留意点)
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課題採択に当たっては、呼吸管理を必要とする難病患者、透析を必要とする者あるいは

障害者等、医療等の支援が必要な者等の要援護者について、平時あるいは健康危機発生時

に市町村や保健所等の公的機関が収集・保有する個人情報の共有及び適切な利用法につい

て検討するとともに、要援護者への効果的かつ具体的な情報提供の内容と方法について検

討する研究を優先する。

（エ）地域住民の健康危機に対する風評被害の防止を含めた対処行動に関する調査研究

（２０３６０４０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、日常生活において、地域や住民が減災のために健康危機に対し

てどのように予防活動を行うべきかについて検討する研究、及び健康危機発生時にどのよ

うな対処行動を実践したか、あるいは実践できるのかを把握するとともに、健康危機発生

時に風評被害を防止するために行政機関が果たすべき地域住民やマスコミへの適切な情報

提供のための方策を明らかにする研究を優先する。

なお、できる限り、リスクの認知や行動分析のために人文科学的あるいは社会科学的な

面からの検討がなされることとする。

（オ）健康危機発生時の保健指導の在り方と人材育成に関する調査研究

（２０３６０５０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、保健所や市町村の職員等が、健康危機発生によって精神的に動

揺している住民への対応方法や、具体的な保健指導の方策について検討して健康危機発生

時における保健指導の指針を提示するとともに、そのための人材育成の在り方に関する研

究を優先する。

【若手育成型】

下記に該当する研究者が上記の(ｱ)～(ｵ)及びそれ以外の地域健康安全の基盤形成に関する

研究において主体となって行う研究 （２０３６０６０１）

若手育成型の応募対象

平成２０年４月１日現在で満３７歳以下の者（昭和４６年４月２日以降に生まれた者に限る。）

※新規採択時にのみ本条件を適用する。

※満年齢の算定は誕生日の前日に１歳加算する方法とする。

※産前・産後休業及び育児休業を取った者は、その日数を応募資格の制限日に加算する

ことができる。

②水安全対策研究分野

【一般公募型】

（ア）健康リスク低減のための新たな浄水プロセス及び管路更新手法の開発に関する研究

（２０３６０７０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、水道水に起因する健康リスク低減のための新たな浄水プロセス

及び管路更新手法の開発に関する研究のうち、特に、異臭味対策や病原生物対策としての

既存の浄水処理方式と高度浄水処理としての膜ろ過技術とを組み合わせた浄水処理プロセ

ス、膜損傷検知システムの共通化、紫外線処理を組み込んだ浄水処理プロセス及び耐震化

・水質劣化防止に向けた管路更新手法の開発に関する研究を優先する。
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（イ）給配水過程における水道水質管理に着目した浄水処理システムの多様化に関する研究

（２０３６０８０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、水道の給配水過程における水質変化を最小限に抑え、末端での

水道水質をより良好なものとしていく観点から、給配水過程における水道水質管理に着目

した浄水処理システムの多様化に関する研究のうち、特に、消毒処理における要件、消毒

処理における処理効果判定指標や再活化の可能性に関する研究、感染性微生物対策として

の給配水過程における水道水の再汚染の可能性とリスク評価に関する研究、給配水過程に

おける再汚染リスクの低減のための条件・技術手法に関する研究を優先する。

（ウ）安全・安心・快適な水の利用等が疾病予防及び健康維持に果たす役割等に関する研究

（２０３６０９０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、安全・安心・快適な水道水の利用等が疾病予防及び健康維持に

果たす役割等に関する研究のうち、特に、水の摂取が脳梗塞、心筋梗塞等の健康障害の予

防に果たす役割及び熱中症対策における適切な水の摂取方法に関する研究、健康維持のた

めの水の摂取方法・条件に関する研究、健康障害の予防を目的とした飲用以外の水利用

（水中運動等）に関する研究を優先する。

③生活環境安全対策研究分野

【一般公募型】

（ア）電磁波による健康影響に関する研究 （２０３６１００

１）

(留意点)

課題採択に当たっては、電磁波による健康影響に関する研究のうち、電磁波曝露と健康

影響の関係を検証する疫学研究、電磁波曝露による妊産婦に対する健康影響に関する研究、

電磁波曝露による健康影響のメカニズムを検証する研究を優先する。

（イ）シックハウス症候群の予防と対策に関する研究 （２０ ３６１１０

１）

(留意点)

課題採択に当たっては、建築物内における化学物質及びカビ・ダニ等による室内空気汚

染による健康影響について、室内空気汚染の実態調査、健康障害との関係を検証し、シッ

クハウス症候群の具体的な対応方策につながる研究を優先する。

（ウ）火葬場等における有害化学物質の排出抑制対策に関する研究 （２０３６１２０１）

(留意点)

課題採択に当たっては、生活衛生分野における公衆衛生の向上を図るため、火葬場等か

ら排出される有害化学物質量を調査し、排出量を抑制するための方策を検証する研究を優

先する。
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公募研究事業計画表

研究

年月 （ 研 究 者 ） （厚生労働省） 評価 通知等

19.10 ホームページの確認 ← 研究課題等の公募(ホームページ)
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研究計画書の作成・提出 → 研究計画書の受付・審査

事前評価委員会の開催 事前

評価

20.4 研 究 課 題 の 決 定 ← 国庫補助通知 次官通知

研

交付申請書の作成・提出 → 交付申請書の受付・審査

（所属施設長の承諾書）

交付決定通知 大臣通知

補助金の受領 ← 補助金の交付

究

期

21.1 間 ２１年度継続申請に係る → 中間評価委員会の開催 中間

研究計画書の作成・提出 評価（必要に応じて開催）

21.4 事業実績報告書及び研究報告書→ 事業実績報告書

の作成・提出 の受付・審査

事後評価委員会の開催 事後

評価

補助金の確定 ← 補助金の確定通知 大臣通知

支出証拠書類の保存（５年間）
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補助対象経費の単価基準額一覧表Ⅵ．

１． 人件費等

（１）非常勤職員手当 （単位：円）

対象となる研究 対 象 期 間 単 価 摘 要

厚生労働科学研究費補助金取 １か月当たり Ａランク 博士の学位を取得後、国内外の研
扱細則（平成１０年４月９日 410,000 究機関で実績を積み、かつ、欧文
厚科２５６号厚生科学課長決 誌等での主著が数件ある研究者
定）別表第１、１（１）に掲
げる研究 Ｂランク 博士の学位を取得又はこれと同等

290,000 の研究能力を有する者

Ｃランク 学士の学位を有する者又はこれと
200,000 同等の研究能力を有する者

（２）保 険 料・・・雇用者が負担する保険料とする。

（３）通勤手当・・・国家公務員に準ずる。（通勤手当の支給額等を参照）

（４）住居手当・・・国家公務員に準ずる。（住居手当の支給額等を参照）

２．諸 謝 金 （単位：円）

用 務 内 容 職 種 対 象 期 間 単 価 摘 要

定形的な用務 医 師 14,100 医師以上の者又は相当者

を依頼する場

合 大学（短大を含む）卒業者又は専門

技 術 者 １日当たり 7,800 技術を有する者及び相当者

研究補助者 6,600 そ の 他

講演、討論等 教 授 9,300 教授級以上又は相当者

研究遂行のう

えで学会権威 助 教 授 １時間当た 7,700 教授級以上又は相当者准

者を招へいす り

る場合 講 師 5,100 講師級以上又は相当者

治験等のため １回当たり 1,000 治験、アンケート記入な

の研究協力謝 程度 どの研究協力謝金については、協力

金 内容（拘束時間等）を勘案し、常識

の範囲を超えない妥当な単価を設定

すること。なお、謝品として代用す

ることも可（その場合は消耗品費と

して計上すること）。
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３．旅 費・・・国家公務員の旅費に関する法律に準ずる（旅費に係る単価表を参照）

４．会 議 費・・・１人当たり１，０００円（昼食をはさむ場合は、２，０００円）を基準と

する。

５．会場借料・・・５０，０００円以下を目安に実費とする。

６．賃 金・・・８，３００円（１日当たり＜８時間＞）を基準とし雇用者が負担する保険

料は別に支出する。

人夫、集計・転記・資料整理作業員等の日々雇用する単純労働に服する者

に対する賃金。

注）一日において８時間に満たない時間又は８時間を超えた時間で賃金を支出する場合に

は１時間あたり１，０３０円で計算するものとする。

通 勤 手 当 の 支 給 額 等

通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする研究者、自動車

等を使用することを常例とする研究者及びこれらを併用することを常例とする研究者に支給さ

れる手当とする。

１ 交通機関の利用者

運賃等相当額。ただし、運賃等相当額が１箇月につき５５，０００円を超える場合は、

１箇月につき５５,０００円とする。

２ 自動車等の使用者

使用距離に応じ次表に掲げる額（ただし、平均１箇月当たりの通勤所要回数が１０回に

満たない場合は、その額から、その額に１００分の５０を乗じて得た額を減じた額）

（単位：円）

使 用 距 離 （片道）

5km未満 5km以上 10km以上 15km以上 20km以上 25km以上 30km以上 35km以上

10km未満 15km未満 20km未満 25km未満 30km未満 35km未満 40km未満

2,000 4,100 6,500 8,900 11,300 13,700 16,100 18,500

使 用 距 離 （片道）

40km以上 45km以上 50km以上 55km以上 60km以上

45km未満 50km未満 55km未満 60km未満

20,900 21,800 22,700 23,600 24,500
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住 居 手 当 の 支 給 額 等

居住するための住宅を借り受け、一定額（１２，０００円）を超える家賃若しくは間代を支

払っている研究者又は自宅に居住する世帯主である研究者に支給する手当とする。

１ 研究者が居住する借家・借間に対する支給額

（１）月額２３，０００円以下の家賃を支払っている研究者

家賃額－１２，０００円（１００円未満切捨）

（２）月額２３，０００円を超え、５５，０００円未満の家賃を支払っている研究者

（家賃額－２３，０００円）×１／２＋１１，０００円（１００円未満切捨）

（３）月額５５，０００円以上の家賃を支払っている研究者

２７，０００円

２ 配偶者等の居住する借家・借間に対する支給額

単身赴任の研究者で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に配偶者が

居住し、月額１２，０００円を超える家賃を支払っている研究者の場合「１ 研究者が居住

する借家・借間に対する支給額」により算出される額の２分の１の額（百円未満切捨）とす

る。

３ 研究者自らが所有権を有する住宅に対する支給額

研究者が、自らの所有する住宅（これに準ずる住宅を含む。）に世帯主として居住する場

合、当該研究者（これに準ずる者を含む。）により当該住宅が新築又は購入された日から起

算して５年間に限り２，５００円とする。
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旅 費 に 係 る 単 価 表

（国内旅費）

１．鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。

２．日当及び宿泊料 （単位：円）

宿 泊 料
職 名 日 当 国家公務員の場合の該当・号俸

甲 地 乙 地

教授又は相当者 3,000 14,800 13,300 指定職のみ（原則使用しない）

医（一） ３級 １号俸以上

教授、准教授 2,600 13,100 11,800 研 ５級 １号俸以上

医（一） ２級
１級１３号俸以上

講師、助手、技師又は 研 ４級、３級
相当者 2,200 10,900 9,800 ２級２５号俸以上

医（一） １級１２号俸以下

研 ２級２４号俸以下
上記以外の者 1,700 8,700 7,800 １級

注）１．私立大学及びその他の施設にあっては、この表の額を超えないようにしてください。
２．表中の甲地とは、次の地域をいい、乙地（車中泊を含む）とは、甲地以外の地域をい

う。
ａ 埼 玉 県・・・さいたま市
ｂ 千 葉 県・・・千葉市
ｃ 東 京 都・・・特別区（２３区）
ｄ 神奈川県・・・横浜市、川崎市
ｅ 愛 知 県・・・名古屋市
ｆ 京 都 府・・・京都市
ｇ 大 阪 府・・・大阪市、堺市
ｈ 兵 庫 県・・・神戸市
ｉ 広 島 県・・・広島市
ｊ 福 岡 県・・・福岡市
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（外国旅費）

１ 鉄道賃、船賃、航空賃等の計算方法は、時刻表を参考に計算してください。

２ 日当及び宿泊料 （単位：円）

日 当 及 び 宿 泊 料
職 名 国家公務員の場合の該当・号俸

甲地方 乙地方 丙地方指 定 都 市

教授又は相当者 日当 8,300 7,000 5,600 5,100 指定職のみ（原則使用しない）

25,700 21,500 17,200 15,500宿 泊 料

日当 7,200 6,200 5,000 4,500 医（一） ３級 １号俸以上
教授、准教授

研 ５級 １号俸以上宿 泊 料 22,500 18,800 15,100 13,500

医（一） ２級
日当 １級１３号俸以上6,200 5,200 4,200 3,800

講師、助手、技
師又は相当者 19,300 16,100 12,900 11,600 研 ４級、３級宿 泊 料

２級２５号俸以上

医（一） １級１２号俸以下
日当 5,300 4,400 3,600 3,200

上記以外の者 研 ２級２４号俸以下
１級宿 泊 料 16,100 13,400 10,800 9,700

注）指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の範囲については、国家公務員等の旅費に関する
法律に準ずる。
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（付）研究計画書の様式及び記入例

※研究計画書様式については、「厚生労働科学研究費補助金取扱規程」において規定されており、

平成２０年度分の補助金に係るものについては、追って取扱規程を改正の上、官報において告示

することとしておりますが、現在のところ下記のような様式とする予定です。
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様式第 1（第 7条関係） 

平成    年度厚生労働科学研究費補助金（          研究事業）研究計画書（新規申請用） 

平成   年   月   日  

厚生労働大臣 

（国立がんセンター総長） 

（国立精神・神経センター総長） 

（国立医薬食品衛生研究所長） 

（国立保健医療科学院長）    殿    

             住  所 〒                  

     フリガナ            

申請者  氏  名               印 

生年月日 １９  年  月  日生   

 

 平成  年度厚生労働科学研究費補助金による          研究事業を実施したいので  

次のとおり研究計画書を提出する。 

１． 研究課題名 (公募番号)      :                            

                         （     ） 

２．当該年度の計画経費    ：金           円也  (間接経費は含まない) 

３．当該年度の研究事業予定期間：平成  年  月  日から平成  年  月  日 

（   ）年計画の１年目 

４．申請者及び経理事務担当者 

①所属研究機関   

②所 属 部 局   

③職    名   

〒 

  

Tel:  Fax:  

④所属研究機関 

所在地 

連絡先 
E-Mail:  

⑤最終卒業校   ⑥学位   

申 請 者 

⑦卒業年次   ⑧専攻科目   

（フリガナ） 

⑨氏  名 

  

  

〒 

 

Tel: Fax: 

経理事務 

担当者 ⑩連絡先・ 

所属部局・ 

課名 
E-Mail: 

⑪研究承諾

の有無 
有 ・ 無 

⑫事務委任の

有無 
 有 ・ 無 

⑬利益相反管理機関

における管理の有無 
有 ・ 無 

⑭間接経費の要否 要 （      千円、計画経費の   ％） ・ 否 
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５．研究組織情報 

①研究者名 

 

②分担する研究

項目  

③最終卒業校・

卒業年次・学位

及び専攻科目 

④所属研究機関

及び現在の専門  

（研究実施場所）

⑤所属研究

機関における 

職名 

⑥研究費配

分予定額 

（千円） 

            

 

６．政府研究開発データベース 

研究者 I D 及びエフォート 

研 究 者 名 生 年 月 日 研 究 者 I  D エフォート（％）

       

 

研究分野及び研究区分 

  コ ー ド 番 号 重点研究分野 研 究 区 分 

研究主分野 

研究副分野 1 

研究副分野 2 

研究副分野 3 

      

 

研究キーワード 

  コ ー ド 番 号 研究キーワード

キーワード 1 

キーワード 2 

キーワード 3 

キーワード 4 

キーワード 5 

    

 

研究開発の性格 

基礎研究   応用研究   開発研究   
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研究課題名 （公募番号）     :                            

                             （     ） 

 

７．研究の要約 

特に当該研究計画と厚生労働行政との関連性に焦点を当てて、２００字以内で記入すること。 

 

 

８．研究の概要 

(1)「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「１２．倫理面への配慮」までの要旨を１，０００字以内

で簡潔に記入すること。 

(2) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。

(3) 研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 

 

（流れ図） 
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９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点 
(1) 研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字以内で具体的かつ

明確に記入すること。 

(2) 当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当

該研究計画の関係を明確にすること。 

(3) 研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること。 

(4) 当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部

分が残されているのかを踏まえ記入すること。 

 

 

１０．期待される成果 

期待される成果については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に４００字以内で記入すること。 

当該研究によって直接得られる研究成果だけではなく、間接的に期待される社会的成果（行政及び社会への貢献、国

民の保健・医療・福祉の向上等）ついても記入すること。 
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１１．研究計画・方法 
 

(1) 研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入すること。 

(2) 研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確に

すること。 

(3) 本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏ま

えて記入すること 

(4) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係が分かるように記入すること。 
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１２．倫理面への配慮 

研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）への対

応状況、及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。  

 

遵守すべき研究に関する指針等 

研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の「□」
の枠内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入するこ
と。）。 

  

□ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  

□ 疫学研究に関する倫理指針 

□ 遺伝子治療臨床研究に関する指針 

□ 臨床研究に関する指針 

□ ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 

□ 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

□ その他の指針等 （指針等の名称：                  ） 

 疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 有・無・その他 （      ） 

 臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 有・無・その他 （      ） 
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１３．申請者の研究歴等 

申請者の研究歴： 

過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、主な研究課題、こ
れまでの研究実績（論文の本数、受賞数、特許の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数（寄与
した指針又はガイドライン等）） 

 

発表業績等： 

著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年（西暦）・巻号（最初と最後のページ）、知的財産権の
取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言（寄与した指針又はガイドライン等） 
（発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、主なも

の（過去３年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著書につい

ては、著者氏名の前に「○」を付すこと。） 
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１４．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者 

年  度 外国人研究者招へい事業 
外国への日本人研究者派遣

事業 

若手研究者育成活用事業

(リサーチ・レジデント)

 平成 年度              名             名              名 

 平成 年度              名           名              名 

 平成 年度              名             名              名 

 

 

１５．研究に要する経費 

（１）各年度別経費内訳                              （単位：千円） 

          内           訳         

 年   度  

        

   

研究経費 

     謝金 旅費 備品費 消 耗 品 費 借料及び損料 賃金 その他 委託費

 平成 年度  
 

     
 

 

    

 

  

 

  
    

 平成 年度  
 

     
 

 

    

 

  

 

  
    

 平成 年度  
 

     
 

 

    

 

  

 

  
    

  合 計   
 

     
 

 

    

 

  

 

  
    

 

（２）備品の内訳（５０万円以上の備品については、原則として賃借によること。） 

 

 ア．借料及び損料によるもの（賃借による備品についてのみ記入すること。）     

年  度      備   品   名 賃 借 の 経 費  (単位:千円)  数 量 

 平成 年度  

   

      

 平成 年度  

   

 平成 年度  
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 イ．備品費によるもの（５０万円以上の備品であって、賃借が不可能なものについてのみ記入すること。） 

年   度 備   品   名 単    価  (単位:千円) 数 量 

 平成 年度  

 

   

  

 平成 年度  

   

 平成 年度  

   

                                                                                          

 

（３）委託費の内訳                                    （単位：千円） 

年   度 委  託  内  容 委   託   先 委 託 費 

 平成 年度  

   

 平成 年度  

    

 平成 年度  

    

 



 134

１６．他の研究事業等への申請状況（当該年度）                 （単位：千円） 

新規・継続 研究事業名 研 究 課 題 名 代表・分担等 補助要求額 所管省庁等 ｴﾌｫｰﾄ(%)

       

       

       

       

       

 

１７．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）               （単位：千円） 

年 度 研 究 事 業 名 研 究 課 題 名 補 助 額 所管省庁等 

 

   年度 

 

          

 

               

 

       

 

       

 

   年度 

 

          

 

               

 

       

 

       

 

   年度 

 

          

 

               

 

       

 

       

 

   年度 

 

          

 

               

 

       

 

       

 

      年度 

    

 

      年度 

    

 

      年度 

    

 

１８．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

第１８条第１項の 規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業   （単位：円） 

  年 度 研究事業名 研 究 課 題 名 
代表・ 

分担等 
補 助 額

返還額・ 

返還年度 
所 管省庁 等 

    年度             

    年度             

    年度             
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作成上の留意事項 

 

 

１．本研究計画書は、申請課題の採択の可否等を決定するための評価に使用されるものである。 

 

２．宛先の欄には、厚生労働科学研究費補助金取扱規程（平成１０年厚生省告示第１３０号）第３条第１項の表

第１０号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第１１号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型について

は国立がんセンター総長、同表第２０号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立精神・神経

センター総長、同表第２６号の右欄に掲げる一般公募型については国立医薬品食品衛生研究所長、同表第２７

号の右欄に掲げる一般公募型並びに同表第２８号の右欄に掲げる一般公募型及び若手育成型については国立

保健医療科学院長を記載する。 

 

３．「申請者」について 

(1) 氏名は、自署又は記名押印で記入すること。ただし、法人にあっては記名押印とすること。 

(2) 住所は、申請者の現住所を記入すること。 

 

４．「１．研究課題名（公募番号）」について 

(1) 研究の目的と成果が分かる課題名にすること。 

(2) カッコ内には当該事業年度の厚生労働科学研究費補助金公募要項により定める公募課題番号を記入する

こと。 

 

５．「２．当該年度の計画経費」について 

・ 当該事業年度（１会計年度）の研究の実施に必要な計画経費を記入すること。 

 

６．「３．当該年度の研究事業予定期間」について 

・ 当該事業年度中の研究事業予定期間を記入すること。複数年度にわたる研究の場合は、研究期間は、原則

として３年を限度とする。なお、複数年度にわたる研究の継続の可否については、毎年度の研究計画書に基

づく評価により決定されるものとする。 

 

７．「４．申請者及び経理事務担当者」について 

(1) ①及び②は、申請者が勤務する研究機関及び部局の正式名称を記入すること。 

(2) ⑧は、申請者が専攻した科目のうち当該研究事業に関係あるものについて記入すること。 

(3) ⑨の経理事務担当者には、当該研究に係る経理及び連絡等の事務的処理を担当する経理事務に卓越した同

一所属機関内の者を置くこと。 

(4) ⑪は、申請者の所属研究機関の長に対する研究の承諾の有無を記載すること。 

(5) ⑫は、申請者の所属研究機関の長に対する事務の委任の有無を記載すること（事務の委任は必ずすること

とし、委任ができない場合は、採択しないので留意されたいこと。）。 

(6) ⑬は、申請者の利益相反を管理する利益相反管理機関の有無を記載すること。 

(6) ⑭は、間接経費の要否を記載すること。 

 

８．「５．研究組織情報」について                                
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・ 申請者（研究代表者）及び研究分担者（研究代表者と研究項目を分担して研究を実施する者をいう。）に

ついて記入すること（研究協力者（研究代表者の研究計画の遂行に協力する者（研究分担者を除く。）をい

う。）については記入する必要はない。）。 

 

9．「６．政府研究開発データベース」について 

(1) 研究代表者及び研究分担者（研究費の配分額の多い順に１０番目までの者に限る。以下この(1) において

同じ。）が、それぞれ所属研究機関等により付与された研究者 I D（１０桁の番号（大学における研究にあ

っては、文部科学省の科学研究費補助金制度において用いる８桁の番号の前に「２０」を付した番号）をい

う。）を記入すること。 

また、当該研究代表者及び研究分担者ごとに、当該研究の実施に必要とする時間が年間の全勤務時間（正

規の勤務時間以外の勤務時間を含む。）に占める割合を百分率で表した数値（１未満の端数があるときは、

これを四捨五入して得た数値）を、エフォート（％）欄に記入すること。なお、当該研究についての各研究

者の分担割合を記入するものではないので留意すること。 

(2) 研究分野及び研究区分の表の研究主分野については別表第１「研究分野コード表」から当該研究の主要な

部分の属する研究分野及び研究区分を選択して研究区分番号とともに記入し、研究副分野については当該研

究に関連する分野（最大３つ）を同様に選択して記入すること。 

(3) 研究キーワードについては、当該研究の内容に応じ、別表第２「研究キーワード候補リスト」から適切な

研究キーワード（最大５つ）を選択してコード番号とともに記入すること。同表に該当するものがない場合

は３０字以内で独自の研究キーワードを記入すること。 

(4) 研究開発の性格については、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに「○」を付すこと。 

 

10．「７．研究の要約」について 

・ 当該研究計画の要点を、特に該当研究計画と厚生労働行政との関連性に焦点を当てて、２００字以内で記

入すること。 

 

11．「８．研究の概要」について 

(1) 「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「１２．倫理面への配慮」までの要旨を１，００

０字以内で簡潔に記入すること。 

(2) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入す

ること。 

(3) 研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 

 

12．「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」について 

(1) 研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字以内で具体

的かつ明確に記入すること。 

(2) 当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画

と、当該研究計画の関係を明確にすること。 

(3) 研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること。 

(4) 当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのよ

うな部分が残されているのかを踏まえ記入すること。 
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13. 「１０．期待される成果」 

・ 期待される成果については、当該研究によって直接得られる研究結果だけでなく、間接的に期待される社

会的成果（行政及び社会への貢献、国民の保健・医療・福祉の向上等）についても含めて、４００字以内で記

入すること。 

 

14．「１１．研究計画・方法」について 

(1) 研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入すること。 

(2) 研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を

明確にすること。 

(3) 本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況

を踏まえて記入すること 

  (4) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係が分かるように記入すること。 

 

15.「１２．倫理面への配慮」 

(1) 「倫理面への配慮」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対象者に対する不

利益、危険性の排除や説明と理解（インフォームド・コンセント）に関わる状況、実験動物に対する動物愛

護上の配慮などを必ず記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨記入するとともに必

ず理由を明記すること。 

なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成１６年文部科学省・厚生労働省・経済産業省

告示第１号）、疫学研究に関する倫理指針（平成１９年文部科学省・厚生労働省告示第１号）、遺伝子治療

臨床研究に関する指針（平成１６年文部科学省・厚生労働省告示第２号）、臨床研究に関する倫理指針（平

成１６年厚生労働省告示第４５９号）、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成１８年厚生労働省

告示第４２５号）、厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８

年厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）及び申請者が所属する研究機関で定めた倫理規定等を遵守すると

ともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が必要な研究については、研究開始前に所定

の手続を行うこと。 

(2) 人又は動物を用いた研究を行う際に、事前に申請者の所属施設内の倫理委員会等において倫理面からの審

査を受けた場合には、審査内容を必ず添付すること。 

(3) 研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の「□」

の枠内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入すること。）。 

(4) 「疫学・生物統計学の専門家の関与の有無」欄及び「臨床研究登録予定の有無」欄は、「有」又は「無」

のいずれかに該当するものを「○」で囲むこと。ただし、当該研究の内容に関係がない場合は、「その他」

を「○」で囲むこと。 

 

16．「１３．申請者の研究歴等」について                      

(1) 申請者の研究歴について、過去に所属した研究機関名、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、主

な研究課題、これまでの研究実績（論文の本数、受賞、知的財産権の取得数、研究課題の実施を通じた政策

提言）等について記入すること。なお、論文については査読があるものに限る。 

(2) 発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、主

なもの（過去３年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著

書については、著者氏名の前に「○」を付すこと。さらに、本研究に直接関連する過去の特許等知的財産権
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の取得及び申請状況を記載すること。なお、論文については査読があるものに限る。 

 

17．「１４．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者」について 

・ 申請者が、厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦を予定している研究者の人数について記入

すること。 

 

18．「１５．研究に要する経費」について                           

(1) 当該研究課題に要する経費を、年度別に記入すること。 

(2) ５０万円以上の備品については、原則として賃借によること。 

(3) 「(2) 備品の内訳」は、当該研究の主要な備品で、５０万円以上のものを「ア．借料及び損料によるもの」

又は「イ．備品費によるもの」に分けて記入すること。 

(4) 「ア．借料及び損料によるもの」については、賃借による備品についてのみ記入し、「イ．備品費による

もの」については、賃借が不可能な備品についてのみ記入すること。 

 

19．「１６．他の研究事業等への申請状況（当該年度）」について                     

・ 当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される研究資金（公益法人から配分されるものを含む。）、他

府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び公益法人から交付される研究資金等へ研究費の

申請を行おうとしている場合について記入すること。 

 

20．「１7．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）」について                   

・ 申請者が、過去３年間に厚生労働省から交付される研究資金（公益法人から配分されるものを含む。）、

他府省の研究資金、独立行政法人から交付される研究資金及び公益法人から交付される研究資金等を受けた

ことがあれば、直近年度から順に記入すること（事業数が多い場合は、主要事業について記入すること。）。 

 

21．「１８．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１８条第１項の

規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業」について 

・ 平成１６年度以降に補助金等の返還を命じられたことがあれば、直近年度から順に記入すること（研究分

担者も含めて記入すること。）。 

 

22．その他 

(1) 手書きの場合は、楷書体で作成すること。 

(2) 日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。各項目の記入量に応じて、適宜、欄を引き伸ばして差し支え

ない。 

(3) 申請者が法人である場合は、特段の指示がない限り本様式に準じて作成すること。 
 



別表第１
重点研究分野コード表
コード
番　号 重点研究分野 研究区分

101 ライフサイエンス ゲノム
102 ライフサイエンス 医学・医療
103 ライフサイエンス 食料科学・技術
104 ライフサイエンス 脳科学
105 ライフサイエンス バイオインフォマティクス
106 ライフサイエンス 環境・生態
107 ライフサイエンス 物質生産
189 ライフサイエンス 共通基礎研究
199 ライフサイエンス その他
201 情報通信 高速ネットワーク
202 情報通信 セキュリティ
203 情報通信 サービス・アプリケーション
204 情報通信 家電ネットワーク
205 情報通信 高速コンピューティング
206 情報通信 シミュレーション
207 情報通信 大容量・高速記憶装置
208 情報通信 入出力 （注）
209 情報通信 認識・意味理解
210 情報通信 センサ
211 情報通信 ヒューマンインターフェイス評価
212 情報通信 ソフトウエア
213 情報通信 デバイス
289 情報通信 共通基礎研究
299 情報通信 その他
301 環境 地球環境
302 環境 地域環境
303 環境 環境リスク
304 環境 循環型社会システム
305 環境 生物多様性
389 環境 共通基礎研究
399 環境 その他
401 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（電子・磁気・光学応用等）
402 ナノテク・材料 ナノ物質・材料（構造材料応用等）
403 ナノテク・材料 ナノ情報デバイス
404 ナノテク・材料 ナノ医療
405 ナノテク・材料 ナノバイオロジー
406 ナノテク・材料 エネルギー・環境応用
407 ナノテク・材料 表面・界面
408 ナノテク・材料 計測技術・標準
409 ナノテク・材料 加工・合成・プロセス
410 ナノテク・材料 基礎物性
411 ナノテク・材料 計算・理論・シミュレーション
412 ナノテク・材料 安全空間創成材料
489 ナノテク・材料 共通基礎研究
499 ナノテク・材料 その他
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コード
番　号 重点研究分野 研究区分

501 エネルギー 化石燃料・加工燃料
502 エネルギー 原子力エネルギー
503 エネルギー 自然エネルギー
504 エネルギー 省エネルギー・エネルギー利用技術
505 エネルギー 環境に対する負荷の軽減
506 エネルギー 国際社会への協力と貢献
589 エネルギー 共通基礎研究
599 エネルギー その他
601 製造技術 高精度技術
602 製造技術 精密部品加工
603 製造技術 高付加価値極限技術(マイクロマシン等）
604 製造技術 環境負荷最小化
605 製造技術 品質管理・製造現場安全確保
606 製造技術 先進的ものづくり
607 製造技術 医療・福祉機器
608 製造技術 アセンブリープロセス
609 製造技術 システム
689 製造技術 共通基礎研究
699 製造技術 その他
701 社会基盤 異常自然現象発生メカニズムの研究と予測技術
702 社会基盤 災害被害最小化応用技術研究
703 社会基盤 超高度防災支援システム
704 社会基盤 事故対策技術
705 社会基盤 社会基盤の劣化対策
706 社会基盤 有害危険･危惧物質等安全対策
721 社会基盤 自然と共生した美しい生活空間の再構築
722 社会基盤 広域地域研究
723 社会基盤 水循環系健全化・総合水管理
724 社会基盤 新しい人と物の流れに対応する交通システム
725 社会基盤 バリアフリー
726 社会基盤 ユニバーサルデザイン化
789 社会基盤 共通基礎研究
799 社会基盤 その他
801 フロンティア 宇宙科学（天文を含む）
802 フロンティア 宇宙開発利用
821 フロンティア 海洋科学
822 フロンティア 海洋開発
889 フロンティア 共通基礎研究
899 フロンティア その他
900 人文・社会
1000 自然科学一般

注　研究区分番号２０８の入出力とは、情報通信システムの入出力を容易
  にする技術をいう。ただし、研究区分番号２０９から２１１までに該当
  するものを除く。
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別表第２

研究キーワード候補リスト
コード
番　号

研究キーワード

1 遺伝子
2 ゲノム
3 蛋白質
4 糖
5 脂質
6 核酸
7 細胞・組織
8 生体分子
9 生体機能利用

10 発生・分化
11 脳・神経
12 動物
13 植物
14 微生物
15 ウィルス
16 行動学
17 進化
18 情報工学
19 プロテオーム
20 トランスレーショナルリサーチ
21 移植・再生医療
22 医療・福祉
23 再生医学
24 食品
25 農林水産物
26 組換え食品
27 バイオテクノロジー
28 認知症
29 癌
30 糖尿病
31 循環器・高血圧
32 アレルギー・ぜんそく
33 感染症
34 脳神経疾患
35 老化
36 薬剤反応性
37 バイオ関連機器
38 フォトニックネットワーク
39 先端的通信
40 有線アクセス
41 インターネット高度化
42 移動体通信
43 衛星利用ネットワーク
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コード
番　号

研究キーワード

44 暗号・認証等
45 セキュア・ネットワーク
46 高信頼性ネットワーク
47 著作権・コンテンツ保護
48 ハイパフォーマンス・コンピューティング
49 ディペンダブル・コンピューティング
50 アルゴリズム
51 モデル化
52 可視化
53 解析・評価
54 記憶方式
55 データストレージ
56 大規模ファイルシステム
57 マルチモーダルインターフェース
58 画像・文章・音声等認識
59 多言語処理
60 自動タブ付け
61 バーチャルリアリティ
62 エージェント
63 スマートセンサ情報システム
64 ソフトウエア開発効率化・安定化
65 ディレクトリ・情報検索
66 コンテンツ・アーカイブ
67 システムオンチップ
68 デバイス設計・製造プロセス
69 高密度実装
70 先端機能デバイス
71 低消費電力・高エネルギー密度
72 ディスプレイ
73 リモートセンシング
74 モニタリング(リモートセンシング以外）
75 大気現象
76 気候変動
77 水圏現象
78 土壌圏現象
79 生物圏現象
80 環境質定量化・予測
81 環境変動
82 有害化学物質
83 廃棄物処理
84 廃棄物再資源化
85 大気汚染防止・浄化
86 水質汚濁・土壌汚染防止・浄化
87 環境分析
88 公害防止・対策
89 生態系修復・整備
90 環境調和型農林水産
91 環境調和型都市基盤整備・建築
92 自然共生
93 政策研究
94 磁気記録
95 半導体超微細化
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コード
番　号

研究キーワード

96 超高速情報処理
97 原子分子処理
98 走査プローブ顕微鏡(STM、AFM、STS、SNOM、他）
99 量子ドット

100 量子細線
101 量子井戸
102 超格子
103 分子機械
104 ナノマシン
105 トンネル現象
106 量子コンピュータ
107 DNAコンピュータ
108 スピンエレクトロニクス
109 強相関エレクトロニクス
110 ナノチューブ・フラーレン
111 量子閉じ込め
112 自己組織化
113 分子認識
114 少数電子素子
115 高性能レーザー
116 超伝導材料・素子
117 高効率太陽光発電材料・素子
118 量子ビーム
119 光スイッチ
120 フォトニック結晶
121 微小共振器
122 テラヘルツ/赤外材料・素子
123 ナノコンタクト
124 超分子化学
125 MBE、エピタキシャル
126 １分子計測（SMD）
127 光ピンセット
128 （分子）モーター
129 酵素反応
130 共焦点顕微鏡
131 電子顕微鏡
132 超薄膜
133 エネルギー全般
134 再生可能エネルギー
135 原子力エネルギー
136 太陽電池
137 太陽光発電
138 風力
139 地熱
140 廃熱利用
141 コージェネレーション
142 メタンハイドレート
143 バイオマス
144 天然ガス
145 省エネルギー
146 新エネルギー
147 エネルギー効率化
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コード
番　号

研究キーワード

148 二酸化炭素排出削減
149 地球温暖化ガス排出削減
150 燃料電池
151 水素
152 電気自動車
153 LNG車
154 ハイブリッド車
155 超精密計測
156 光源技術
157 精密研磨
158 プラズマ加工
159 マイクロマシン
160 精密部品加工
161 高速プロトタイピング
162 超精密金型転写
163 射出成型
164 高速組立成型
165 高速伝送回路設計
166 微細接続
168 ヒューマンセンタード生産
169 複数企業共同生産システム
170 品質管理システム
171 低エントロピー化指向製造システム
172 地球変動予測
173 地震
174 火山
175 津波
176 土砂災害
177 集中豪雨
178 高潮
179 洪水
180 火災
181 自然災害
182 自然現象観測･予測
183 耐震
184 制震
185 免震
186 防災
187 防災ロボット
188 減災
189 復旧･復興
190 救命
191 消防
192 海上安全
193 非常時通信
194 危機管理
195 リアルタイムマネージメント
196 国土開発
197 国土整備
198 国土保全
199 広域地域
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コード
番　号

研究キーワード

200 生活空間
201 都市整備
202 過密都市
203 水資源
204 水循環
205 流域圏
206 水管理
207 淡水製造
208 渇水
209 延命化
210 長寿命化
211 コスト縮減
212 環境対応
213 建設機械
214 建設マネージメント
215 国際協力
216 国際貢献
217 地理情報システム（GIS）
218 交通事故
219 物流
220 次世代交通システム
221 高度道路交通システム（ITS）
222 走行支援道路システム（AHS）
223 交通需要マネージメント
224 バリアフリー
225 ユニバーサルデザイン
226 輸送機器
227 電子航法
228 管制
229 ロケット
230 人工衛星
231 再使用型輸送系
232 宇宙インフラ
233 宇宙環境利用
234 衛星通信・放送
235 衛星測位
236 国際宇宙ステーション（ISS）
237 地球観測
238 惑星探査
239 天文
240 宇宙科学
241 上空利用
242 海洋科学
243 海洋開発
244 海洋微生物
245 海洋探査
246 海洋利用
247 海洋保全
248 海洋資源
249 深海環境
250 海洋生態
251 大陸棚

145



コード
番　号

研究キーワード

252 極地
253 哲学
254 心理学
255 社会学
256 教育学
257 文化人類学
258 史学
259 文学
260 法学
261 経済学
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（記入例） 

様式第 1（第 7条関係） 

    当該研究事業年度   公募要項Ⅲ 照会先一覧の区分欄中に下線を付してある研究事業名 

平成 ２０ 年度厚生労働科学研究費補助金（ ○○○○ 研究事業）研究計画書（新規申請用） 

平成１９ 年○○月○○日  

厚生労働大臣    殿    

              住  所 〒100-0000 東京都○○区幸町 100   

一部の研究事業については、提出先が      フリガナ  ヤマダ タロウ  自署又は記名押印 
別に示されているので注意すること 申請者 氏  名  山田 太郎           印 

生年月日 １９５０年 １月 １日生   

 当該研究事業年度  公募要項Ⅲ 照会先一覧の区分欄中に下線を付してある研究事業名 

 

 平成 20 年度厚生労働科学研究費補助金による○○○○○○研究事業を実施したいので次のとおり研究

計画書を提出する。               公募要項Ⅴの公募研究課題に付された公募課題番号 

 研究の目的と成果が分かるか題名とすること。     

１．  研究課題名 (公募番号)      :   ○○○○○○○○○○○○○○○○○（１０１１０１０１） 

平成２０年度中に研究事業を遂行するために必要な経費（要望額） 

２．  当該年度の計画経費    ：金 ６０，０００，０００ 円也  (間接経費は含まない) 

   当該年度の実際に研究をする日から当該年度の 
   実際に研究が終了する日を記入すること。 

３．  当該年度の研究事業予定期間：平成２０年６月１日から平成２１年３月３１日 

（３）年計画の１年目 複数年度にわたる研究の場合に記入すること。 
４． 申請者及び経理事務担当者          なお、その期間は原則として３年を限度とする。 

①所属研究機関  国立厚生労働センター 

②所 属 部 局  疾病研究部 

③職    名  疾病研究部長 

〒100-0000 東京都○○区幸町 200  

Tel:03-3333-1111  Fax:  03-3333-3333 

④所属研究機関 

所在地 

連絡先 E-Mail: yamada@abcd.go.jp 

⑤最終卒業校  霞ヶ関大学医学部 ⑥学位  医学博士 

申 請 者 

⑦卒業年次  昭和 48 年 ⑧専攻科目  感染症内科 

（フリガナ） 
⑨氏  名 

 タナカ  ハナコ   経理事務に卓越した者を所属機関の長が 
 田中   花子    指名すること。 

〒100-0000 東京都○○区幸町 200 

 国立厚生労働センター会計課 

Tel: 03-3333-1111(内 200) Fax: 03-3333-3333 

経理事務 

担当者 
⑩連絡先・ 

所属部局・ 

課名 
E-Mail:tanaka@abcd.go.jp      

⑪研究承諾

の有無 
○有 ・ 無 

⑫事務委任の

有無 
 ○有 ・ 無 

⑬利益相反管理機関

における管理の有無 
○有 ・ 無 

⑭間接経費の要否 ○要 （ ９，０００ 千円、研究経費の１５％） ・ 否 

  書類提出時には、ページを付すこと。    -1-「２．当該年度の計画経費」が２０，０００千円以上の 

                         場合、間接経費を要望することができる。  
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５． 研究組織情報 

①研究者名 
②分担する研究

項目  

③最終卒業校・

卒業年次・学位

及び専攻科目 

④所属研究機関

及 び 現 在 の 専 門  

（研究実施場所）

⑤所属研究

機関における 

職名 

⑥研究費配

分予定額 

（千円） 

山田 太郎 
 
 
 
鈴木 花子 
 
 

○○研究（総括） 
 
 
 
臨床研究協力体制
の整備 

国立厚生労働セン
ター○○科 
 
 
丸の内大学難病研
究所、○○科 

部長 
 
 
 
助手 

 50,000
 
 
 

10,000

研究協力者の記入は必要ない。 

霞ヶ関大学医学
部、昭和 48 年卒、
医学博士、○○科
 
丸の内大学医学
部、昭和 61 年卒、
医学博士、○○科

配分予定額を記入、又は「研究 
代表者一括計上」と記入のこと。 

 

６． 政府研究開発データベース 

研究者 I D 及びエフォート 

研 究 者 名 生 年 月 日 研 究 者 I  D エフォート（％）

山田 太郎 

鈴木 花子 

19500101 

19551005 

 2012300001 

2023400002 

20% 

15% 

 

研究分野及び研究区分 

 別表１「重点研究分野コード表」

より該当するものを選択し、コー

ド番号、重点研究分野、研究区分

を記入 

 

研究キーワード                「研究キーワード候補リスト」より該当するものを選択し、 

コード番号、研究キーワードを記入 

  コ ー ド 番 号 研究キーワード

キーワード 1 

キーワード 2 

キーワード 3 

キーワード 4 

キーワード 5 

1 

2 

6 

7 

 

遺伝子 

ｹﾞﾉﾑ 

核酸 

細胞・組織 

ｼｽﾃﾑ生物学 

該当するものがない場合３０字以内で独自に記入 

研究開発の性格 

基礎研究     応用研究  ○ 開発研究   

基礎研究・応用研究・開発研究いずれに当たるかを記載。 

書類提出時には、ページを付すこと。    -2-  

  コ ー ド 番 号 重点研究分野 研 究 区 分 

研究主分野 

研究副分野 1 

研究副分野 2 

研究副分野 3 

101 

102 

104 

105 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 

ゲノム 

医療・医学 

脳科学 

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｧﾏﾃｨｸｽ 
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研究課題名 （公募番号）     :  １．と同一の研究課題名及び公募番号を記入すること。 

                             （     ） 

 

７． 研究の要約 

特に当該研究計画と厚生労働行政との関連性に焦点を当てて、２００字以内で記入すること。 

 

 

８． 研究の概要 

(1)「９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点」から「１２．倫理面への配慮」までの要旨を１，０００字以内

で簡潔に記入すること。 

(2) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と当該事業年度の計画との関係が分かるように記入すること。

(3) 研究の目的、方法及び期待される効果の流れ図を記入又は添付すること。 

 

（流れ図） 

 

書類提出時には、ページを付すこと。    -3-  
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９．研究の目的、必要性及び特色・独創的な点 
(1) 研究の目的、必要性及び特色・独創的な点については、適宜文献を引用しつつ、１，０００字以内で具体的かつ

明確に記入すること。 

(2) 当該研究計画に関して現在までに行った研究等、研究の最終的な目標を達成するのに必要な他の研究計画と、当

該研究計画の関係を明確にすること。 

(3) 研究期間内に何をどこまで明らかにするかを明確にすること。 

(4) 当該研究の特色・独創的な点については、国内・国外の他の研究でどこまで明らかになっており、どのような部

分が残されているのかを踏まえ記入すること。 

 

 

１０．期待される成果 

期待される成果については、厚生労働行政の課題との関連性を中心に４００字以内で記入すること。 

当該研究によって直接得られる研究成果だけではなく、間接的に期待される社会的成果（行政及び社会への貢献、国

民の保健・医療・福祉の向上等）ついても記入すること。 

  

書類提出時には、ページを付すこと。    -4-  
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１１．研究計画・方法 
 

(1) 研究目的を達成するための具体的な研究計画及び方法を１，６００字以内で記入すること。 

(2) 研究計画を遂行するための研究体制について、研究代表者、研究分担者及び研究協力者の具体的な役割を明確に

すること。 

(3) 本研究を実施するために使用する研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等、現在の研究環境の状況を踏ま

えて記入すること 

(4) 複数年度にわたる研究の場合には、研究全体の計画と年次計画との関係が分かるように記入すること。 

 

書類提出時には、ページを付すこと。    -5-  
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１２．倫理面への配慮 

研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）への対

応状況、及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。  

 

遵守すべき研究に関する指針等 

研究の内容に照らし、遵守しなければならない研究に関係する指針等については、該当する指針等の「□」
の枠内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入するこ
と。）。 

  

□ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  

□○  疫学研究に関する倫理指針 

□ 遺伝子治療臨床研究に関する指針    該当する部分に○を付けること。 

□ 臨床研究に関する指針 

□ ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針 

□ 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

□ その他の指針等 （指針等の名称：                  ） 

 疫学・生物統計学の専門家の関与の有無 
有・無・その他 （      ） 

 臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 有・無・その他 （      ） 

該当する項目を選択すること。 

書類提出時には、ページを付すこと。    -6-  
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１３． 申請者の研究歴等 

申請者の研究歴： 

過去に所属した研究機関の履歴、主な共同研究者（又は指導を受けた研究者）、主な研究課題、こ
れまでの研究実績（論文の本数、受賞数、特許の取得数、研究課題の実施を通じた政策提言数（寄与
した指針又はガイドライン等）） 

 

発表業績等： 

著者氏名・発表論文名・学協会誌名・発表年（西暦）・巻号（最初と最後のページ）、知的財産権の
取得及び申請状況、研究課題の実施を通じた政策提言（寄与した指針又はガイドライン等） 
（発表業績等には、研究代表者及び研究分担者ごとに、それぞれ学術誌等に発表した論文・著書のうち、主なも

の（過去３年間）を選択し、直近年度から順に記入すること。また、この研究に直接関連した論文・著書につい

ては、著者氏名の前に「○」を付すこと。） 

 

書類提出時には、ページを付すこと。    -7-  
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１４．厚生労働科学研究費補助金の各研究推進事業に推薦する予定の研究者 

年  度 外国人研究者招へい事業 
外国への日本人研究者派遣

事業 

若手研究者育成活用事業

(リサーチ・レジデント)

 平成20年度           １ 名            １ 名            ２ 名 

 平成21年度           １ 名          １ 名            ２ 名 

 平成22年度           １ 名            １ 名            ２ 名 

平成 21 年度、平成 22 年度は複数年度にあたる研究を行う場合に記入すること。（以下同様） 

１５．研究に要する経費 

   内訳については、公募要項Ⅵ．補助金対象経費の単価基準額一覧表を参考にすること。 

（１）各年度別経費内訳                               （単位：千円） 

          内           訳         

 年   度  

        

   

研究経費 

     謝金 旅費 備品費 消 耗 品 費 借料及び損料 賃金 その他 委託費

 平成20年度  
 

     
 

 

     

 

  

 

  
    

 平成21年度  
 

     
 

 

     

 

  

 

  
    

 平成22年度  
 

     
 

 

     

 

  

 

  
    

  合 計   
 

     
 

 

     

 

  

 

  
    

 

（２）備品の内訳（５０万円以上の備品については、原則として賃借によること。） 

 

 ア．借料及び損料によるもの（賃借による備品についてのみ記入すること。）     

年  度      備   品   名 賃 借 の 経 費  (単位:千円)  数 量 

 平成20年度  

 

 

単価50万円以上の備品でリース等の賃借契約を行う予定の

あるものを記入すること。 

 

      

 平成21年度  

   

 平成22年度  
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 イ．備品費によるもの（５０万円以上の備品であって、賃借が不可能なものについてのみ記入すること。） 

年   度 備   品   名 単    価  (単位:千円) 数 量 

 平成20年度  

 

 単価５０万円以上の備品でリース等の賃借契約が不可能

でありやむを得ず購入する予定のものを記入すること。 

 

 

 平成21年度  

   

 平成22年度  

   

                                                                                          

 

（３）委託費の内訳                                     （単位：千円） 

年   度 委  託  内  容 委   託   先 委 託 費 

 平成20年度  

   

 平成21年度  

    

 平成22年度  
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１６．他の研究事業等への申請状況（当該年度）                （単位：千円） 

新規・継続 研究事業名 研 究 課 題 名 代表・分担等 補助要求額 所管省庁等 ｴﾌｫｰﾄ(%)

新規 ○○研究費 ○○に関する研究 代表 12,000 文部科学省 ２０％ 

       

 

 

     

       

       

 

１７．研究費補助を受けた過去の実績（過去３年間）               （単位：千円） 

年 度 研 究 事 業 名 研 究 課 題 名 補 助 額 所管省庁等 

１９ 年度 ○○助成金 

          

○○○に関する研究 

               

50,000 

      

文部科学省 

       

１９ 年度 ○○研究費 

          

○○○に関する研究 

               

15,000 

      

（独）○○機構

       

   年度     

   年度  

          

 

               

 

      

 

       

 

      年度 

   

 

      年度 

  

 

      年度 

  

  

 

１８．補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

第１８条第１項の 規定により補助金等の返還が命じられた過去の事業   （単位：円） 

  年 度 研究事業名 研 究 課 題 名 
代表・ 

分担等 
補 助 額

返還額・ 

返還年度 
所 管省庁 等 

    年度             

    年度       

    年度 

 平成 16 年度以降に補助金

等の返還が命じられたこと

があれば、直近年度から記入

すること。 
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当該年度に申請者が、厚生労働省から交付される

研究資金等へ研究費の申請を行おうとしている

場合について記載すること。 

直近年度から遡って過去 3 年間において、申

請者が補助を受けた主要な研究事業について

記入すること。（分担として実施した者を含

む。） 


